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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

京都市では，子育て支援施策の総合的な計画として，平成２２年３月に「京都市未来こどもプラン」（以

下「現行プラン」といいます。）を策定し，子どもたちの笑顔のためにみんなで子育てを支え合えるまちづ

くりを進めてきました。 

現行プランの計画期間は，平成２６年度までとなっていることから，京都市では，現行プランを見直し，

平成２７年度から平成３１年度までの５箇年を計画期間とする新たなプランを策定することとしています。 

現行プランに一体として盛り込んでいる「ひとり親家庭自立促進計画」は，母子及び父子並びに寡婦福

祉法第１２条に規定される「自立促進計画」に位置付ける計画であり，本調査は，ひとり親家庭の生活実

態や要望・意見等を把握し，次期プランに盛り込む新たな「ひとり親家庭自立促進計画」を策定するため

の基礎資料として活用することを目的に実施したものです。 

 

２ 調査概要 

〇調査地域 ：京都市全域 

〇調査対象者：平成２５年１０月１日現在，京都市内在住の母子・父子世帯 

〇調査期間 ：平成２５年１０月３０日から１１月１３日まで 

〇調査方法 ：郵送配布・郵送回収（無記名回答） 

 

３ 回収状況 
 

 配 布 数 有効回収数 有効回収率 

ひとり親家庭実態調査（母子家庭） ３，２００   ８６５ ２７．０％ 

ひとり親家庭実態調査（父子家庭） １，８００   ３８６ ２１．４％ 

合計 ５，０００ １，２５１ ２５．０％ 

 

４ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また，小数点以下第２

位を四捨五入しているため，内訳の合計が１００．０％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合，回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方になるた

め，回答比率の合計が１００．０％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合，無回答を排除しているため，クロス集計の有効回答数の合計と単純集計（全体）

の有効回答数が合致しないことがあります。なお，クロス集計とは，複数項目の組み合わせで分類し

た集計のことで，複数の質問項目を交差して並べ，表やグラフを作成することにより，その相互の関

係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが，グラフ以外のクロス集計表は，最も高い割合のものを  で

網かけをしています。 
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Ⅱ 調査のまとめ 

１ 子育て・生活の支援に向けた取組 

【調査結果からみえる現状】 

アンケート結果から，家事の主な担当者についてみると（問５），「掃除」，「洗濯」，「炊事」，「日

用品の買物」のすべての項目において，「本人」の割合が最も高くなっています。 

また，家族・親族以外で，日頃から子どもを見てもらうことのできる人がいるかについてみる

と（問３６），母子家庭，父子家庭ともに「８．特にいない」の割合が高く６割程度となってい

ることから，日常的な支援を求めている家庭が多いことが考えられます。 

お子さんの悩みについてみると（問２９），母子家庭，父子家庭ともに「教育・進学」の割合

が最も高く，次いで「しつけ」となっています。 

自立安定を図るために市や国に要望したいことについてみると（問４３），「１．職業訓練の場

や働く機会を増やすなど安定的な就業の支援を充実する」,「２．市営住宅など公営住宅を増やす

など居住の確保がしやすい環境を整備する」の割合が母子家庭で比較的高くなっています。 

住民実感（問４２）の「世間には，ひとり親家庭に対する偏見があると思う」をみると，母子

家庭では『肯定的評価（「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計，以下同様）』が     

４１．５％，父子家庭では２８．５％と，１３．０ポイントの差が生じており，特に母子家庭で

世間に受け入れられていないと感じている回答者が多いことが伺えます。 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

19.2

15.0

22.3

13.5

29.5

31.6

11.0

9.3

10.3

15.8

7.7

14.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかというとそう思う
どちらともいえない どちらかというとそう思わない
そう思わない 無回答

【問４２(11) 世間にはひとり親家庭に対する偏見があると思う】

 

２ 就業の支援に向けた取組 

【調査結果からみえる現状】 

アンケート結果から，就労形態をみると（問１２（２）），母子家庭では「１．正社員・正職員」

の割合が４割弱，「２．パート・アルバイト」の割合が４割以上となっています。父子家庭では

「１．正社員・正職員」の割合が７割弱となっています。また，転職希望についてみると    

（問１２（７）），母子家庭で「１．ある」の割合が約４割と高くなっています。 

ひとり親になった当時の仕事の状況をみると（問９），母子家庭では３割以上，父子家庭でも

３割弱が「２．今と違ったところで仕事をしていた」となっており，仕事を辞めた理由について

は（問１０），母子家庭では「１，収入がよくない」が，父子家庭では「12．子どもの世話・家

事等との両立が困難」の割合が最も高くなっています。 
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仕事上の悩みについてみると（問１２（６）），母子家庭・父子家庭ともに「１．収入がよくな

い」の割合が最も高くなっています。また父子家庭においては，「11．子どもの世話・家事等と

の両立が困難」の割合が母子家庭に比べ高くなっています。 

また，自立・安定を図るため，市や国に要望したいことについてみると（問４３），母子家庭

で「１．職業訓練の場や働く機会を増やすなど安定的な就業の支援を充実する」の割合が高くな

っています。 

ひとり親家庭が安心して自立していくためには，就業の支援が重要であると考えられ，市だけ

でなく，府や国，事業所等との協力をもとに，収入の面はもちろん，家庭との両立などの支援を

行っていくことが重要です。 

収入がよくない
％

子どもの世話・家事等との
両立が困難

母子家庭(N=704)

父子家庭(N=344)

47.9

21.3

41.9

28.8

0 20 40 60

【問１２(6) 仕事上の悩み】

 

３ 経済的支援及び養育費の確保を進めるための取組 

【調査結果からみえる現状】 

アンケート結果から，ひとり親家庭の収入についてみると（問１９），母子家庭では「２００

～２５０万円未満」の割合が最も高く，父子家庭では「５００～６００万円未満」の割合が高く，

大きな差があることがわかります。 

また，養育費に関する取り決めについては（問２２），「３．取り決めをしていない」の割合が

母子家庭では５割程度，父子家庭では７割以上を占めています。 

面会交流についても（問２４），「３．取り決めをしていない」の割合が母子家庭，父子家庭と

もに６割以上を占めています。 

平成２４年４月１日に民法が改正され，父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の

監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」（面会交

流）及び「子の監護に要する費用の分担」（養育費の分担）が明示されましたが，まだまだ浸透

していないことが伺えます。 

自立・安定を図るため，市や国に要望したいこととして（問４３），母子家庭，父子家庭とも

に「３．年金・手当など経済的支援を充実する」の割合が高く６割程度となっています。 

利用している制度・施策についてみると（問４０），「１．児童手当」，「２．児童扶養手当」の

割合が高くなっています。また，母子家庭では，「５．ひとり親家庭等医療費支給制度」，「６．

生活保護」の割合が高くなっています。 

自立をしていくためには，行政や地域からの生活支援とともに，経済的な支援も重要となりま

す。様々な制度を周知するとともに，必要な人が必要な時に支援や援助が受けられる体制を整え

ていくことが不可欠です。 
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N =

母子家庭 865

父子家庭 386

7.6

3.6

16.3

7.5

30.4

35.2

18.3

14.8

19.4

23.3

8.0

15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかというとそう思う

どちらともいえない どちらかというとそう思わない

そう思わない 無回答

【問４２(7) 子育てに不安を感じたとき気軽に相談できるところがある】

0

20

40

60

80

100

母子家庭

父子家庭

【問１９ 昨年（平成２４年）１年間の世帯全員の収入】

件

 

４ 相談・支援機能及び情報提供の充実強化に向けた取組 

【調査結果からみえる現状】 

アンケート結果から，これまで悩みごとなどを相談したことがある公の機関についてみると

（問３９），母子家庭，父子家庭ともに「４．福祉事務所（子ども支援センター）」の割合が最も

高く，５割程度となっています。 

一方，京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすについてみると（問 41），母子家庭，父子家

庭ともに「３．知らない」が８割程度となっており，まだまだ認知されていないことがわかりま

す。京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすで実施している事業のうち，「１．就業の相談」，

「４．パソコン講習会」，「６．無料法律相談」については，母子家庭，父子家庭ともに１割以上

が「興味がある」と答えていることからも，更なる情報提供の強化が必要です。 
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住民実感（問４２）の「子育てに不安を感じたとき気軽に相談できるところがある」をみると，

『肯定的評価（「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計，以下同様）』が母子家庭では   

２３．９％，父子家庭では１１．１％となっています。同項目について「就学前児童」「小学生児

童」ではともに『肯定的評価』が 3 割以上となっていることから，ひとり親家庭では気軽に相談が

できている割合が低いことがうかがえます。
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Ⅲ 調査結果 

１ 回答者の属性 

問２ あなたの生年月を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
20歳
未満

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50歳
以上

不明・
無回答

865 0 0 42 75 162 210 189 104 83
100.0 0.0 0.0 4.9 8.7 18.7 24.3 21.8 12.0 9.6

386 2 1 3 23 42 76 93 119 27
100.0 0.5 0.3 0.8 6.0 10.9 19.7 24.1 30.8 7.0

母子家庭

父子家庭

5.8

11.5

1.5

10.2

30.6

30.50.6

0.9

1.3

3.5

4.9

10.4

7.3

17.1

19.2

19.2

14.5

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

不明・無回答

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

4.9 8.7

6.0

18.7

10.9

24.3

19.7

21.8

24.1

12.0

30.8

9.6

7.0

0.5 0.3 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３ あなたのお子さん（平成２５年１０月１日現在で２０歳未満のお子さんに限りま

す。）について同居，別居別にお答えください。 

 

【同居している子どもの人数】     【別居している子どもの人数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同居している子どものライフステージ】 【別居している子どものライフステージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「別居」については，「不明・無回答」を除いて集計しています。 

 

％

１．乳児（０歳児）

２．１歳～２歳児

３．３歳～小学校
　　入学前

４．小学校１年
　　～３年生

５．小学校４年
　　～６年生

６．中学生

７．高校生

８．短大生・
    高専生

９．大学生

10．専門学校生・
　　その他の学生

11．仕事をして
      いる子ども

12．卒業した無職
　　 の子ども

13．その他

不明・無回答

1.5

6.6

14.7

17.5

23.9

28.6

29.5

2.3

7.2

3.8

2.8

2.5

1.2

4.2

15.0

33.7

36.0

1.3

9.1

2.8

4.7

3.1

1.0

0.8

0.0

19.9

8.3

1.3

0 20 40

1.5 6.7 14.717.7 24.4 29.430.52.5 7.44.03.62.81.72.7
0.0 1.6 8.5 15.3 21.0 36.338.61.6 10.13.45.23.11.60.0

0 20 40 60

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

％

１．乳児（０歳児）

２．１歳～２歳児

３．３歳～小学校
　　入学前

４．小学校１年
　　～３年生

５．小学校４年
　　～６年生

６．中学生

７．高校生

８．短大生・
    高専生

９．大学生

10．専門学校生・
　　その他の学生

11．仕事をして
      いる子ども

12．卒業した無職
　　 の子ども

13．その他

3.4

6.9

13.8

24.1

31.0

44.8

6.9

10.3

10.3

27.6

3.4

10.3

10.8

64.9

48.6

21.6

16.2

5.4

0.0

2.7

2.7

2.7

0.0

21.6

2.7

0.0

0 20 40 60 80

3.46.90.0 13.8 24.1 31.0 44.86.910.310.3 27.63.4 10.32.7 10.8 21.6 64.948.62.7 21.62.7 16.25.42.7

0 20 40 60 80

母子家庭(N=29)

父子家庭(N=37)

％

１人

２人

３人

４人

５人以上

82.8

13.8

0.0

0.0

3.4

73.0

21.6

5.4

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

3.46.90.0 13.8 24.1 31.0 44.86.910.310.3 27.63.4 10.32.7 10.8 21.6 64.948.62.7 21.62.7 16.25.42.7

0 20 40 60 80

母子家庭(N=29)

父子家庭(N=37)

 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

不明・無回答

51.1

33.2

9.7

1.3

0.6

4.2

60.6

31.1

6.7

0.8

0.8

0 20 40 60 80

1.5 6.7 14.717.7 24.4 29.430.52.5 7.44.03.62.81.72.7
0.0 1.6 8.5 15.3 21.0 36.338.61.6 10.13.45.23.11.60.0

0 20 40 60

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

0.0 
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問４ 世帯の人数についてお答えください。 

【同居家族の人数（本人，子どもの人数を含む）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同居家族の内訳】 

同居家族の内訳をみると，父子家庭では，「父母」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 291284158661715413111 1201348337641

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

％

20歳未満の子ども

20歳以上の子ども

父母

兄弟姉妹

祖父・祖母

その他

不明・無回答

9.1

21.4

7.2

1.5

2.8

2.3

99.7

12.2

30.3

6.2

1.0

3.1

0.0

96.3

0 20 40 60 80 100

（％）

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

11人

12人

2.8

33.6

32.8

18.3

7.6

2.0

1.7

0.5

0.1

0.3

0.1

0.1

0.3

31.1

34.7

21.5

9.6

1.6

1.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50

24 291284158661715413111 1201348337641

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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２ 家事の分担状況について 

問５ あなたのご家庭では，以下の家事は主にどなたが担当していますか。（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「本人」が最も高くなっています。 

 

【掃除】                            【洗濯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【炊事】                           【日用品の買物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

92.7

14.0

14.1

0.7

0.8

19.2

25.6

2.8

0.5

80.3

0 25 50 75 100

92.714.014.10.70.8 80.319.2 25.62.80.5
0 20 40 60 80 100

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

91.6

9.2

15.4

0.3

0.6

72.8

19.9

29.5

1.8

1.0

0 25 50 75 100

92.714.014.10.70.8 80.319.2 25.62.80.5
0 20 40 60 80 100

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

92.3

7.7

16.3

0.7

0.6

73.8

13.2

33.7

3.9

1.0

0 25 50 75 100

92.714.014.10.70.8 80.319.2 25.62.80.5
0 20 40 60 80 100

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

93.9

7.4

14.3

0.2

0.8

85.0

11.9

24.1

2.3

1.0

0 25 50 75 100

92.714.014.10.70.8 80.319.2 25.62.80.5
0 20 40 60 80 100

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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３ ひとり親家庭になったときの状況について 

問６ 母子（父子）家庭になった時の年齢をお答えください。 

母子家庭，父子家庭共に「３５～３９歳」割合が最も高くなっています。 

父子家庭では母子家庭と比較すると，３５歳以降に父子家庭になる割合が高くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 前配偶者との婚姻期間についてお答えください。 

母子家庭では，「１～５年未満」「５～10 年未満」「１０年以上」の割合がほぼ同じですが，父子家庭で

は，「１０年以上」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

7.2

15.0 11.7

15.7

11.9

1.0

0.5

4.3

1.6

12.5

6.2

21.0

10.1

22.8

23.8

13.8

19.2

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.8

11.5

1.5

10.2

30.6

30.50.6

0.9

1.3

3.5

4.9

10.4

7.3

17.1

19.2

19.2

14.5

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

不明・無回答

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

2.3

3.0

18.7

28.0

30.3

25.7

47.2

34.3

0.5

7.6

1.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.02.3 28.018.7 25.730.3 34.347.2 7.6 0.51.41.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年未満 １～５年未満 ５～１０年未満 １０年以上

なし 不明・無回答
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問８（１）母子（父子）家庭となった理由についてお答えください。 

母子家庭では，「３．離婚（協議）」の割合が最も高く，次いで「４．離婚（調停）」「９．未婚での子の

出生」となっています。 

父子家庭では，「３．離婚（協議）」の割合が最も高く，次いで「１．病死」，「４．離婚（調停）」となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

離婚
（協議）

離婚
（調停）

離婚
（審判）

離婚
（裁判）

865 47 24 697 545 122 4 26 10 3 66 14 4
100.0 5.4 2.8 80.6 63.0 14.1 0.5 3.0 1.2 0.3 7.6 1.6 0.5

386 85 16 259 209 41 0 9 8 1 2 8 7
100.0 22.0 4.1 67.1 54.1 10.6 0.0 2.3 2.1 0.3 0.5 2.1 1.8

遺棄
（家出
など）

生死
不明

未婚で
の子の
出生

その他
不明・
無回答

離婚

母子家庭

父子家庭

全体 病死

その他
の理由
による
死別

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 22.0

5.4

4.1

2.8

54.1

63.0

10.6

14.1

0.5

2.3

3.0

2.1

1.2

0.3

0.3

0.5

7.6

2.1

1.6

1.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.4 22.02.8 4.1 63.0 54.1 14.1 10.60.5 0.03.0 2.31.2 2.10.3 0.37.60.51.62.10.51.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．病死 ２．その他の理由による死別

３．離婚（協議） ４．離婚（調停）

５．離婚（審判） ６．離婚（裁判）

７．遺棄（家出など） ８．生死不明

９．未婚での子の出生 10．その他

不明・無回答
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【ひとり親になった時の年齢別】 

ひとり親になった時の年齢別にみると，母子家庭，父子家庭ともに年齢が上がるにつれて「１．病死」

の割合が高くなる傾向にあります。また，母子家庭では，３４歳以下で「9．未婚での子の出生」の割合

が高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳未満 9

20～24歳 37

25～29歳 108

30～34歳 182

35～39歳 197

40～44歳 119

45～49歳 62

50歳以上 15 26.7

9.7

12.6

5.6

1.6

0.9

2.7

13.3

1.6

2.5

3.6

3.3

1.9

46.7

72.6

60.5

62.9

62.1

64.8

67.6

66.7

6.7

6.5

13.4

13.7

18.1

15.7

16.2

1.1

6.5

5.0

4.1

1.6

0.9

2.7

6.7

2.5

1.5

1.1

0.5

0.9

1.6

1.7

5.6

9.3

14.8

8.1

33.3

0.8

2.5

0.5

2.7

1.6

0.8

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．病死 ２．その他の理由による死別

３．離婚（協議） ４．離婚（調停）

５．離婚（審判） ６．離婚（裁判）

７．遺棄（家出など） ８．生死不明

９．未婚での子の出生 10．その他

不明・無回答
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳未満 2

20～24歳 6

25～29歳 24

30～34歳 39

35～39歳 92

40～44歳 74

45～49歳 58

50歳以上 45 35.6

34.5

16.2

20.7

20.5

4.2

2.2

6.9

4.1

4.3

5.1

42.2

34.5

56.8

55.4

64.1

75.0

66.7

100.0

15.6

10.3

16.2

9.8

2.6

4.2

33.3

2.2

5.2

1.4

3.3

2.6

1.7

1.4

4.3

2.6

4.2

1.7

2.2

2.6

3.4

2.7

1.1

1.7

1.4

1.1

12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．病死 ２．その他の理由による死別

３．離婚（協議） ４．離婚（調停）

５．離婚（審判） ６．離婚（裁判）

７．遺棄（家出など） ８．生死不明

９．未婚での子の出生 10．その他

不明・無回答
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離婚（協議，調停，審判，裁判）を選択した方にお聞きします。 

問８（２）離婚を決意した主たる要因についてお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．性格が合わない」の割合が最も高くなっています。 

母子家庭では，父子家庭と比較すると「３．暴力をふるう」「４．浪費する」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 母子（父子）家庭になられたとき，あなたは仕事をしていましたか。 

母子家庭では，「３．仕事をしていなかった」の割合が最も高く，次いで「２．今と違ったところで仕事

をしていた」となっています。 

父子家庭では，「１．今と同じところで仕事をしていた」の割合が最も高く，次いで「２．今と違ったと

ころで仕事をしていた」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
性格が
合わな
い

異性
関係

暴力を
ふるう

浪費
する

酒を飲
みすぎ
る

親族と
折り合
いが悪
い

家庭を
かえり
みない

その他
不明・
無回答

697 128 98 81 87 14 28 54 110 97
100.0 18.4 14.1 11.6 12.5 2.0 4.0 7.7 15.8 13.9

259 76 58 0 12 3 11 22 43 34
100.0 29.3 22.4 0.0 4.6 1.2 4.2 8.5 16.6 13.1

父子家庭

母子家庭

N =

母子家庭 697

父子家庭 259 29.3

18.4

22.4

14.1 11.6

4.6

12.5

1.2

2.0

4.2

4.0

8.5

7.7

16.6

15.8

13.1

13.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.4 29.3 14.1 22.411.6 0.012.54.62.01.24.04.2 7.78.5 15.816.6 13.913.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．性格が合わない ２．異性関係 ３．暴力をふるう

４．浪費する ５．酒を飲みすぎる ６．親族と折り合いが悪い

７．家庭をかえりみない ８．その他 不明・無回答

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 69.2

27.3

25.6

31.1

4.1

40.7

1.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27.3 69.2 31.1 25.640.7 4.10.91.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．今と同じところで仕事をしていた ２．今と違ったところで仕事をしていた

３．仕事をしていなかった 不明・無回答
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【ひとり親になった時の年齢別】 

ひとり親になった時の年齢別にみると，母子家庭では，年齢が高くなるにつれて，「１，今と同じところ

で仕事をしていた割合が他の区分に比べ高くなっています。一方，年齢が低くなるにつれて，「３．仕事を

していなかった」の割合が高くなっています。 

父子家庭では，年齢層に関わらず「１．今と同じところで仕事をしていた」の割合が最も高くなってい

ます。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳未満 2

20～24歳 6

25～29歳 24

30～34歳 39

35～39歳 92

40～44歳 74

45～49歳 58

50歳以上 45

59.8

71.6

75.9

73.3

37.0

25.7

22.4

8.9 15.6

61.5

75.0

83.3

50.0

30.8

25.0

16.7

1.7

2.7

3.3

5.1

2.2

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳未満 9

20～24歳 37

25～29歳 108

30～34歳 182

35～39歳 197

40～44歳 119

45～49歳 62

50歳以上 15

31.5

40.3

43.5

26.7

31.0

28.6

32.3

40.0

37.1

31.1

19.4

33.3

4.8

24.2

18.5

11.1

31.9

25.9

45.9

55.6

42.9

54.6

54.1

33.3

0.5

1.1

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14.316.824.329.9 41.742.123.5 42.947.1 27.7 31.4 31.3 27.831.641.2 42.952.954.5 43.238.430.422.435.3 1.01.20.53.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．今と同じところで仕事をしていた ２．今と違ったところで仕事をしていた

３．仕事をしていなかった 不明・無回答
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問９で「今と違ったところで仕事をしていた」を選択した方にお聞きします。 

問１０ その時していた仕事を辞めた理由についてお答えください。 

母子家庭では，「１．収入がよくない」の割合が最も高くなっています。 

父子家庭では，「12．子どもの世話・家事等との両立が困難」の割合が最も高く，次いで「６．労働時

間が合わない」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
収入が
よくない

勤め先
が自宅
から遠
い

健康が
すぐれ
ない

仕事の
内容が
よくない

職場環
境にな
じめな
い

労働時
間が合
わない

社会保
険がな
い又は
不十分

休みが
少ない・
自由に
とれな
い

身分が
安定し
ていな
い

経験や
能力が
発揮で
きない

自営業
で就業
してい
たが，
離婚し
たため

子ども
の世
話・家
事等と
の両立
が困難

その他
不明・
無回答

269 70 24 18 4 4 15 15 4 7 2 13 19 56 18
100.0 26.0 8.9 6.7 1.5 1.5 5.6 5.6 1.5 2.6 0.7 4.8 7.1 20.8 6.7

99 9 4 5 1 1 12 0 3 2 1 7 21 24 9
100.0 9.1 4.0 5.1 1.0 1.0 12.1 0.0 3.0 2.0 1.0 7.1 21.2 24.2 9.1

母子家庭

父子家庭

N =

母子家庭 269

父子家庭 99

4.8

7.1

7.1

21.2

20.8

24.2

6.7

9.1

26.0

9.1

8.9

4.0

6.7

5.1

1.5

1.0

1.5

1.0

5.6

12.1

5.6

3.0

1.5

2.0

2.6

1.0

0.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

26.09.1 8.94.0 6.75.1 1.51.0 1.51.0 5.612.1 5.60.0 1.53.0 2.62.0 0.71.0 4.87.1 7.121.2 20.824.2 6.79.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．収入がよくない ２．勤め先が自宅から遠い

３．健康がすぐれない ４．仕事の内容がよくない

５．職場環境になじめない ６．労働時間が合わない

７．社会保険がない又は不十分 ８．休みが少ない・自由にとれない

９．身分が安定していない 10．経験や能力が発揮できない

11．自営業で就業していたが，離婚したため 12．子どもの世話・家事等との両立が困難

13．その他 不明・無回答
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４ 現在の仕事について 

問１１ あなたは現在，収入を伴う仕事をしていますか｡ 

母子家庭，父子家庭とともに「１．１つの仕事だけしている」の割合が最も高くなっています。 

  母子家庭では，「３．仕事をしていない」の割合が父子家庭の約 2 倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，３０歳以上で「１．１つの仕事だけしている」の割合が７割を超えて

いるのに対し，「25～29 歳」で「３．仕事をしていない」の割合が高く，約 3 割となっています。 

父子家庭では，「20 歳未満」を除くすべての年齢層で「１．１つの仕事だけしている」の割合が７割を

超えています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 82.9

74.6

6.2

6.8

9.1

17.2

1.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

74.682.9 6.8 6.217.29.1 1.41.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．１つの仕事だけしている ２．２つ以上の仕事をしている

３．仕事をしていない 不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 42

30～34歳 75

35～49歳 162

40～44歳 210

45～49歳 189

50歳以上 104

66.7

78.7

79.0

76.2

73.0

73.1

3.7

7.6

9.0

10.6

28.6

17.3

17.3

15.7

15.3

13.5

4.8

2.7

2.9

2.6

0.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳



Ⅲ 調査結果 

18 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入を伴う仕事のある方だけにお聞きします。 

問１２（１）あなたが現在の仕事についてから何年になりますか。 

父子家庭では，「１０年以上」の割合が最も高く，次いで「５～１０年未満」となっています。 

一方，母子家庭では「10 年以上」の割合は父子家庭の約 3 分の１に留まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 704

父子家庭 344 7.8

18.8

7.6

20.3

5.8

14.6

13.4

23.4

65.4

22.0 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．１つの仕事だけしている ２．２つ以上の仕事をしている

３．仕事をしていない 不明・無回答

18.87.8 20.37.6 14.65.8 23.413.4 22.065.4 0.90.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年未満 １～３年未満 ３～５年未満

５～１０年未満 １０年以上 不明・無回答

N =

20歳未満 2

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 23

35～39歳 42

40～44歳 76

45～49歳 93

50歳以上 119

50.0

100.0

100.0

78.3

83.3

90.8

80.6

79.0

8.7

4.8

5.3

9.7

5.9

11.9

8.6

13.4

50.0

8.7

3.9

4.3

1.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【就労形態別】 

就労形態別にみると，母子家庭，父子家庭ともに「正社員・正職員」で，年数が長くなる傾向がみられ

ます。また，「パート・アルバイト」，「契約・登録・派遣社員（職員）」については，母子家庭，父子家庭

ともに３年未満が約半数を占めています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

正社員・正職員 262

パート・アルバイト 312

契約・登録・派遣
社員（職員）

86

自営業主 27

家族従業者 2

内職・在宅就業 4

その他 8 25.0 25.0 25.0 25.0

50.0

14.8

24.4

24.0

10.7

50.0

14.8

24.4

25.6

13.7

11.1

17.4

15.4

13.4

50.0

11.1

29.1

22.1

24.8

50.0

48.1

4.7

11.5

37.4

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

正社員・正職員 226

パート・アルバイト 26

契約・登録・派遣
社員（職員）

16

自営業主 70

家族従業者 0

内職・在宅就業 1

その他 3 33.3 33.3 33.3

25.0

34.6

6.2

7.1

18.8

11.5

6.6

5.7

18.8

7.7

4.4

15.7

34.6

10.6

100.0

71.4

37.5

11.5

72.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.87.8 20.37.6 14.65.8 23.413.4 22.065.4 0.90.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年未満 １～３年未満 ３～５年未満

５～１０年未満 １０年以上 不明・無回答

18.87.8 20.37.6 14.65.8 23.413.4 22.065.4 0.90.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年未満 １～３年未満 ３～５年未満

５～１０年未満 １０年以上 不明・無回答
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問１２（２）あなたの就労形態についてお答えください。 

母子家庭では，「２．パート・アルバイト」の割合が最も高く，次いで「１．正社員・正職員」となって

います。 

父子家庭では，「１．正社員・正職員」の割合が最も高く，次いで「４．自営業主」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

704 262 312 86 27 2 4 8 3
100.0 37.2 44.3 12.2 3.8 0.3 0.6 1.1 0.4

344 226 26 16 70 0 1 3 2
100.0 65.7 7.6 4.7 20.3 0.0 0.3 0.9 0.6

母子家庭

父子家庭

N =

母子家庭 704

父子家庭 344 65.7

37.2

7.6

44.3

4.7

12.2

20.3

3.8 0.3

0.3

0.6

0.9

1.1

0.6

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

37.2 65.7 44.3 7.6 12.24.7 3.820.3 0.30.00.60.31.10.90.40.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答
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【仕事の種類別】 

 仕事の種類別に見ると，母子家庭，父子家庭ともに「専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，

介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）」で正社員の割合が高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

有
効
回
答
数

（
件

）

正
社
員
・
正
職
員

パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

契
約
・
登
録
・

派
遣
社
員

（
職
員

）

自
営
業
主

家
族
従
業
者

内
職
・
在
宅
就
業

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

専門技術を生かした仕事（保育士，
教員，看護師，介護福祉士，弁護
士，医師，デザイナーなど）

204 60.3% 25.0% 9.8% 3.4% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0%

管理的な仕事（会社・官庁などの課
長職以上）

6 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

事務的な仕事 198 44.4% 37.9% 16.2% 0.5% 0.5% 0.0% 0.5% 0.0%

販売関係の仕事（店員，商品配達，
セールス，外交員など）

74 24.3% 56.8% 13.5% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

接客などのサービス関係の仕事
（美・理容師，飲食店員，家政婦な
ど）

99 12.1% 72.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%

技能及び労務関係の仕事（工員，職
人，労務作業員など）

39 20.5% 59.0% 15.4% 2.6% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0%

その他 70 12.9% 55.7% 15.7% 4.3% 1.4% 4.3% 5.7% 0.0%  

 

〔父子家庭〕 

有
効
回
答

正
社
員
・
正
職
員

パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

契
約
・
登
録
・
派
遣
社
員

（
職
員

）

自
営
業
主

家
族
従
業
者

内
職
・
在
宅
就
業

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

専門技術を生かした仕事（保育士，
教員，看護師，介護福祉士，弁護
士，医師，デザイナーなど）

56 64.3% 3.6% 8.9% 23.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

管理的な仕事（会社・官庁などの課
長職以上）

38 89.5% 0.0% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

事務的な仕事 25 92.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

販売関係の仕事（店員，商品配達，
セールス，外交員など）

51 72.5% 7.8% 3.9% 9.8% 0.0% 2.0% 2.0% 2.0%

接客などのサービス関係の仕事
（美・理容師，飲食店員，家政婦な
ど）

18 44.4% 16.7% 5.6% 27.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6%

技能及び労務関係の仕事（工員，職
人，労務作業員など）

104 55.8% 9.6% 3.8% 28.8% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0%

その他 38 55.3% 10.5% 10.5% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「４０～４４歳」，「５０歳以上」を除いて，「１．正社員・正職員」に

比べ「２．パート・アルバイト」の割合が最も高くなっています。 

父子家庭では，すべての年齢層で「１．正社員・正職員」の割合が最も高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 28

30～34歳 61

35～49歳 134

40～44歳 176

45～49歳 155

50歳以上 85

25.0

39.3

35.8

40.9

39.4

39.1

53.6

47.5

49.3

38.1

42.6

39.1

10.7

8.2

11.9

14.8

12.9

9.2 6.9

3.9

4.0

1.5

3.3

3.6

0.7

2.3

0.6

1.6

2.3

0.6

1.7

0.7

3.6

1.1

0.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（３）その仕事の種類についてお答えください。 

母子家庭では，「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デ

ザイナーなど）」の割合が最も高く，次いで「３．事務的な仕事」となっています。 

父子家庭では，「６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）」の割合が最も高く，次

いで「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーな

ど）」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 704

父子家庭 344 16.3

29.0

11.0

0.9

7.3

28.1

14.8

10.5

5.2

14.1

30.2

5.5

11.0

9.9

4.1

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.016.3 0.911.0 28.17.3 10.514.8 14.15.2 5.530.2 9.911.0 2.04.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答

N =

20歳未満 1

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 20

35～39歳 37

40～44歳 73

45～49歳 84

50歳以上 101

100.0

100.0

66.7

80.0

59.5

71.2

71.4

55.4

33.3

10.0

13.5

6.0

11.9

6.8

6.0

5.9

10.0

24.3

19.2

16.7

23.8

1.4

1.0 1.0

1.4

2.7

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「３０～３４歳」，「３５～３９歳」，「４５～４９歳」で「３．事務的な

仕事」の割合が最も高くなっています。 

父子家庭では，３０歳以上のすべての年齢層で「６．技能及び労務関係の仕事」の割合が最も高くなっ

ています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 28

30～34歳 61

35～49歳 134

40～44歳 176

45～49歳 155

50歳以上 85

17.9

24.6

30.6

30.1

29.0

37.9

21.4

32.8

31.3

29.5

32.3

14.9

21.4

11.5

9.0

11.9

9.0

32.1

11.5

9.7

13.1

14.8

16.1

14.8

7.5

5.1

9.0

9.1

9.0

18.4

1.1

1.3

0.6

0.7

1.6

3.4 4.6

2.6

3.3

3.6

3.4

1.9

0.6

2.2

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（４）勤務先（自営業の方は家族従業員を含む）の規模（従業員数）についてお答

えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「３００人以上」の割合が最も高くなっています。 

父子家庭では，次いで「１～４人」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 704

父子家庭 344 26.2

10.7

9.0

11.4

10.8

19.9

14.8

18.0

9.0

11.4

28.2

25.3

2.0

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答

10.7 26.211.4 9.019.9 10.8 18.014.8 11.49.0 25.328.2 3.42.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１～４人 ５～９人 １０～２９人 ３０～９９人

１００～２９９人 ３００人以上 不明・無回答

N =

20歳未満 1

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 20

35～39歳 37

40～44歳 73

45～49歳 84

50歳以上 101

100.0

20.0

18.9

17.8

16.7

11.9

10.0

8.1

8.2

13.1

12.9

33.3

5.4

9.6

4.8

7.9

100.0

33.3

10.0

24.3

12.3

14.3

12.9

10.0

4.8

7.9

33.3

45.0

35.1

38.4

27.4

24.8

5.4

9.6

13.1

17.8

5.0

6.0

2.7

4.0

1.4

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問１２（５）あなたの普段の平均的な勤務時間（残業が恒常的になっている方はその時間

も含む）はどのようになっていますか。また，仕事が終わって帰宅するのは

何時ごろですか。 

【勤務体制】 

母子家庭，父子家庭ともに「１．定時制」の割合が最も高く，次いで「２．交代制のため一定しない」

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【始業時間】 

母子家庭では，「９時台」の割合が最も高く，次いで「８時台」となっています。 

父子家庭では，「８時台」の割合が最も高く，次いで「９時台」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 565

父子家庭 288 15.3

2.3

50.7

37.9

22.9

38.4

3.8

12.0

4.9

8.0

2.4

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭 704

父子家庭 344 83.7

80.3

14.0

17.2

2.3

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80.383.7 17.214.0 2.62.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．定時制 ２．交代制のため一定しない 不明・無回答

2.3 15.3 37.9 50.7 38.4 22.9 12.0 3.87.64.9 1.82.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

８時前 ８時台 ９時台 １０時台 １１時以降 不明・無回答
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【終業時間】 

母子家庭，父子家庭ともに「１７時台」の割合が最も高く，次いで「１８時台」となっています。 

父子家庭では，全体的に母子家庭よりも終業時間が遅い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【帰宅時間】 

終業時間と同様，父子家庭では，全体的に母子家庭よりも帰宅時間が遅い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 565

父子家庭 288 6.6

11.9

5.6

12.7

38.2

44.6

21.2

15.2

9.7

5.3

17.4

7.8

1.4

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭 565

父子家庭 288

3.5

5.3

1.0

4.1

5.6

12.6

18.8

23.7

16.0

15.4

25.0

12.2

30.2

26.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11.96.6 12.75.6 44.638.2 15.221.2 5.39.7 7.817.4 2.51.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１６時前 １６時台 １７時台 １８時台

１９時台 ２０時以降 不明・無回答

11.96.6 12.75.6 44.638.2 15.221.2 5.39.7 7.817.4 2.51.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１６時前 １６時台 １７時台 １８時台

１９時台 ２０時以降 不明・無回答
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問１２（６）あなたの仕事上の悩みについてお答えください。（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「１．収入がよくない」の割合が最も高く，次いで「11．子どもの世話・家

事等との両立が困難」の割合が，その次に「２．勤め先が自宅から遠い」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．収入がよくない

２．勤め先が自宅から遠い

３．健康がすぐれない

４．仕事の内容がよくない

５．職場環境になじめない

６．労働時間が合わない

７．社会保険がない又は不十分

８．休みが少ない・自由にとれない

９．身分が安定していない

10．経験や能力が発揮できない

11．子どもの世話・家事等との両立が困難

12．その他

不明・無回答

47.9

16.9

10.9

7.1

4.3

6.8

12.9

13.8

13.1

4.3

21.3

10.7

13.5

18.0

6.4

5.2

2.6

5.8

7.3

16.0

8.4

4.9

28.8

12.2

11.9

41.9

0 20 40 60

47.916.910.97.14.36.8 12.913.813.14.3 21.310.713.5
41.918.06.45.22.6 5.87.3 16.08.44.9 28.812.211.9

0 20 40 60

母子家庭(N=704)

父子家庭(N=344)
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，全区分で「収入がよくない」の割合が最も高く，「５０歳以上」で「７．

社会保険がない又は不十分」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

父子家庭では，３０代を除く全区分で「収入がよくない」の割合が最も高く，年齢層に関わらず「子ど

もの世話・家事等との両立が困難」の割合が母子家庭に比べ高くなる傾向にあります。 

 

〔母子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

収
入
が
よ
く
な
い 

勤
め
先
が
自
宅
か
ら
遠
い 

健
康
が
す
ぐ
れ
な
い 

仕
事
の
内
容
が
よ
く
な
い 

職
場
環
境
に
な
じ
め
な
い 

労
働
時
間
が
合
わ
な
い 

社
会
保
険
が
な
い
又
は 

不
十
分 

休
み
が
少
な
い
・
自
由
に
と
れ

な
い 

身
分
が
安
定
し
て
い
な
い 

経
験
や
能
力
が 

発
揮
で
き
な
い 

子
ど
も
の
世
話
・
家
事
等
と
の

両
立
が
困
難 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

20 歳未満 － － － － － － － － － － － － － － 

20～24 歳 － － － － － － － － － － － － － － 

25～29 歳 28  50.0  7.1  10.7  10.7  3.6  7.1  3.6  17.9  3.6  － 28.6  7.1  21.4  

30～34 歳 61  50.8  16.4  3.3  3.3  1.6  6.6  9.8  8.2  13.1  4.9  24.6  3.3  19.7  

35～39 歳 134  40.3  14.9  8.2  5.2  5.2  4.5  16.4  8.2  15.7  4.5  22.4  14.9  12.7  

40～44 歳 176  44.9  18.2  11.4  9.7  5.7  3.4  9.7  12.5  10.8  4.0  27.8  11.4  14.2  

45～49 歳 155  54.2  20.6  12.9  7.7  3.9  10.3  9.0  16.8  15.5  4.5  16.1  11.0  11.6  

50 歳以上 87  51.7  18.4  17.2  5.7  4.6  11.5  26.4  21.8  10.3  4.6  13.8  8.0  11.5  

 

 

〔父子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

収
入
が
よ
く
な
い 

勤
め
先
が
自
宅
か
ら

遠
い 

健
康
が
す
ぐ
れ
な
い 

仕
事
の
内
容
が
よ
く

な
い 

職
場
環
境
に
な
じ
め

な
い 

労
働
時
間
が
合
わ
な

い 社
会
保
険
が
な
い
又

は
不
十
分 

休
み
が
少
な
い
・
自
由

に
と
れ
な
い 

身
分
が
安
定
し
て
い

な
い 

経
験
や
能
力
が
発
揮

で
き
な
い 

子
ど
も
の
世
話
・
家
事

等
と
の
両
立
が
困
難 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

20 歳未満 1  － － － － － － － － － － － 100.0  － 

20～24 歳 1  100.0  100.0  － － － － － － － － － － － 

25～29 歳 3  66.7  － － － － － 33.3  － － － 66.7  － － 

30～34 歳 20  20.0  20.0  5.0  5.0  － 10.0  15.0  10.0  － － 25.0  10.0  10.0  

35～39 歳 37  37.8  21.6  2.7  8.1  2.7  18.9  5.4  27.0  8.1  2.7  48.6  2.7  5.4  

40～44 歳 73  32.9  20.5  2.7  1.4  4.1  5.5  2.7  15.1  6.8  4.1  24.7  17.8  13.7  

45～49 歳 84  44.0  13.1  8.3  7.1  3.6  2.4  6.0  13.1  8.3  6.0  20.2  17.9  13.1  

50 歳以上 101  50.5  20.8  5.9  6.9  2.0  5.0  9.9  16.8  11.9  5.9  28.7  7.9  12.9  
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【就労形態別】 

就労形態別にみると，母子家庭の家族従業者を除き，母子家庭，父子家庭ともに全区分で「１，収入が

よくない」の割合が最も高くなっています。また，母子家庭では，「正社員・正職員」で「２．勤め先が自

宅から遠い」，「11．子どもの世話・家事等との両立が困難」の割合が，「契約・登録・派遣社員（職員）」

で「９．身分が安定していない」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

収
入
が
よ
く
な
い 

勤
め
先
が
自
宅
か
ら
遠
い 

健
康
が
す
ぐ
れ
な
い 

仕
事
の
内
容
が
よ
く
な
い 

職
場
環
境
に
な
じ
め
な
い 

労
働
時
間
が
合
わ
な
い 

社
会
保
険
が
な
い
又
は 

不
十
分 

休
み
が
少
な
い
・
自
由
に
と
れ

な
い 

身
分
が
安
定
し
て
い
な
い 

経
験
や
能
力
が 

発
揮
で
き
な
い 

子
ど
も
の
世
話
・
家
事
等
と
の

両
立
が
困
難 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

正社員・ 
正職員 

262  37.4  23.3  8.4  6.9  5.7  8.8  1.5  18.3  2.3  3.1  31.3  13.7  15.6  

パート・ 
アルバイト 

312  53.8  12.2  12.8  7.1  3.8  6.7  21.2  9.6  15.7  4.8  15.1  8.0  12.8  

契約・登録・
派遣社員 
（職員） 

86  59.3  19.8  11.6  10.5  3.5  3.5  10.5  12.8  36.0  7.0  18.6  10.5  5.8  

自営業主 27  44.4  7.4  7.4  － － － 25.9  18.5  7.4  － 11.1  11.1  18.5  

家族従業者 2  － － － 50.0  － － 50.0  － 50.0  50.0  － － － 

内職・ 
在宅就業 

4  100.0  － 50.0  － － － 25.0  25.0  － － 25.0  － － 

その他 8  37.5  12.5  12.5  － － 12.5  25.0  25.0  37.5  － 12.5  25.0  25.0  
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〔父子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

収
入
が
よ
く
な
い 

勤
め
先
が
自
宅
か
ら
遠
い 

健
康
が
す
ぐ
れ
な
い 

仕
事
の
内
容
が
よ
く
な
い 

職
場
環
境
に
な
じ
め
な
い 

労
働
時
間
が
合
わ
な
い 

社
会
保
険
が
な
い
又
は 

不
十
分 

休
み
が
少
な
い
・
自
由
に
と
れ

な
い 

身
分
が
安
定
し
て
い
な
い 

経
験
や
能
力
が 

発
揮
で
き
な
い 

子
ど
も
の
世
話
・
家
事
等
と
の

両
立
が
困
難 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

正社員・ 
正職員 

226  35.8  21.2  6.6  6.2  2.7  7.5  2.2  15.5  4.4  4.9  30.5  15.0  11.1  

パート・ 
アルバイト 

26  69.2  7.7  － 7.7  － － 30.8  11.5  30.8  7.7  15.4  － 11.5  

契約・登録・
派遣社員 
（職員） 

16  75.0  31.3  12.5  12.5  12.5  － 6.3  12.5  37.5  18.8  12.5  － 6.3  

自営業主 70  40.0  10.0  5.7  － 1.4  2.9  14.3  20.0  4.3  1.4  34.3  11.4  17.1  

家族従業者 － － － － － － － － － － － － － － 

内職・ 
在宅就業 

1  100.0  － － － － － 100.0  － － － － － － 

その他 3  66.7  － － － － 33.3  － 33.3  66.7  － － － － 

 

 

 

問１２（７）現在，あなたは転職の希望をもっていますか。 

母子家庭では，父子家庭よりも，「１．ある」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 704

父子家庭 344 24.4

38.1

72.1

55.7

3.5

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.124.4 55.772.1 6.33.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答
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【年齢別】 

年齢層による大きな差異はありません。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答

N =

20歳未満 1

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 20

35～39歳 37

40～44歳 73

45～49歳 84

50歳以上 101

100.0

33.3

25.0

27.0

21.9

22.6

25.7

100.0

66.7

70.0

70.3

76.7

72.6

70.3

5.0

4.8

4.0

1.4

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 28

30～34歳 61

35～49歳 134

40～44歳 176

45～49歳 155

50歳以上 85

46.4

36.1

35.8

41.5

38.1

29.9

46.4

59.0

59.0

52.8

54.2

62.1

7.1

4.9

5.2

5.7

7.7

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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【就労形態別】 

就労形態別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「パート・アルバイト」，「契約・登録・派遣社員（職

員）」で「１．ある」の割合が「正社員」に比べ高くなっており，父子家庭では 2 倍以上の差があります。 

また，父子家庭では，「パート・アルバイト」で「１．ある」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

正社員・正職員 262

パート・アルバイト 312

契約・登録・派遣
社員（職員）

86

自営業主 27

家族従業者 2

内職・在宅就業 4

その他 8

7.4

100.0

50.0

25.0

85.2

50.0

62.5

7.4

12.5

54.7

45.5

27.1

36.0

50.0

66.4

9.3

4.5

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

正社員・正職員 226

パート・アルバイト 26

契約・登録・派遣
社員（職員）

16

自営業主 70

家族従業者 0

内職・在宅就業 1

その他 3

12.9

33.3

81.4

100.0

66.7

5.7

56.3

61.5

21.2

31.3

38.5

76.1

12.5

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答
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転職の希望がある方だけにお聞きします。 

問１２（８）ア 転職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていま

すか。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．正社員・正職員」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

268 209 27 8 13 0 0 4 7
100.0 78.0 10.1 3.0 4.9 0.0 0.0 1.5 2.6

84 66 2 2 8 0 2 2 2
100.0 78.6 2.4 2.4 9.5 0.0 2.4 2.4 2.4

母子家庭

父子家庭

N =

母子家庭 268

父子家庭 84 78.6

78.0

2.4

10.1

2.4

3.0

9.5

4.9

2.4 2.4

1.5

2.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

78.078.6 10.12.4 3.02.4 4.99.5 0.02.41.52.42.62.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，すべての年齢層で「１．正社員・正職員」の割合が最も

高くなっていますが，５０歳以上では他の区分に比べて低くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 1

25～29歳 1

30～34歳 5

35～39歳 10

40～44歳 16

45～49歳 19

50歳以上 26

100.0

100.0

80.0

80.0

93.8

100.0

65.4 7.7 7.7

20.0

10.0

6.3

7.7

10.0

3.8 3.8

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 13

30～34歳 22

35～49歳 48

40～44歳 73

45～49歳 59

50歳以上 25

84.6

86.4

83.3

78.1

83.1

53.8

15.4

12.5

9.6

10.2

15.4 7.7

9.1

5.1

11.5

4.5

7.7

1.7

4.1

2.1

4.1

3.8

1.4

2.7

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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問１２（８）イ 転職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えてい

ますか。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護

士，医師，デザイナーなど）」の割合が最も高く，その他は，母子家庭では「３．事務的な仕事」の割合が

高くなっています。 

また，父子家庭では，「６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）」の割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 268

父子家庭 84 25.0

36.6

11.9

1.1

8.3

29.9

15.5

8.2

7.1

10.4

20.2

3.7

10.7

6.0

1.2

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

36.625.0 1.111.9 29.98.3 8.215.5 10.47.1 3.720.2 6.010.7 4.11.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答
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現在，収入を伴う仕事がない方だけにお聞きします｡  

問１３（１）その理由は何ですか。 

母子家庭，父子家庭ともに「２．病気で働けない」の割合が最も高く，次いで「３．求職中」の割合が 

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１３（２）あなたは今後，就職の希望はありますか。 

母子家庭では，父子家庭と比較して「１，ある」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 149

父子家庭 35 5.7

8.1

31.4

30.9

20.0

23.5 7.4

2.9

1.3

8.6

6.0

8.6

1.3

2.9

10.1

20.0

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8.15.7 30.931.4 23.520.0 7.40.0 1.32.90.0 6.08.6 1.38.6 10.12.9 11.420.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子どもの世話をしてくれる人がいない ２．病気で働けない

３．求職中 ４．職業訓練を受けたり技術習得中

５．家族の世話をするため仕事につけない ６．収入面で条件の合う仕事がない

７．勤務時間の面で条件の合う仕事がない ８．年齢的に条件の合う仕事がない

９．その他 不明・無回答

N =

母子家庭 149

父子家庭 35 71.4

81.2

20.0

13.4

8.6

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

81.271.4 13.420.0 5.48.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答
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就職の希望がある方だけにお聞きします。 

問１３（３）ア 就職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていま

すか。 

母子家庭では，「２．パート・アルバイト」の割合が最も高く，次いで「１．正社員・正職員」となって

います。 

父子家庭では，「１．正社員・正職員」の割合が最も高く，次いで「２．パート・アルバイト」，「４．自

営業主」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

121 47 50 4 5 0 5 3 7
100.0 38.8 41.3 3.3 4.1 0.0 4.1 2.5 5.8

25 15 3 1 3 0 0 3 0
100.0 60.0 12.0 4.0 12.0 0.0 0.0 12.0 0.0

母子家庭

父子家庭

N =

母子家庭 121

父子家庭 25

38.8

60.0

41.3

12.0

3.3

4.0

4.1

12.0

4.1 2.5

12.0

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.8 60.0 41.3 12.0 3.34.0 4.112.0 0.04.10.0 2.512.05.80.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答
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問１３（３）イ 就職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えてい

ますか。 

母子家庭では，「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デ

ザイナーなど）」の割合が最も高く，次いで「５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，

家政婦など）」，その次に「３．事務的な仕事」となっています。 

父子家庭では，「６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）」の割合が最も高く，次

いで「４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）」，その次に「３．事務的な仕事」

の割合がとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.8 21.512.0 9.124.0 22.30.0 2.532.0 12.420.0 7.48.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答

N =

母子家庭 121

父子家庭 25

4.0

24.8

12.0

21.5

24.0

9.1 22.3

32.0

2.5

20.0

12.4

8.0

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５ お持ちの資格や技能について 

問１４ 現在持っている資格など(当てはまるものすべて)と，今後とりたいと思っている

資格など（主なもの３つまで）がありますか。 

【現在持っている資格】 

母子家庭では，「９．簿記・速記」の割合最も高く，次いで「10．ホームヘルパー」となっています。 

父子家庭では，「16．大型・第二種自動車免許」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．看護師・保健師

２．栄養士

３．調理師

４．美容師・理容師

５．弁護士・司法書士・行政書士

６．保育士

７．教諭

８．パソコン

９．簿記・速記

10．ホームヘルパー

11．介護福祉士

12．医療事務

13．歯科衛生士・歯科技工士

14．理学療法士

15．作業療法士

16．大型・第二種自動車免許

17．言語聴覚士

18．柔道整復師

19．鍼灸師

20．臨床工学技士

21．視能訓練士

22．管理栄養士

23．精神保健福祉士

24．臨床検査技師

25．放射線技師

26．その他

27．特にない

不明・無回答

8.3

1.2

3.0

1.8

0.2

5.3

6.1

7.4

15.8

10.8

4.9

7.1

0.6

1.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.3

0.2

0.3

11.8

11.4

30.1

0.5

0.3

4.1

0.3

0.3

0.3

2.6

2.6

6.5

2.6

0.8

0.3

11.7

0.3

0.3

0.3

25.4

15.0

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40

8.31.2 3.01.80.2 5.36.17.4 15.810.84.9 7.10.60.00.0 1.20.10.20.20.10.00.30.20.30.0 11.811.4 30.1
0.50.3 4.10.30.30.3 2.62.6 6.52.60.80.00.00.30.0 11.70.00.30.00.30.00.00.00.00.3 25.415.0 37.3

0 20 40

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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【仕事（就職）の役に立っている資格】 

母子家庭では，持っている資格と異なり「10．ホームヘルパー」の割合が最も高くなっています。 

父子家庭では，持っている資格と同様に「16．大型・第二種自動車免許」の割合が最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．看護師・保健師

２．栄養士

３．調理師

４．美容師・理容師

５．弁護士・司法書士・行政書士

６．保育士

７．教諭

８．パソコン

９．簿記・速記

10．ホームヘルパー

11．介護福祉士

12．医療事務

13．歯科衛生士・歯科技工士

14．理学療法士

15．作業療法士

16．大型・第二種自動車免許

17．言語聴覚士

18．柔道整復師

19．鍼灸師

20．臨床工学技士

21．視能訓練士

22．管理栄養士

23．精神保健福祉士

24．臨床検査技師

25．放射線技師

26．その他

27．特にない

不明・無回答

5.3

0.3

1.2

0.9

0.2

1.8

1.6

3.4

4.6

6.1

3.4

1.5

0.5

0.3

0.2

0.2

4.7

5.9

64.2

0.3

1.0

0.3

0.3

0.8

0.5

0.8

0.3

0.8

0.3

4.7

0.3

0.3

14.5

7.8

68.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

0.1 

0.1 

0.1 

8.31.2 3.01.80.2 5.36.17.4 15.810.84.9 7.10.60.00.0 1.20.10.20.20.10.00.30.20.30.0 11.811.4 30.1
0.50.3 4.10.30.30.3 2.62.6 6.52.60.80.00.00.30.0 11.70.00.30.00.30.00.00.00.00.3 25.415.0 37.3

0 20 40

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

0.1 



Ⅲ 調査結果 

42 

【取得したい資格】 

母子家庭，父子家庭ともに「８．パソコン」の割合が最も高くなっています。 

母子家庭では，「11．介護福祉士」，「12．医療事務」の割合も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．看護師・保健師

２．栄養士

３．調理師

４．美容師・理容師

５．弁護士・司法書士・行政書士

６．保育士

７．教諭

８．パソコン

９．簿記・速記

10．ホームヘルパー

11．介護福祉士

12．医療事務

13．歯科衛生士・歯科技工士

14．理学療法士

15．作業療法士

16．大型・第二種自動車免許

17．言語聴覚士

18．柔道整復師

19．鍼灸師

20．臨床工学技士

21．視能訓練士

22．管理栄養士

23．精神保健福祉士

24．臨床検査技師

25．放射線技師

26．その他

27．特にない

不明・無回答

2.5

2.5

3.5

1.2

2.3

2.8

0.5

10.3

4.4

5.0

8.3

8.6

0.3

0.6

0.3

1.5

0.8

0.6

0.6

0.2

0.8

2.4

0.2

4.2

8.0

52.9

1.0

0.5

1.8

2.3

0.8

0.3

6.7

1.3

1.0

2.3

0.5

0.5

0.5

0.5

5.4

0.5

0.8

0.5

0.3

0.5

0.3

0.8

3.4

8.3

70.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

0.1

8.31.2 3.01.80.2 5.36.17.4 15.810.84.9 7.10.60.00.0 1.20.10.20.20.10.00.30.20.30.0 11.811.4 30.1
0.50.3 4.10.30.30.3 2.62.6 6.52.60.80.00.00.30.0 11.70.00.30.00.30.00.00.00.00.3 25.415.0 37.3

0 20 40

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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６ 現在のお住まいについて 

問１５ お住まいになっている住宅の種類についてお答えください。 

母子家庭では，「１．持ち家（本人名義）」の割合が，父子家庭と比較して半分以下となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 53.1

22.7

5.4

11.3

2.6

2.7

1.6

0.6

18.7

39.7

0.5

1.0

14.0

14.2

0.3

2.6

5.3

1.6

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22.7 53.111.3 5.42.7 2.60.6 1.639.7 18.7 1.0 0.514.214.00.35.32.62.21.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．持ち家（本人名義） ２．公営住宅（府・市営）

３．公社・公団住宅 ４．社宅
５．賃貸住宅 ６．間借り

７．実家や親戚の家に同居 ８．母子生活支援施設（母子寮）
９．その他 不明・無回答
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N =

20歳未満 2

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 23

35～39歳 42

40～44歳 76

45～49歳 93

50歳以上 119

66.7

21.7

38.1

48.7

65.6

60.5

8.7

4.8

2.6

5.4

5.9

5.3

4.3

0.8

2.4

1.3

2.5

50.0

100.0

33.3

39.1

23.8

14.5

9.7

21.0

1.3

0.8

50.0

26.1

26.2

17.1

12.9

5.9

4.8

5.3

2.2

1.7

4.3

3.9

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【年齢別】 

母子家庭，父子家庭ともに 30 歳以上でみると，年齢が高くなるにつれて持ち家の割合が高くなってい

ます。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．持ち家（本人名義） ２．公営住宅（府・市営）

３．公社・公団住宅 ４．社宅
５．賃貸住宅 ６．間借り

７．実家や親戚の家に同居 ８．母子生活支援施設（母子寮）
９．その他 不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 42

30～34歳 75

35～49歳 162

40～44歳 210

45～49歳 189

50歳以上 104

17.3

14.8

24.8

25.4

39.4

26.2

9.3

11.1

11.4

9.0

13.5

4.3

50.0

45.3

46.3

34.8

36.5

31.7

19.0

17.3

14.8

13.8

16.4

6.7

5.3

6.8

4.3

6.9

2.4

2.7

1.9

2.6

2.9

1.2

1.0

0.5

1.3

1.9

0.5

1.0

0.6

0.5

0.5

3.8

1.0

1.6

3.3

2.5

1.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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【ひとり親になった理由別】 

ひとり親になった理由別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「病死」，「その他の理由による死別」で

「１．持ち家」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

病死 47

その他の理由によ
る死別

24

離婚（協議） 545

離婚（調停） 122

離婚（審判） 4

離婚（裁判） 26

遺棄（家出など） 10

生死不明 3

未婚での子の出
生

66

その他 14 21.4

15.2

10.0

19.2

19.7

19.6

54.2

68.1

21.4

12.1

33.3

11.5

10.7

12.3

4.2

4.3

1.5

33.3

10.0

1.6

2.9

4.2

2.1

1.5

1.6

0.4

21.4

50.0

33.3

60.0

34.6

50.0

37.7

42.4

20.8

12.8

3.8

1.6

1.1

15.2

10.0

26.9

25.0

14.8

14.9

12.5

4.3

1.6

0.2

28.6

4.5

25.0

6.6

4.4

4.2

8.5

7.1

10.0

3.8

4.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．持ち家（本人名義） ２．公営住宅（府・市営）

３．公社・公団住宅 ４．社宅
５．賃貸住宅 ６．間借り

７．実家や親戚の家に同居 ８．母子生活支援施設（母子寮）
９．その他 不明・無回答
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N =

病死 85

その他の理由によ
る死別

16

離婚（協議） 209

離婚（調停） 41

離婚（審判）

離婚（裁判） 9

遺棄（家出など） 8

生死不明 1

未婚での子の出生 2

その他 8

70.6

62.5

46.4

61.0

44.4

50.0

100.0

25.0

3.5

4.8

7.3

25.0

50.0

25.0

1.2

6.3

2.4

4.9

11.1

3.5

1.0

2.4

11.8

12.5

20.6

17.1

22.2

25.0

50.0

37.5

1.0

7.1

18.8

18.2

7.3

11.1

12.5

1.2

3.8

1.2

1.9

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．持ち家（本人名義） ２．公営住宅（府・市営）

３．公社・公団住宅 ４．社宅
５．賃貸住宅 ６．間借り

７．実家や親戚の家に同居 ８．母子生活支援施設（母子寮）
９．その他 不明・無回答
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問１６ 現在の住宅に住まれるようになったのは，母子（父子）家庭になる前からですか。

それとも母子（父子）家庭になってからですか。 

母子家庭では，「母子家庭になる前から」の割合が父子家庭の「父子家庭になる前から」と比較して約半

分になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅の種類別】 

住宅の種類別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「持ち家（本人名義）」で「１．母子（父子）家庭

になる前から」の割合が，「賃貸住宅」で「２．母子（父子）家庭になってから」の割合が他の区分に比べ

高くなっています。 

また，父子家庭では，「実家や親戚の家に同居」で「２．父子家庭になってから」の割合が他の区分に比

べ高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865 32.8 65.5 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

父子家庭 386 61.9 36.3 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

61.9 36.3 1.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．父子家庭になる前から ２．父子家庭になってから 不明・無回答

N =

持ち家（本人名義） 196

公営住宅（府・市
営）

98

公社・公団住宅 23

社宅 5

賃貸住宅 343

間借り 9

実家や親戚の家
に同居

123

母子生活支援施
設（母子寮）

3

その他 46

60.0

14.0

33.3

34.1

33.3

76.1

40.0

85.4

66.7

65.9

66.7

23.9

26.1

29.6

58.7

73.9

70.4

41.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．母子家庭になる前から ２．母子家庭になってから 不明・無回答

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．母子家庭になる前から ２．母子家庭になってから 不明・無回答
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１７ 公営住宅（府・市営）への転居の希望はありますか。 

母子家庭では，「１．ある」の割合が父子家庭と比較して高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 13.5

25.2

74.4

64.5

12.2

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25.213.5 64.574.4 10.312.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答

N =

持ち家（本人名義） 205

公営住宅（府・市
営）

21

公社・公団住宅 10

社宅 6

賃貸住宅 72

間借り 2

実家や親戚の家
に同居

54

その他 10

83.3

38.9

27.8

70.0

16.7

61.1

100.0

72.2

30.0

50.0

42.9

82.9

50.0

57.1

16.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．父子家庭になる前から ２．父子家庭になってから 不明・無回答
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【住宅の種類別】 

住宅の種類別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「公社・公団住宅」「賃貸住宅」で「１．ある」の

割合が高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

持ち家（本人名義） 196

公営住宅（府・市
営）

98

公社・公団住宅 23

社宅 5

賃貸住宅 343

間借り 9

実家や親戚の家
に同居

123

母子生活支援施
設（母子寮）

3

その他 46

39.1

44.4

24.4

100.0

13.0

100.0

60.3

55.6

68.3

82.6

7.3

4.3

52.2

20.4

4.1

47.8

35.7

85.2

0.6

43.9

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

持ち家（本人名義） 205

公営住宅（府・市
営）

21

公社・公団住宅 10

社宅 6

賃貸住宅 72

間借り 2

実家や親戚の家
に同居

54

その他 10

37.5

18.5

10.0

100.0

56.9

100.0

66.7

90.0

5.6

14.8

40.0

9.5

3.9

60.0

38.1

86.8

52.4

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25.213.5 64.574.4 10.312.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答
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７ 世帯の収入状況・生活費について 

問１８ あなたの世帯の収入は，何によってまかなわれていますか。 

【最も収入の多いもの】 

母子家庭，父子家庭ともに「１．あなたの仕事の収入」の割合が最も高くなっています。 

また，母子家庭では，「11．生活保護費」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

全  体
あなた
の仕事
の収入

子ども
の仕事
の収入

その他
の家族
や同居
人の収
入

別居し
ている
親や他
の家族
からの
援助

財産収
入（預
金利
子，不
動産収
入）

年金・
労災な
どの収
入

離別し
た配偶
者から
の養育
費や援
助

児童扶
養手当
（特別
児童扶
養手当
を含
む）

児童
手当

預金の
引出し

生活
保護費

その他
不明・
無回答

865 568 4 37 4 2 29 9 26 2 32 76 9 67
100.0 65.7 0.5 4.3 0.5 0.2 3.4 1.0 3.0 0.2 3.7 8.8 1.0 7.7

386 305 1 5 4 3 8 0 2 0 7 15 0 36
100.0 79.0 0.3 1.3 1.0 0.8 2.1 0.0 0.5 0.0 1.8 3.9 0.0 9.3

母子家庭

父子家庭

65.7 79.0 0.5 0.34.3 1.30.5 1.00.2 0.83.4 2.11.0 0.03.0 0.50.2 0.03.7 1.88.83.91.00.0 7.79.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなたの仕事の収入 ２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入 ４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入） ６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助 ８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当 10．預金の引出し

11．生活保護費 12．その他

不明・無回答

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 79.0

65.7

0.3

0.5

1.3

4.3

1.0

0.5

0.8

0.2

2.1

3.4 1.0

0.5

3.0 0.2

1.8

3.7

3.9

8.8

1.0

9.3

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
N =

母子家庭 865

父子家庭 386

65.7

79.0

8.8 7.7

9.3

0.3

0.5

1.3

4.3

1.0

0.5

0.8

0.2

2.1

3.4 1.0

0.5

3.0 0.2

1.8

3.7

3.9

1.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「２５～２９歳」で「11．生活保護費」の割合が他の区分に比べ高く

なっています。 

父子家庭では，３０歳以上だけで比較すると，「５０歳以上」で「１．あなたの仕事の収入」の割合が他

の区分に比べ低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.7 79.0 0.5 0.34.3 1.30.5 1.00.2 0.83.4 2.11.0 0.03.0 0.50.2 0.03.7 1.88.83.91.00.0 7.79.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなたの仕事の収入 ２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入 ４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入） ６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助 ８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当 10．預金の引出し

11．生活保護費 12．その他

不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 42

30～34歳 75

35～49歳 162

40～44歳 210

45～49歳 189

50歳以上 104

50.0

65.3

64.8

70.0

68.8

66.3

9.5

6.7

6.2 4.9

5.3

5.8

4.8 4.8

5.3

16.7

6.7

9.3

9.0

7.4

5.8

7.1 7.1

12.0

6.2

8.1

6.9

9.6

2.9 1.0

2.1

3.3

1.0

0.5

0.6

0.5

1.3

1.4

2.9

1.6

0.5

0.6

1.3

1.9

3.2

2.9

3.1

0.5

2.9

3.2

3.3

3.7

0.5

1.0

0.6

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.7 79.0 0.5 0.34.3 1.30.5 1.00.2 0.83.4 2.11.0 0.03.0 0.50.2 0.03.7 1.88.83.91.00.0 7.79.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなたの仕事の収入 ２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入 ４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入） ６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助 ８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当 10．預金の引出し

11．生活保護費 12．その他

不明・無回答

N =

20歳未満 2

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 23

35～39歳 42

40～44歳 76

45～49歳 93

50歳以上 119

50.0

100.0

66.7

87.0

78.6

85.5

86.0

71.4

4.8

33.3

4.3

50.0

7.1

8.7

4.8

10.5

14.3

1.1

1.3

1.1

1.3

0.8

1.1

2.4

4.2

1.3

2.4

1.7 3.4

3.2

4.2

4.3

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【最も収入が多いもの以外の収入】 

母子家庭，父子家庭ともに「９．児童手当」の割合が最も高く，次いで「８．児童扶養手当（特別児童

扶養手当を含む）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなたの仕事の収入

２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入

４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入）

６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助

８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当

10．預金の引出し

11．生活保護費

12．その他

不明・無回答

9.6

2.2

3.4

4.7

1.0

3.0

11.1

39.2

39.9

13.2

4.0

1.4

40.3

4.4

2.8

6.5

3.4

3.1

3.6

2.1

16.3

26.4

1.0

1.6

58.5

8.3

0 20 40 60 80

9.62.23.44.71.03.0 11.1 39.239.913.24.01.4 40.3
4.42.8 6.53.43.13.62.1 16.3 26.48.31.01.6 58.5

0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「２５～２９歳」で「児童手当」の割合が他の区分に比べ

高く，約７割となっています。 

また，母子家庭，父子家庭ともに「児童手当」「児童扶養手当」の割合は，年齢が上がるにつれて低くな

る傾向にあります。 

 

〔母子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
な
た
の
仕
事
の
収
入 

子
ど
も
の
仕
事
の
収
入 

そ
の
他
の
家
族
や
同
居
人
の 

収
入 

別
居
し
て
い
る
親
や
他
の 

家
族
か
ら
の
援
助 

財
産
収
入
（
預
金
利
子
， 

不
動
産
収
入
） 

年
金
・
労
災
な
ど
の
収
入 

離
別
し
た
配
偶
者
か
ら
の 

養
育
費
や
援
助 

児
童
扶
養
手
当
（
特
別
児
童 

扶
養
手
当
を
含
む
） 

児
童
手
当 

預
金
の
引
出
し 

生
活
保
護
費 

そ
の
他 

無
回
答 

20 歳未満 － － － － － － － － － － － － － － 

20～24 歳 － － － － － － － － － － － － － － 

25～29 歳 42  14.3  － 7.1  2.4  － 4.8  11.9  50.0  69.0  11.9  4.8  2.4  26.2  

30～34 歳 75  6.7  － 2.7  8.0  － － 17.3  53.3  50.7  8.0  4.0  － 38.7  

35～39 歳 162  11.1  0.6  3.1  5.6  － 0.6  11.7  48.1  54.3  13.0  3.7  1.2  31.5  

40～44 歳 210  6.7  0.5  3.3  5.7  1.4  3.3  8.6  36.2  41.0  12.4  3.3  1.4  44.3  

45～49 歳 189  9.0  4.8  3.7  2.6  1.1  3.2  13.2  38.6  32.3  15.3  3.2  2.6  39.2  

50 歳以上 104  12.5  5.8  3.8  6.7  3.8  7.7  6.7  25.0  16.3  17.3  1.9  1.0  47.1  

 

〔父子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
な
た
の
仕
事
の
収
入 

子
ど
も
の
仕
事
の
収
入 

そ
の
他
の
家
族
や
同
居
人
の 

収
入 

別
居
し
て
い
る
親
や
他
の 

家
族
か
ら
の
援
助 

財
産
収
入
（
預
金
利
子
， 

不
動
産
収
入
） 

年
金
・
労
災
な
ど
の
収
入 

離
別
し
た
配
偶
者
か
ら
の 

養
育
費
や
援
助 

児
童
扶
養
手
当
（
特
別
児
童 

扶
養
手
当
を
含
む
） 

児
童
手
当 

預
金
の
引
出
し 

生
活
保
護
費 

そ
の
他 

無
回
答 

20 歳未満 2  － － － － － － － － － － － － 100.0  

20～24 歳 1  － － － － － － － － － － － － 100.0  

25～29 歳 3  33.3  － － － － － － 66.7  66.7  33.3  － － － 

30～34 歳 23  4.3  4.3  8.7  8.7  4.3  13.0  8.7  17.4  47.8  8.7  4.3  4.3  52.2  

35～39 歳 42  2.4  － 7.1  2.4  － － － 21.4  31.0  2.4  － － 59.5  

40～44 歳 76  2.6  5.3  7.9  5.3  3.9  2.6  3.9  17.1  38.2  7.9  1.3  3.9  52.6  

45～49 歳 93  1.1  1.1  5.4  3.2  2.2  3.2  1.1  17.2  28.0  8.6  － 1.1  61.3  

50 歳以上 119  6.7  3.4  5.9  1.7  5.0  4.2  1.7  13.4  14.3  10.9  1.7  0.8  60.5  
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問１９ 昨年（平成２４年）１年間の収入はどのくらいでしたか。あなたの世帯全員及び

あなた自身の総収入，並びにあなた自身の就労収入についてお答えください。 

 

【世帯全体の総収入】 

母子家庭では，「２００～２５０万円未満」の割合が最も高くなっています。 

父子家庭では，「５００～６００万円未満」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭，父子家庭ともに「４０～４４歳」で，他の区分と比較して全体的に収入が

多くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.51.3 3.61.3 6.02.3 8.74.1 8.97.3 6.85.4 5.84.4 3.24.9 5.17.5 2.38.0 1.65.2 1.02.8 1.65.4 41.839.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満

150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満

300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満

500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満

800万円以上 不明・無回答

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

1.3

3.5

1.3

3.6

2.3

6.0

4.1

8.7

7.3

8.9

5.4

6.8

4.4

5.8

4.9

3.2

7.5

5.1

8.0

2.3

5.2

1.6

2.8

1.0

5.4

1.6

39.9

41.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 42

30～34歳 75

35～49歳 162

40～44歳 210

45～49歳 189

50歳以上 104

9.5

5.3 12.0

6.2

9.0

4.8

4.8

6.7

8.6

7.6

11.6

11.5

4.8

12.0

9.9

7.6

10.1

6.7

9.5

9.3

6.8

8.1

5.8

7.7

4.8

6.7

5.6

6.2

6.9

4.9

5.8

4.8

7.1

6.9

59.5

34.7

44.4

41.0

34.4

43.3

1.9

1.6

3.8

3.7

1.9

3.7

3.8

2.5

4.0

2.9

2.4

3.8

3.2

2.9

1.3

3.8

3.7

2.7

2.9

3.2

3.8

0.6

1.3

1.0

1.6

1.9

0.6

1.3

1.0

0.5

1.4

1.2

1.3

3.8

1.6

1.9

1.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.51.3 3.61.3 6.02.3 8.74.1 8.97.3 6.85.4 5.84.4 3.24.9 5.17.5 2.38.0 1.65.2 1.02.8 1.65.4 41.839.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満

150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満

300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満

500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満

800万円以上 不明・無回答

N =

20歳未満 2

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 23

35～39歳 42

40～44歳 76

45～49歳 93

50歳以上 119

50.0

4.8

33.3

7.1

5.0

4.3

16.7

5.3

5.4

9.2

4.3

7.9

6.5

8.7

5.3

5.0

8.7

5.3

6.5

50.0

66.7

8.7

4.8

10.8

5.9

13.0

11.9

10.5

7.5

5.9

11.9

6.6

6.7

3.9

5.4

7.1

3.9

7.5

5.0

100.0

52.2

23.8

44.7

36.6

38.7

2.5

2.2

1.7

3.2

3.4

1.3

4.3

1.3

4.2

4.8

3.2

2.4

4.2

4.8

3.9

1.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【仕事の有無別】 

仕事の有無別にみると，母子家庭，父子家庭ともに「仕事をしていない」で「５０万円未満」，「５０～

１００万円未満」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

１つの仕事だけし
ている

645

２つ以上の仕事を
している

59

仕事をしていない 149 7.4

3.4

2.6

6.7

3.4

2.9

5.4

3.4

6.2

8.1

15.3

8.1

10.1

6.8

8.5

5.4

8.5

7.1

5.4

1.7

6.4

2.7

3.7

0.7

5.1

6.0

1.7

2.9

0.7

3.4

1.7

1.3

1.1

2.0

1.7

44.3

47.5

40.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

１つの仕事だけし
ている

320

２つ以上の仕事を
している

24

仕事をしていない 35 5.7

0.9

5.7

0.9

14.3

4.2

0.6

17.1

4.2

2.8

20.0

6.6

2.9

12.5

5.0

12.5

4.4

5.6

4.2

8.4

8.3

9.1 6.3

4.2

3.1

8.3

5.9

34.3

41.7

40.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.51.3 3.61.3 6.02.3 8.74.1 8.97.3 6.85.4 5.84.4 3.24.9 5.17.5 2.38.0 1.65.2 1.02.8 1.65.4 41.839.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満

150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満

300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満

500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満

800万円以上 不明・無回答
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【就労形態別】 

就労形態別にみると，母子家庭，父子家庭ともに「正社員・正職員」で他の区分に比べ収入が高くなる

傾向がみられます。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

正社員・正職員 262

パート・アルバイト 312

契約・登録・派遣
社員（職員）

86

自営業主 27

家族従業者 2

内職・在宅就業 4

その他 8

2.3

5.1

0.4

12.5

25.0

3.7

5.4

0.4

9.3

9.9

1.1

12.5

25.0

14.8

11.6

10.9

3.8

3.7

15.1

7.7

8.0

25.0

50.0

7.0

6.4

8.4

25.0

3.7

3.5

4.8

7.6

12.5

3.5

1.6

5.7

3.7

3.5

1.0

13.4

3.7

2.3

0.3

6.1

0.6

4.2

0.3

2.3

3.7

0.6

3.1

12.5

50.0

50.0

63.0

41.9

45.2

35.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

正社員・正職員 226

パート・アルバイト 26

契約・登録・派遣
社員（職員）

16

自営業主 70

家族従業者 0

内職・在宅就業 1

その他 3

4.3

6.3

2.9

0.4

2.9

26.9

12.5

1.4

3.1

15.4

18.8

10.0

4.0

3.8

25.0

7.1

3.1

7.7

18.8

7.1

7.1

2.9

11.1

3.8

2.9

11.9

3.8

4.3

7.1

4.3

33.3

4.0

2.9

8.0

4.3

40.3

38.5

18.8

42.9

100.0

66.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.51.3 3.61.3 6.02.3 8.74.1 8.97.3 6.85.4 5.84.4 3.24.9 5.17.5 2.38.0 1.65.2 1.02.8 1.65.4 41.839.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満

150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満

300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満

500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満

800万円以上 不明・無回答
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【あなた自身の総収入】 

母子家庭では，２００万円未満の割合が，父子家庭の約 3 倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あなた自身の就労収入】 

母子家庭では，２００万円未満の割合が父子家庭と比較して３倍以上になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

3.1

5.3

2.8

7.3

2.3

13.6

4.4

10.1

7.3

9.4

6.2

6.0

6.5

5.7

4.7

3.6

11.9

4.4

7.8

2.5

4.4

0.5

3.1

0.7

7.3

0.7

28.2

30.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

3.9

6.0

1.6

8.9

1.0

12.8

3.9

8.1

6.0

6.9

3.4

4.7

4.4

3.6

4.7

2.4

9.1

3.7

6.2

2.1

4.9

0.6

1.8

0.5

6.2

1.2

43.0

38.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.51.3 3.61.3 6.02.3 8.74.1 8.97.3 6.85.4 5.84.4 3.24.9 5.17.5 2.38.0 1.65.2 1.02.8 1.65.4 41.839.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満

150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満

300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満

500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満

800万円以上 不明・無回答

3.51.3 3.61.3 6.02.3 8.74.1 8.97.3 6.85.4 5.84.4 3.24.9 5.17.5 2.38.0 1.65.2 1.02.8 1.65.4 41.839.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満

150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満

300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満

500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満

800万円以上 不明・無回答
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問２０ あなたの世帯の月平均の生活費についてお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに１５万円～２５万円未満が約４割となっています。 

母子家庭では，「１０万～１５万円未満」の割合が父子家庭と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

2.6

1.3

6.0

4.9

6.2

17.5

16.8

25.3

22.8

21.3

13.0

7.1

11.1

4.3

4.4

0.9

2.1

1.2

0.8

0.3

2.3

1.4

11.9

14.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.32.64.96.0 17.56.2 25.316.8 21.322.8 7.113.0 4.311.1 0.94.41.22.10.30.81.42.3 14.711.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

５万円未満 10万円未満 10～15万円未満 15～20万円未満

20～25万円未満 25～30万円未満 30～35万円未満 35～40万円未満

40～45万円未満 45～50万円未満 50万円以上 不明・無回答
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問２１ あなたの世帯の生活費の中で，特に支出額の多いものは何ですか。金額の多い順

３つまでお答えください。 

１位 

母子家庭，父子家庭ともに，「２．住宅費（家賃・ローンを含む）」の割合が最も高く，次いで「１．食

費」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

全  体 食費

住宅費
（家賃・
ローン
を含
む）

光熱・
水道費

教育費 医療費 交際費
税金・
社会保
険料

ローン
（借金）
などの
返済
（住宅
ローン
除く）

仕送り
車の
維持費

その他

特にか
さむも
のはな
い

不明・
無回答

865 253 329 27 92 2 0 22 24 1 4 6 1 104
100.0 29.2 38.0 3.1 10.6 0.2 0.0 2.5 2.8 0.1 0.5 0.7 0.1 12.0

386 115 137 4 28 1 2 22 14 2 0 2 2 57
100.0 29.8 35.5 1.0 7.3 0.3 0.5 5.7 3.6 0.5 0.0 0.5 0.5 14.8

母子家庭

父子家庭

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 29.8

29.2

35.5

38.0

1.0

3.1

7.3

10.6

0.3

0.2

0.5

5.7

2.5

3.6

2.8

0.5

0.1 0.5

0.5

0.7

0.5

0.1

14.8

12.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭，父子家庭ともに４０歳以上で「４．教育費」の割合が他の区分に比べ高く

なっています。 

また，母子家庭，父子家庭ともに「３５～３９歳」で「食費」の割合が高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 42

30～34歳 75

35～49歳 162

40～44歳 210

45～49歳 189

50歳以上 102

26.2

25.3

33.3

27.6

30.7

27.9

42.9

46.7

46.3

35.2

34.9

26.9

4.8

5.3

10.5

18.0

16.3

4.8

5.2

14.3

12.0

7.4

12.9

7.4

22.1

4.2

1.9

2.4

3.7

1.3

2.5

2.4

0.5

2.4

2.9

2.6

3.8

1.9

4.0

1.0

1.6

3.1

2.7

1.0

0.5

0.5

0.6

1.3

1.4

1.2

1.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

20歳未満 2

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 23

35～39歳 42

40～44歳 76

45～49歳 93

50歳以上 119

21.7

42.9

22.4

29.0

33.6

100.0

43.5

28.6

46.1

33.3

33.6

50.0

7.5

9.2

50.0

17.4

7.1

8.6

100.0

4.8 4.8

17.4

9.5

23.7

11.8

11.8

1.7

2.2

3.9

2.4

1.1 2.2

4.2

1.3

4.2

3.2

1.3

0.8

1.1

0.8

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると，母子家庭では，「母子家庭（20 歳未満の子どものみ）で「２．住宅費（家賃・ロ

ーンを含む）」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

父子家庭では，「父子家庭（父母同居）」で「１．食費」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

母子家庭
（20歳未満の子どものみ）

577

母子家庭
（20歳以上の子ども含む）

79

母子家庭
（父母同居））

185

母子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

8

母子家庭
（祖父母同居）

13

母子家庭
（その他親族含む）

24 29.2

46.2

38.4

32.9

26.3

33.3

30.8

37.5

23.2

26.6

43.5

4.2

7.7

4.9

1.3

2.4

16.7

7.7

12.5

10.3

15.2

10.1

0.5

1.3

12.5

4.3

2.5

2.1

4.2

3.2

2.5

2.8 0.2

0.5

0.5 1.0 0.2

12.5

7.7

37.5

14.6

17.7

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

父子家庭
（20歳未満の子どものみ）

214

父子家庭
（20歳以上の子ども含む）

47

父子家庭
（父母同居））

117

父子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

5

父子家庭
（祖父母同居）

4

父子家庭
（その他親族含む）

12 25.0

20.0

39.3

19.1

27.6

58.3

40.0

25.6

36.2

40.2

25.0

1.7

0.5

8.3

20.0

6.0

21.3

6.1

2.1

0.9

50.0

4.3

4.3

6.5

1.7

6.4

4.2

2.1

0.5

0.9

0.5

0.9

0.5

8.3

25.0

20.0

19.7

8.5

12.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【世帯全体の総収入別】 

母子家庭の５００万円未満でみると，５０～１５０万円を除き，「住宅費」の割合が４割以上となってい

ます。 

父子家庭では，「１５０～２００万円未満」で「１．食費」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

50万円未満 30

50～100 万円未満 31

100 ～150 万円未満 52

150 ～200 万円未満 75

200 ～250 万円未満 77

250 ～300 万円未満 59

300 ～350 万円未満 50

350 ～400 万円未満 28

400 ～500 万円未満 44

500 ～600 万円未満 20

600 ～700 万円未満 14

700 ～800 万円未満 9

800 万円以上 14 21.4

33.3

21.4

30.0

20.5

39.3

30.0

28.8

29.9

32.0

38.5

41.9

26.7

7.1

33.3

21.4

30.0

47.7

42.9

40.0

42.4

45.5

41.3

32.7

35.5

43.3

11.1

2.3

4.0

5.1

5.2

1.3

7.7

3.2

3.3

35.7

42.9

20.0

11.4

14.3

10.0

13.6

3.9

14.7

6.5

6.7

14.3

11.1

10.0

6.8

1.7

1.3

1.3

1.9

3.2

3.3

5.0

6.8

2.0

5.1

1.3

2.7

5.8

2.0 2.0

1.3

3.8

6.5

3.3

1.3

21.4

11.1

14.3

5.0

4.5

3.6

10.0

3.4

10.4

6.7

9.6

3.2

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

50万円未満 5

50～100 万円未満 5

100 ～150 万円未満 9

150 ～200 万円未満 16

200 ～250 万円未満 28

250 ～300 万円未満 21

300 ～350 万円未満 17

350 ～400 万円未満 19

400 ～500 万円未満 29

500 ～600 万円未満 31

600 ～700 万円未満 20

700 ～800 万円未満 11

800 万円以上 21 14.3

27.3

45.0

22.6

31.0

36.8

35.3

33.3

32.1

62.5

33.3

60.0

40.0

33.3

54.5

25.0

48.4

37.9

52.6

35.3

33.3

39.3

25.0

22.2

20.0

20.0

3.6

14.3

9.1

10.0

12.9

6.9

5.3

4.8

3.6

22.2

4.8

9.5

10.0

6.5

10.3

5.3

5.9

4.8

6.3

20.0

14.3

5.0

3.2

3.6

20.0

3.6

20.0

9.5

5.9

11.1

9.1

5.0

6.5

13.8

17.6

23.8

14.3

6.3

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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２位 

母子家庭，父子家庭ともに「１．食費」の割合が最も高くなっており，また「４．教育費」の割合が高

くなっています。 

母子家庭では，「光熱・水道費」の割合が父子家庭と比較して約 2 倍になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

全  体 食費

住宅費
（家賃・
ローン
を含
む）

光熱・
水道費

教育費 医療費 交際費
税金・
社会保
険料

ローン
（借金）
などの
返済
（住宅
ローン
除く）

仕送り
車の
維持費

その他

特にか
さむも
のはな
い

不明・
無回答

865 232 85 157 134 7 8 77 14 4 16 12 1 118
100.0 26.8 9.8 18.2 15.5 0.8 0.9 8.9 1.6 0.5 1.8 1.4 0.1 13.6

386 98 49 36 53 5 3 39 21 2 10 10 0 60
100.0 25.4 12.7 9.3 13.7 1.3 0.8 10.1 5.4 0.5 2.6 2.6 0.0 15.5

父子家庭

母子家庭

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 25.4

26.8

12.7

9.8

9.3

18.2

13.7

15.5

1.3

0.8

0.8

0.9

10.1

8.9

5.4

1.6

0.5

0.5

2.6

1.8

2.6

1.4 0.1

15.5

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「４５～４９歳」で「１．食費」の割合が他の区分に比べ高くなってい

ます。父子家庭でも，３０歳以上で見ると「４５～４９歳」で「１．食費」の割合が高くなっています。 

また，父子家庭では，「３５～３９歳」，「５０歳以上」で「４．教育費」の割合が他の区分に比べ高くな

っています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 42

30～34歳 75

35～49歳 162

40～44歳 210

45～49歳 189

50歳以上 104

19.0

32.0

29.0

21.9

37.0

18.3

12.0

8.6

9.5

10.6

10.6

21.4

18.7

21.0

17.6

15.9

16.3

11.9

8.0

16.7

20.0

14.8

16.3

14.3

8.0

8.6

10.0

7.4

9.6

4.8

5.3

21.4

12.0

9.3

14.8

7.9

22.1

2.4

1.9

0.5

1.2

1.3

1.1

1.4

1.2

2.4

2.9

2.1

1.0

1.2

1.3

2.4

1.0

0.5

0.5

1.0

0.5

1.4

1.2

1.6

1.4

1.9

1.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳未満 2

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 23

35～39歳 42

40～44歳 76

45～49歳 93

50歳以上 119

50.0

66.7

26.1

14.3

22.4

33.3

21.8

100.0

13.0

14.3

7.9

12.9

14.3

13.0

9.5

5.3

10.8

10.1

50.0

8.7

19.0

13.2

6.5

21.0

33.3

11.9

14.5

8.6

9.2

7.1

6.6

7.5

7.1

17.4

11.9

23.7

12.9

11.8

0.8

1.1

2.6

4.3

0.8

2.4

4.3 4.3

4.2

4.3

0.8 2.5

3.2

3.9

2.4

2.5

3.2

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると，母子家庭では，「母子家庭（２０歳未満の子どものみ）」，「母子家庭（２０歳以上

の子ども含む）」で「４．教育費」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

父子家庭では，「父子家庭（父母同居）」で「１．食費」の割合が他の区分に比べ低く，「３．光熱・水道

費」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

母子家庭
（20歳未満の子どものみ）

577

母子家庭
（20歳以上の子ども含む）

79

母子家庭
（父母同居））

185

母子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

8

母子家庭
（祖父母同居）

13

母子家庭
（その他親族含む）

24 20.8

30.8

25.0

24.9

21.5

27.4

12.5

7.6

12.7

10.1

29.2

46.2

12.5

25.9

16.5

16.1

8.3

12.4

16.5

16.8

2.2

1.3

0.5

0.5

0.9

16.7

12.5

8.1

6.3

9.4

7.7

1.1

1.3

1.6

12.5

2.5

0.3

1.3

2.4

7.7

1.1

1.7

0.5

1.3

12.5

7.7

37.5

15.7

19.0

12.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

父子家庭
（20歳未満の子どものみ）

214

父子家庭
（20歳以上の子ども含む）

47

父子家庭
（父母同居））

117

父子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

5

父子家庭
（祖父母同居）

4

父子家庭
（その他親族含む）

12 50.0

25.0

40.0

17.9

36.2

26.6

25.0

20.0

8.5

17.0

14.0

16.2

2.1

7.9

8.3

25.0

12.8

21.3

13.1

2.6

2.1

0.9

0.9

0.9

25.0

7.7

6.4

12.1

20.0

8.5

4.7

2.1

0.5

3.4

2.8

8.3

2.1

3.7

8.3

25.0

20.0

21.4

10.6

12.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【世帯全体の総収入別】 

  世帯全体の総収入別にみると，母子家庭では，３００万円未満の区分で「３．光熱・水道費」の割合が

他の区分に比べ高くなっています。 

父子家庭では，「５００～６００万円未満」，「８００万円以上」で「１．食費」の割合が他の区分に比べ

高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

50万円未満 30

50～100 万円未満 31

100 ～150 万円未満 52

150 ～200 万円未満 75

200 ～250 万円未満 77

250 ～300 万円未満 59

300 ～350 万円未満 50

350 ～400 万円未満 28

400 ～500 万円未満 44

500 ～600 万円未満 20

600 ～700 万円未満 14

700 ～800 万円未満 9

800 万円以上 14 14.3

44.4

14.3

35.0

20.5

28.6

32.0

40.7

33.8

26.7

25.0

29.0

33.3

14.3

22.2

14.3

10.0

2.3

7.1

16.0

5.1

9.1

12.0

13.5

9.7

13.3

11.1

15.0

13.6

7.1

10.0

18.6

18.2

25.3

23.1

22.6

16.7

21.4

11.1

14.3

20.0

25.0

25.0

10.0

15.3

13.0

14.7

15.4

9.7

16.7

7.1

2.3

2.0

1.3

1.9

7.1

3.6

2.0

1.7

1.3

14.3

14.3

10.0

20.5

21.4

14.0

8.5

6.5

12.0

7.7

9.7

3.3

14.3

5.0

2.0

1.7

3.9

1.3

3.2

2.3

7.1

4.5

3.6

2.0

1.7

1.9

3.2

3.3

7.1

2.3

1.7

1.9

6.5

2.3

21.4

11.1

14.3

5.0

4.5

3.6

10.0

5.1

14.3

6.7

9.6

6.5

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

50万円未満 5

50～100 万円未満 5

100 ～150 万円未満 9

150 ～200 万円未満 16

200 ～250 万円未満 28

250 ～300 万円未満 21

300 ～350 万円未満 17

350 ～400 万円未満 19

400 ～500 万円未満 29

500 ～600 万円未満 31

600 ～700 万円未満 20

700 ～800 万円未満 11

800 万円以上 21 38.1

18.2

20.0

35.5

27.6

31.6

29.4

23.8

21.4

25.0

33.3

20.0

40.0

14.3

30.0

12.9

24.1

10.5

11.8

14.3

10.7

18.8

20.0

40.0

4.8

9.1

6.5

6.9

21.1

5.9

9.5

14.3

25.0

40.0

14.3

27.3

15.0

16.1

10.3

10.5

5.9

4.8

14.3

22.2

4.8

5.0

3.2

4.8

3.2

20.0

9.5

18.2

20.0

3.2

13.8

5.3

11.8

19.0

10.7

12.5

4.8

9.1

5.0

6.5

10.5

17.6

4.8

6.3

11.1

3.2

4.8

9.1

10.5

3.6

3.2

3.4

10.7

6.3

11.1

20.0

9.1

5.0

6.5

13.8

17.6

23.8

14.3

6.3

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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３位 

母子家庭，父子家庭ともに，１，2 位と比較すると「１．食費」，「２．住宅費（家賃・ローン等を含む）」

の割合が低く，「３．光熱・水道費」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「４５～４９歳」で「３．光熱・水道費」の割合が他の区分に比べ高く

なっています。 

父子家庭では，「４５～４９歳」で「４．教育費」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 17.9

16.5

4.4

5.1

16.8

23.7

14.5

14.2

2.1

1.5

3.6

2.8

8.5

9.9

3.4

2.9

0.8

0.1

7.5

2.5

2.1

2.9

0.8

1.2

17.6

16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

20歳未満 0

20～24歳 0

25～29歳 42

30～34歳 75

35～49歳 162

40～44歳 210

45～49歳 189

50歳以上 104

21.4

22.7

13.0

19.5

9.5

21.2

9.5

6.2

6.2

16.7

28.0

25.3

18.1

33.3

19.2

11.9

12.0

14.2

17.6

14.8

11.5

7.1

8.0

11.7

7.1

12.2

10.6

5.6

23.8

14.7

12.3

17.6

10.6

23.1

3.8

3.7

4.0

1.0

2.6

2.4

0.6

2.9

2.6

2.9

3.7

2.7

2.4

1.0

4.8

2.9

3.1

1.3

2.4

0.5

1.9

1.6

1.4

4.3

4.0

2.4

2.9

1.6

3.3

1.3

1.0

2.1

1.0

1.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35～39歳
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

20歳未満 2

20～24歳 1

25～29歳 3

30～34歳 23

35～39歳 42

40～44歳 76

45～49歳 93

50歳以上 119

50.0

17.4

19.0

22.4

16.1

16.8

4.8

7.5

5.0

33.3

8.7

21.4

10.5

14.0

23.5

33.3

8.7

7.1

10.5

20.4

14.3

50.0

8.7

7.9

13.0

9.5

9.2

15.1

13.0

100.0

33.3

8.7

11.9

7.9

6.5

5.9

4.8

17.4

14.3

26.3

14.0

15.1

1.3

4.2

2.4

1.7

2.2

2.4

3.4 3.4

3.2

2.6

2.4

1.7

4.3

4.2

1.1

1.3

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると，母子家庭，父子家庭ともに「母子（又は父子）家庭（祖父母同居）」で「３．光熱・

水道費」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答

N =

父子家庭
（20歳未満の子どものみ）

214

父子家庭
（20歳以上の子ども含む）

47

父子家庭
（父母同居））

117

父子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

5

父子家庭
（祖父母同居）

4

父子家庭
（その他親族含む）

12 16.7

25.0

11.1

27.7

20.1

25.0

3.4

12.8

2.8

16.7

25.0

20.0

13.7

21.3

18.7

20.0

17.1

4.3

15.9

8.3

2.6

2.1

1.4

6.0

2.1

2.8

16.7

25.0

20.0

8.5

10.6

7.0

8.3

5.1

2.1

2.3 1.4

7.7

2.1

9.3

20.0

1.7

2.3

0.9

0.9

8.3

25.0

20.0

22.2

14.9

15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭
（20歳未満の子どものみ）

577

母子家庭
（20歳以上の子ども含む）

79

母子家庭
（父母同居））

185

母子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

8

母子家庭
（祖父母同居）

13

母子家庭
（その他親族含む）

24 20.8

15.4

11.9

16.5

18.4

8.3

3.8

7.6

5.5

20.8

38.5

25.0

21.1

25.3

24.1

12.5

23.1

12.5

15.7

13.9

14.4

1.6

1.7

4.3

1.3

2.6

16.7

15.4

12.5

12.4

11.4

8.5

12.5

1.6

3.5

4.2

5.4

1.3

1.4

4.2

2.2

2.8

0.5

2.5

1.2

12.5

7.7

37.5

19.5

20.3

15.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【世帯全体の総収入別】 

母子家庭，父子家庭ともに「５０～１００万円未満」で「２．住宅費（家賃・ローン等を含む）」の割合

が他の区分と比較して高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

50万円未満 30

50～100 万円未満 31

100 ～150 万円未満 52

150 ～200 万円未満 75

200 ～250 万円未満 77

250 ～300 万円未満 59

300 ～350 万円未満 50

350 ～400 万円未満 28

400 ～500 万円未満 44

500 ～600 万円未満 20

600 ～700 万円未満 14

700 ～800 万円未満 9

800 万円以上 14

13.3

3.2

11.5

22.7

14.3

16.9

14.0

10.7

18.2

25.0

21.4

11.1

14.3

12.9

4.0

1.7

6.0

7.1

9.1

10.0

11.1

33.3

16.1

28.8

25.3

28.6

33.9

28.0

21.4

11.4

10.0

21.4

11.1

35.7

16.7

22.6

21.2

17.3

15.6

15.3

14.0

7.1

6.8

25.0

33.3

7.1

6.5

1.9

1.3

1.3

1.7

2.0

3.6

4.5

10.0

7.1

3.3

6.5

3.8

4.0

2.6

3.4

4.5

5.0

14.3

6.7

12.9

13.5

10.7

5.2

15.3

16.0

25.0

18.2

5.0

28.6

11.1

3.8

5.3

4.0

7.1

4.5

7.1

3.3

3.2

6.5

3.4

2.0

7.1

6.8

7.1

3.3

6.5

1.9

1.3

6.5

1.7

4.0

7.1

5.0

2.6

1.7

2.3

11.1

20.0

9.7

13.5

8.0

16.9

5.1

10.0

3.6

13.6

5.0

14.3

11.1

21.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

50万円未満 5

50～100 万円未満 5

100 ～150 万円未満 9

150 ～200 万円未満 16

200 ～250 万円未満 28

250 ～300 万円未満 21

300 ～350 万円未満 17

350 ～400 万円未満 19

400 ～500 万円未満 29

500 ～600 万円未満 31

600 ～700 万円未満 20

700 ～800 万円未満 11

800 万円以上 21 42.9

27.3

15.0

22.6

10.3

26.3

11.8

14.3

14.3

6.3

11.1

4.8

10.0

9.5

3.6

20.0

19.0

27.3

35.0

19.4

27.6

5.3

29.4

9.5

14.3

31.3

22.2

60.0

60.0

36.4

10.0

22.6

13.8

42.1

11.8

4.8

17.9

25.0

11.1

20.0

4.8

6.3

22.2

14.3

5.0

3.4

3.6

11.1

4.8

16.1

13.8

5.3

5.9

19.0

10.7

6.3

5.0

3.2

6.9

5.3

5.9

7.1

5.9

20.0

10.0

6.5

3.4

10.5

11.8

14.3

3.6

18.8

20.0

4.8

6.9

3.6

3.2

3.6

9.5

9.1

10.0

6.5

13.8

5.3

17.6

23.8

17.9

6.3

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.229.8 38.035.5 3.11.0 10.67.3 0.20.30.5 2.55.7 2.83.6 0.10.50.50.00.70.50.10.5 12.014.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．食費 ２．住宅費（家賃・ローンを含む）

３．光熱・水道費 ４．教育費

５．医療費 ６．交際費

７．税金・社会保険料 ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く）

９．仕送り 10．車の維持費

11．その他 12．特にかさむものはない

不明・無回答
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離婚された方だけにお聞きします。 

問２２ あなたは，離婚した配偶者との間に「養育費」に関する取り決めをしましたか。 

「１，文書で取り決めをしている」の割合は，父子家庭では母子家庭の約３分の１となっています。 

母子家庭では，「１，文書で取り決めをしている」と「２．文書以外で取り決めをしている」が約半数で

あるのに対し，父子家庭では約 2 割にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひとり親になった時の年齢別】 

母子家庭，父子家庭ともに，年齢層が高くなるにつれて，「２．文書以外で取り決めをしている」の割合

が低くなる傾向にあります。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳未満 6

20～24歳 32

25～29歳 88

30～34歳 151

35～39歳 159

40～44歳 94

45～49歳 53

50歳以上 8

35.8

35.1

41.5

50.0

12.6

6.4

7.5

47.8

54.3

43.4

50.0

7.5

41.7

33.0

28.1

16.7

11.9

18.2

15.6

33.3

43.0

45.5

56.3

50.0

4.3

3.8

3.3

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭 697

父子家庭 259 5.8 74.1 6.213.9

36.7 11.6 47.9 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30.29.6 9.73.9 41.354.7 18.831.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．文書で取り決めをしている ２．文書以外で取り決めをしている

３．取り決めをしていない 不明・無回答
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．文書で取り決めをしている ２．文書以外で取り決めをしている

３．取り決めをしていない 不明・無回答

N =

20歳未満 2

20～24歳 6

25～29歳 19

30～34歳 27

35～39歳 63

40～44歳 55

45～49歳 29

50歳以上 27

19.0

12.7

13.8

11.1

7.3

73.0

72.7

75.9

74.1

4.8

7.3

6.9

11.1

14.8

10.5

16.7

50.0

3.2

3.4

3.7

21.1

16.7

81.5

68.4

66.7

50.0

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【離婚の理由別】 

離婚の理由別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「異性関係」で「１．文書で取り決めをしている」

の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

母子家庭では，「家庭をかえりみない」で，「１．文書で取り決めをしている」の割合が最も高く，「浪費

する」では，父子家庭は母子家庭の半分以下の割合となっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.29.6 9.73.9 41.354.7 18.831.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．文書で取り決めをしている ２．文書以外で取り決めをしている

３．取り決めをしていない 不明・無回答

N =

性格が合わない 128

異性関係 98

暴力をふるう 81

浪費する 87

酒を飲みすぎる 14

親族と折り合いが
悪い

28

家庭をかえりみな
い

54

その他 110

21.4

28.6

48.1

27.3

10.7

7.4

15.5

78.6

53.6

40.7

54.5

7.1

42.5

38.3

48.0

36.7

11.5

9.9

8.2

15.6

41.4

49.4

41.8

44.5

2.7

3.7

4.6

2.5

2.0

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭をかえりみない

N =

性格が合わない 76

異性関係 58

暴力をふるう 0

浪費する 12

酒を飲みすぎる 3

親族と折り合いが悪
い

11

家庭をかえりみない 22

その他 43

18.2

9.1

11.6 9.3

33.3

81.8

81.8

72.1

66.7

9.1

7.0

16.7

29.3

7.9

8.3

5.2

7.9

75.0

58.6

80.3

6.9

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族と折り合いが
悪い
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養育費に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

問２３（１）支払いは取り決めどおりに行われていますか。 

「１．支払われている」では，母子家庭と比べて父子家庭の割合が高く，一方で，「２．支払われたり，

支払われなかったりしている」では父子家庭と比べて母子家庭の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２３で「支払われている」「支払われたり，支払われなかったりしている」を選択した

方にお聞きします。 

問２３（２）取り決めによる養育費の月額についてお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに，「２万円未満」が約７割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

全  体 ２万円未満
２万円～
４万円未満

４万円～
６万円未満

６万円～
８万円未満

８万円～
10万円未
満

10万円～
12万円未
満

12万円以
上

不明・
無回答

152 108 0 2 1 3 0 0 38
100.0 71.1 0.0 1.3 0.7 2.0 0.0 0.0 25.0

21 15 0 0 0 0 0 0 6
100.0 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6

母子家庭

父子家庭

N =

母子家庭 175

父子家庭 21 71.4

71.1

1.3 0.7 2.0

28.6

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭 337

父子家庭 51 43.1 37.3 13.7

38.6

3.9

12.8 41.5

2.0

5.6 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.042.3 12.83.8 42.338.5 5.51.9 1.413.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．支払われている

２．支払われたり，支払われなかったりしている
３．支払われていない

４．受け取りは終わった
不明・無回答

81.766.7 0.0 1.10.0 0.60.0 1.70.00.00.0 14.933.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

２万円未満 ２万円～４万円未満 ４万円～６万円未満

６万円～８万円未満 ８万円～10万円未満 10万円～12万円未満

12万円以上 不明・無回答
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問２４ あなたは，離婚した配偶者との間に「面会交流」に関する取り決めをしましたか。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．文書で取り決めをしている」，「２．文書以外で取り決めをしている」

を合わせた割合は，概ね同様ですが，「１．文書で取り決めをしている」の割合は，母子家庭の方が父子家

庭よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面会交流に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

問２５（１）面会交流の状況についてお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．現在面会交流を行っている」が約半数となっています。 

なお，「３，面会交流を行ったことがない」については，母子家庭の方が父子家庭よりも高い割合となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 206

父子家庭 69 50.7 23.2 24.6

48.1 20.9 27.7

1.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭 697

父子家庭 259 17.0 9.7

21.8 7.7

68.3

65.7

5.0

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17.811.9 6.46.7 56.150.3 19.831.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．文書で取り決めをしている ２．文書以外で取り決めをしている

３．取り決めをしていない 不明・無回答

48.850.0 20.622.2 27.325.0 3.32.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．現在，面会交流を行っている

２．過去に行ったことがあるが，現在は行っていない

３．面会交流を行ったことがない

不明・無回答
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【婚姻期間別】 

婚姻期間別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，概ね，期間が長くなるにつれて「１．現在，面会交

流を行っている」の割合が高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

１年未満 1

１～５年未満 21

５～10年未満 22

10年以上 25

なし

76.0

50.0

23.8

12.0

22.7

38.1

12.0

27.3

33.3

100.0

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

１年未満 6

１～５年未満 66

５～10年未満 63

10年以上 71

なし

53.5

47.6

40.9

66.7

18.3

25.4

21.2

23.9

20.6

37.9

33.3

4.2

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
48.850.0 20.622.2 27.325.0 3.32.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．現在，面会交流を行っている

２．過去に行ったことがあるが，現在は行っていない

３．面会交流を行ったことがない

不明・無回答
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【離婚の理由別】 

離婚の理由別にみると，母子家庭では，「暴力を振るう」で「３．面会交流を行ったことがない」の割合

が他の区分に比べ高くなっています。 

父子家庭では，「異性関係」で「３．面会交流を行ったことがない」の割合が他の区分に比べ高くなって

います。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

性格が合わない 47

異性関係 24

暴力をふるう 28

浪費する 25

酒を飲みすぎる 2

親族と折り合いが
悪い

7

家庭をかえりみない 18

その他 30

100.0

42.9

44.4

53.3

42.9

22.2

23.3

14.3

33.3

20.0 3.3

32.0

39.3

41.7

63.8

32.0

17.9

25.0

14.9

36.0

39.3

25.0

17.0

3.6

8.3

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

性格が合わない 21

異性関係 19

暴力をふるう 0

浪費する 1

酒を飲みすぎる 0

親族と折り合いが悪
い

3

家庭をかえりみない 6

その他 10

66.7

33.3

70.0

33.3

33.3

10.0

33.3

20.0

100.0

42.1

47.6

21.1

33.3

36.8

19.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

48.850.0 20.622.2 27.325.0 3.32.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．現在，面会交流を行っている

２．過去に行ったことがあるが，現在は行っていない

３．面会交流を行ったことがない

不明・無回答



Ⅲ 調査結果 

85 

問２５（２）面会交流の頻度についてお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに，２～３箇月に１回以上面会の割合が約３分の２を占めています。 

長期休暇中の区分でみると，父子家庭は母子家庭の約２倍の割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２６ 母子（父子）家庭になった直後のお気持ちについてお答えください。 

「２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちに

なった」の割合は母子家庭の方が父子家庭よりも高くなっています。 

一方，「４．なんとかなると深く考えなかった」の割合は，父子家庭の方が母子家庭よりも高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 142

父子家庭 51 15.7 29.4 21.6 5.9 7.8 7.8 9.8

14.8 35.2 16.9 5.6

3.5

9.9 11.3

2.0

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.215.4 34.528.8 16.623.1 5.55.83.47.710.37.7 11.09.6 3.41.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．月２回以上 ２．月１回程度

３．２～３箇月に１回 ４．４～６箇月に１回

５．長期休暇中 ６．その都度協議して決める

７．その他 不明・無回答

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 15.8

17.1

26.7

43.8

13.2

10.2

12.4

7.4

2.3

3.1

1.8

1.7

27.7

16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17.115.8 43.826.7 10.213.2 7.412.4 3.12.3 1.71.8 16.627.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答

17.115.8 43.826.7 10.213.2 7.412.4 3.12.3 1.71.8 16.627.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答
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【ひとり親になった時の年齢別】 

ひとり親になった時の年齢別にみると，母子家庭では，「２０～２４歳」で「１．すでに気持ちの整理が

ついていたので困惑しなかったし，不安もなかった」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

母子家庭では年齢が上がるにつれて，父子家庭では年齢が下がるにつれて「４．なんとかなると深く考

えなかった」の割合は概ね高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳未満 9

20～24歳 37

25～29歳 108

30～34歳 182

35～39歳 197

40～44歳 119

45～49歳 62

50歳以上 16 18.8 31.3 50.0

17.7

13.4

21.3

12.6

13.0

37.8

22.2

38.7

45.4

46.7

46.2

43.5

32.4

33.3

4.8

9.2

9.1

11.0

13.9

5.4

11.1

14.5

8.4

5.1

9.3

5.6

5.4

6.5

5.0

2.5

2.7

3.7

5.4

1.6

0.8

1.5

2.7

1.9

2.7

16.1

17.6

13.7

15.4

18.5

10.8

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳未満 2

20～24歳 6

25～29歳 24

30～34歳 39

35～39歳 92

40～44歳 74

45～49歳 58

50歳以上 45 15.6 33.3 6.7 8.9 35.6

19.0

16.2

10.9

17.9

25.0

16.7

50.0

20.7

25.7

29.3

33.3

29.2

33.3

8.6

18.9

14.1

10.3

12.5

33.3

8.6

8.1

16.3

2.6

25.0

16.7

1.7

1.4

3.3

5.1

1.7

4.1

1.1

2.6

39.7

25.7

25.0

28.2

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答
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【ひとり親家庭になった直後の生活状況別】 

ひとり親家庭になった直後の生活状況別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「自立して生活できる状

況にあった（自立できる自信があった）」で「１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，

不安もなかった」，「４．なんとかなると深く考えなかった」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

自立して生活できる状況に
あった（自立できる自信が
あった）

171

自立して生活できる状況にな
かったが，周りの人の理解や
援助があって生活の目途は
すぐに立った

348

自立して生活できる状況にな
く，また，周りの人の理解や
援助もなかったので，非常に
困った

130

その他 41

わからない 34 8.8

12.2

6.9

17.8

39.2

35.3

58.5

59.2

56.3

37.4

17.6

7.3

25.4

10.9

2.9

14.7

4.9

5.4

8.0

12.9

12.2

0.8

4.0

4.1

17.6

2.4

0.8

1.1

1.8

5.9

2.4

1.5

1.7

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答



Ⅲ 調査結果 

89 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

自立して生活できる状況に
あった（自立できる自信が
あった）

98

自立して生活できる状況にな
かったが，周りの人の理解や
援助があって生活の目途は
すぐに立った

124

自立して生活できる状況にな
く，また，周りの人の理解や
援助もなかったので，非常に
困った

38

その他 11

わからない 11 9.1

18.2

2.6

19.4

33.7

18.2

36.4

42.1

41.9

28.6

18.2

27.3

36.8

19.4

8.2

36.4

9.1

13.2

12.9

22.4

9.1

1.6

6.1

18.2

2.6

2.4

2.6

2.4

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答
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問２７ 母子（父子）家庭になった直後の生活状況についてお答えください。 

 「１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）」の割合は，父子家庭の方が母子家庭

よりも高く，一方で，「３．自立して生活できる状況になく，また周りの人の理解や援助もなかったので，非

常に困った」の割合は，母子家庭の方が父子家庭よりも１．５倍高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 25.4

19.8

32.1

40.2

9.8

15.0

2.8

4.7

2.8

3.9

26.9

16.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19.825.4 40.232.1 15.09.8 4.72.8 3.92.8 16.326.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った

４．その他

５．わからない

不明・無回答
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【ひとり親になった時の年齢別】 

母子家庭では，「３．自立して生活できる状況になく，また周りの人の理解や援助もなかったので，非常

に困った」の割合は，多くの年齢層において１割以上を占めています。一方で，父子家庭では，「２０～２

４歳」と４５歳以上の区分で，高い傾向が見られます。 

また，父子家庭では，「３０～３４歳」において，「１．自立して生活できる状況にあった（自立できる

自信があった）」の割合が，他の区分の半分以下になっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った

４．その他

５．わからない

不明・無回答

N =

20歳未満 9

20～24歳 37

25～29歳 108

30～34歳 182

35～39歳 197

40～44歳 119

45～49歳 62

50歳以上 15

32.3

6.7

32.3

40.0

14.5

6.7

14.5

46.7

14.3

21.8

20.3

14.8

21.6

11.1

42.9

37.1

45.6

40.7

43.2

55.6

10.9

17.3

14.8

19.4

13.5

3.2

9.2

4.6

3.3

4.6

5.4

3.2

3.4

4.6

2.2

3.7

5.4

19.3

14.7

13.7

16.7

10.8

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った

４．その他

５．わからない

不明・無回答

N =

20歳未満 2

20～24歳 6

25～29歳 24

30～34歳 39

35～39歳 92

40～44歳 74

45～49歳 58

50歳以上 45

25.9

33.3

20.7

17.8

13.8

13.3

36.2

35.6

50.0

33.3

25.0

10.3

20.7

33.8

50.0

50.0

58.3

48.7

41.3

24.3

16.7

7.7

7.6

10.8

1.7

4.2

5.1

3.3

2.7

1.7

8.3

3.3

2.7

4.2

28.2

23.9

25.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【ひとり親になった時の就労状況別】 

ひとり親になった時の就労状況別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，「今と同じところで仕事をして

いた」で「１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）」の割合が他の区分に比べ高

くなっています。 

また，「仕事をしていなかった」で「３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助

もなかったので，非常に困った」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

今と同じところで仕
事をしていた

267

今と違ったところで
仕事をしていた

99

仕事をしていな
かった

16 12.5

23.2

27.3

25.0

33.3

31.8

18.8

13.1

7.9

4.0

2.6

3.0

3.0

43.8

23.2

27.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27.323.212.5 31.833.325.0 7.913.118.8 2.64.03.0 3.0 27.323.243.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目
途はすぐに立った
３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常
に困った
４．その他

５．わからない

不明・無回答

N =

今と同じところで仕
事をしていた

236

今と違ったところで
仕事をしていた

269

仕事をしていな
かった

352 5.7

21.6

38.1

46.0

42.0

30.1

18.8

16.4

7.2

3.1

6.7

5.1

5.1

2.6

3.8

21.3

10.8

15.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った

４．その他

５．わからない

不明・無回答
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８ お子さんの育児や教育について 

問２８ お子さんにはどこまで進学してほしいと思っていますか。（お子さんが複数いて進

学先が異なる場合は，すべてお答えください。）（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「５．大学・大学院」の割合が高く，次いで「２．高校」の割合が高くなっ

ています。 

「６．専修学校・各種学校」の割合は，母子家庭は父子家庭の２倍以上になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．中学校

２．高校

３．高等専門学校

４．短大

５．大学・大学院

６．専修学校・各種学校

７．その他

不明・無回答

1.6

24.5

4.0

9.1

60.8

18.4

3.0

3.0

1.0

25.1

3.9

5.7

65.3

8.5

4.1

2.3

0 20 40 60 80

1.6 24.54.0 9.1 60.818.43.03.01.0 25.13.95.7 65.38.54.12.3
0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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【世帯全体の総収入別】 

世帯全体の総収入別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，年収が高くなるにつれて「５．大学・大学

院」の割合が高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

中
学
校 

高
校 

高
等
専
門
学
校 

短
大 

大
学
・
大
学
院 

専
修
学
校
・
各
種
学
校 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

50 万円未満 30  － 30.0  3.3  6.7  53.3  23.3  3.3  － 

50～100 万円未満 31  9.7  25.8  3.2  19.4  64.5  22.6  3.2  － 

100 ～150 万円未満 52  1.9  23.1  5.8  7.7  55.8  19.2  3.8  3.8  

150 ～200 万円未満 75  － 33.3  5.3  8.0  57.3  13.3  1.3  2.7  

200 ～250 万円未満 77  － 22.1  5.2  15.6  64.9  28.6  3.9  － 

250 ～300 万円未満 59  － 15.3  6.8  10.2  69.5  20.3  1.7  － 

300 ～350 万円未満 50  － 24.0  2.0  8.0  68.0  16.0  2.0  4.0  

350 ～400 万円未満 28  － 14.3  3.6  14.3  64.3  14.3  7.1  － 

400 ～500 万円未満 44  － 4.5  2.3  9.1  72.7  25.0  2.3  2.3  

500 ～600 万円未満 20  － 10.0  － － 75.0  30.0  － 5.0  

600 ～700 万円未満 14  － － － － 85.7  14.3  7.1  7.1  

700 ～800 万円未満 9  11.1  － － － 77.8  11.1  － 11.1  

800 万円以上 14  － － － － 92.9  14.3  － 7.1  
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〔父子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

中
学
校 

高
校 

高
等
専
門
学
校 

短
大 

大
学
・
大
学
院 

専
修
学
校
・
各
種
学
校 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

50 万円未満 5  － 40.0  － － 40.0  － 20.0  － 

50～100 万円未満 5  － 40.0  － 20.0  80.0  20.0  － － 

100 ～150 万円未満 9  － 66.7  － － 44.4  － 11.1  11.1  

150 ～200 万円未満 16  － 43.8  － 6.3  43.8  6.3  12.5  － 

200 ～250 万円未満 28  3.6  32.1  － 3.6  64.3  7.1  3.6  － 

250 ～300 万円未満 21  － 19.0  9.5  9.5  61.9  14.3  9.5  － 

300 ～350 万円未満 17  － 29.4  5.9  － 58.8  － 11.8  － 

350 ～400 万円未満 19  － 36.8  5.3  10.5  63.2  5.3  5.3  － 

400 ～500 万円未満 29  － 13.8  3.4  3.4  75.9  20.7  － － 

500 ～600 万円未満 31  3.2  22.6  － 3.2  67.7  16.1  3.2  3.2  

600 ～700 万円未満 20  － 5.0  5.0  5.0  80.0  10.0  5.0  5.0  

700 ～800 万円未満 11  － 27.3  9.1  9.1  72.7  9.1  － － 

800 万円以上 21  － 14.3  － － 85.7  4.8  － － 
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問２９ お子さんについて現在どのようなことで悩みをお持ちですか。（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「２．教育・進学」の割合が最も高く，次いで「３．しつけ」の割合が高く

なっています。 

父子家庭では，「４．会話が少ない」「８．食事・栄養」の割合が母子家庭よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．育児

２．教育・進学

３．しつけ

４．会話が少ない

５．預け先がない

６．病気

７．衣服・身の回り

８．食事・栄養

９．友人関係

10．いじめ

11．非行化

12．就職

13．その他

14．今のところ悩みはない

不明・無回答

10.8

57.9

26.7

3.4

6.2

11.0

7.5

12.1

14.3

6.1

5.5

14.5

7.1

16.4

3.9

8.3

26.9

11.4

4.1

9.8

10.6

21.8

15.8

6.0

7.5

15.0

4.1

17.4

2.3

55.4

0 20 40 60 80

10.8 57.926.73.46.2 11.07.5 12.114.36.15.5 14.57.1 16.43.9
8.3 55.426.911.44.1 9.810.6 21.815.86.07.5 15.04.1 17.42.3

0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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【同居している子どものライフステージ別】 

同居している子どものライフステージ別にみると，母子家庭，父子家庭ともに「２．教育・進学」の割

合は「３歳～小学校入学前」から「卒業した無職の子ども」までの割合が高くなっています。 

「会話が少ない」の割合は，特に小学校高学年（４年生～６年生）から高校生の間で父子家庭の方が母

子家庭よりも２倍以上高くなっています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

育
児 

教
育
・
進
学 

し
つ
け 

会
話
が
少
な
い 

預
け
先
が
な
い 

病
気 

衣
服
・
身
の
回
り 

食
事
・
栄
養 

友
人
関
係 

い
じ
め 

非
行
化 

就
職 

そ
の
他 

今
の
と
こ
ろ
悩
み
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

乳児 
（０歳児） 

13  15.4  7.7  7.7  － 7.7  － 7.7  7.7  7.7  － － 7.7  － 46.2  15.4  

１歳～２歳児 57  29.8  33.3  47.4  1.8  17.5  21.1  7.0  8.8  8.8  5.3  3.5  － 5.3  31.6  3.5  

３歳～ 
小学校入学前 

127  33.9  44.1  48.0  3.1  12.6  11.0  8.7  18.1  17.3  9.4  7.9  6.3  10.2  18.9  1.6  

小学校１年～ 
３年生 

151  19.9  57.0  42.4  4.6  13.2  13.9  12.6  13.2  19.2  11.9  6.6  4.0  9.3  12.6  1.3  

小学校４年～ 
６年生 

207  9.7  69.6  32.9  2.4  7.2  11.6  9.2  13.0  18.4  9.2  7.7  8.7  5.3  12.6  2.4  

中学生 247  4.9  73.7  23.1  1.2  2.0  10.9  10.1  13.8  17.0  7.3  8.5  12.1  8.1  12.6  3.2  

高校生 255  2.0  67.8  15.3  3.9  2.7  9.0  7.5  12.2  14.5  4.7  5.9  21.2  5.9  14.9  4.3  

短大生・高専生 20  － 65.0  20.0  5.0  － 10.0  10.0  10.0  5.0  5.0  5.0  35.0  5.0  10.0  － 

大学生 62  1.6  45.2  14.5  6.5  － 8.1  6.5  8.1  9.7  1.6  1.6  30.6  1.6  19.4  8.1  

専門学校生・ 
その他の学生 

33  3.0  51.5  6.1  6.1  － 18.2  － 6.1  9.1  3.0  6.1  39.4  － 21.2  3.0  

仕事をしている 
子ども 

24  － 45.8  8.3  8.3  4.2  4.2  4.2  4.2  16.7  － 8.3  37.5  4.2  16.7  8.3  

卒業した無職 
の子ども 

22  － 40.9  9.1  － － 22.7  － 18.2  18.2  － 9.1  68.2  － 4.5  4.5  

その他 10  － 60.0  10.0  － 20.0  10.0  10.0  － 10.0  10.0  10.0  60.0  30.0  － 10.0  
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〔父子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

育
児 

教
育
・
進
学 

し
つ
け 

会
話
が
少
な
い 

預
け
先
が
な
い 

病
気 

衣
服
・
身
の
回
り 

食
事
・
栄
養 

友
人
関
係 

い
じ
め 

非
行
化 

就
職 

そ
の
他 

今
の
と
こ
ろ
悩
み
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

乳児 
（０歳児） 

－ － － － － － － － － － － － － － － － 

１歳～２歳児 5  60.0  － 60.0  20.0  － 20.0  － － － － － － － 20.0  － 

３歳～ 
小学校入学前 

32  40.6  43.8  43.8  3.1  15.6  15.6  15.6  31.3  15.6  9.4  6.3  9.4  3.1  9.4  3.1  

小学校１年～ 
３年生 

58  13.8  44.8  31.0  6.9  10.3  15.5  8.6  24.1  15.5  6.9  － 1.7  10.3  25.9  － 

小学校４年～ 
６年生 

77  7.8  63.6  41.6  7.8  3.9  9.1  11.7  23.4  20.8  11.7  11.7  1.3  3.9  16.9  2.6  

中学生 130  7.7  76.2  28.5  11.5  2.3  12.3  11.5  26.9  24.6  7.7  13.1  10.8  2.3  9.2  1.5  

高校生 139  2.2  62.6  18.0  10.8  1.4  8.6  9.4  25.2  13.7  4.3  6.5  20.9  5.0  14.4  2.2  

短大生・高専生 5  20.0  40.0  － － － － － － － － － 40.0  － 20.0  － 

大学生 35  2.9  45.7  20.0  22.9  2.9  2.9  14.3  11.4  5.7  － 5.7  37.1  5.7  17.1  5.7  

専門学校生・ 
その他の学生 

11  － 36.4  9.1  18.2  － 9.1  9.1  18.2  9.1  9.1  18.2  18.2  － 18.2  － 

仕事をしている 
子ども 

18  － 33.3  16.7  － － 5.6  11.1  33.3  22.2  11.1  11.1  33.3  － 27.8  11.1  

卒業した無職 
の子ども 

12  － 33.3  － 8.3  － 16.7  － 25.0  25.0  － 8.3  75.0  － － － 

その他 4  － 25.0  － － － 25.0  25.0  － 25.0  － － 25.0  － 25.0  － 
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小学校入学前のお子さんがおられる方にお聞きします。 

問３０ 日常，昼間お子さんの世話を中心となってしているのはどなたですか。（複数回答

可） 

母子家庭，父子家庭ともに「７．保育園（所）」の割合が最も高く，次いで「１．あなた自身」の割合が

高くなっています。 

父子家庭では，「２．同居の家族」の割合が母子家庭の２倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなた自身

２．同居の家族

３．実家や親戚など

４．近所の人

５．友人や知人

６．ベビーシッター・家政婦

７．保育園（所）

８．幼稚園

９．勤務先の事業所内保育施設

10．認可外保育施設

11．その他

不明・無回答

39.4

8.9

13.9

1.1

0.6

72.2

6.7

1.1

1.1

0.6

6.7

28.9

21.1

15.8

2.6

5.3

2.6

2.6

5.3

0.0

68.4

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

39.48.9 13.90.01.10.6 72.26.71.11.10.6 6.7
28.921.115.82.60.0 5.3 68.42.60.0 2.65.30.0

0 20 40 60 80

母子家庭(N=180)

父子家庭(N=38)
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，すべての世帯で「保育園（所）」の割合が高くなって

います。また，父母と同居している家庭では「同居の家族」の割合が高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
な
た
自
身 

同
居
の
家
族 

実
家
や
親
戚
な
ど 

近
所
の
人 

友
人
や
知
人 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
・
家

政
婦 

保
育
園
（
所
） 

幼
稚
園 

勤
務
先
の
事
業
所
内

保
育
施
設 

認
可
外
保
育
施
設 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

母子家庭 

（20 歳未満の子どものみ） 
124  42.7  3.2  14.5  － 0.8  0.8  75.8  4.8  0.8  1.6  0.8  4.8  

母子家庭 

（20 歳以上の子ども含む） 
3  － － － － － － 33.3  － － － － 66.7  

母子家庭 

（父母同居） 
47  38.3  25.5  14.9  － 2.1  － 61.7  12.8  2.1  － － 8.5  

母子家庭 

（兄弟姉妹同居，親なし） 
3  － － － － － － 100.0  － － － － － 

母子家庭 

（祖父・祖母同居） 
5  － － － － － － 60.0  － － － － 40.0  

母子家庭 

（その他親族含む） 
5  － － － － － － 80.0  － － － － 20.0  

 

〔父子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

あ
な
た
自
身 

同
居
の
家
族 

実
家
や
親
戚
な
ど 

近
所
の
人 

友
人
や
知
人 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
・
家

政
婦 

保
育
園
（
所
） 

幼
稚
園 

勤
務
先
の
事
業
所
内

保
育
施
設 

認
可
外
保
育
施
設 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

父子家庭 

（20 歳未満の子どものみ） 
24  25.0  4.2  20.8  － － 8.3  66.7  4.2  － 4.2  8.3  － 

父子家庭 

（20 歳以上の子ども含む） 
－ － － － － － － － － － － － － 

父子家庭 

（父母同居） 
14  35.7  50.0  7.1  7.1  － － 71.4  － － － － － 

父子家庭 

（兄弟姉妹同居，親なし） 
－ － － － － － － － － － － － － 

父子家庭 

（祖父・祖母同居） 
－ － － － － － － － － － － － － 

父子家庭 

（その他親族含む） 
－ － － － － － － － － － － － － 
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小学校１年生から３年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問３１ 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。 

母子家庭では，「８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）」の割合が，父子家庭では，「２．

同居の家族」の割合が最も高くなっています。 

「８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）」の割合は父子家庭の方が母子家庭よりも低く，

利用の割合に違いが見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 153

父子家庭 59 10.2

15.0

27.1

7.2

23.7

15.0

0.7

20.3

34.6

8.5

8.5

1.7

7.8

8.5

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7.2 27.1 15.0 23.7 0.00.7 0.00.00.034.6 20.3 8.5 8.5 0.07.8 1.7 11.18.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなた自身

２．同居の家族

３．実家や親戚など

４．近所の人

５．友人や知人

６．ベビーシッター・家政婦

７．認可外保育施設

８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）

９．児童館（８以外での利用）

10．学習塾・習い事

11．その他

不明・無回答

全  体
あなた
自身

同居の
家族

実家や
親戚な
ど

近所の
人

友人や
知人

ベビー
シッ
ター・家
政婦

認可外
保育施
設

学童クラ
ブ・放課
後ほっと
広場（ゆう
ゆうクラ
ブ）

児童館
（８以外
での利
用）

学習塾・
習い事

その他 無回答

153 23 11 23 0 1 0 0 53 13 0 12 17

100.0 15.0 7.2 15.0 0.0 0.7 0.0 0.0 34.6 8.5 0.0 7.8 11.1

59 6 16 14 0 0 0 0 12 5 0 1 5

100.0 10.2 27.1 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 8.5 0.0 1.7 8.5

母子家庭

父子家庭
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【世帯構成別】 

世帯構成別にみると，「父母同居」では「２．同居の家族」の割合が父子家庭は母子家庭の２倍以上と高

くなっています。 

また，「２０歳未満の子どものみ」では，「３，実家や親戚など」の割合が父子家庭は母子家庭の約２倍

と高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問31　放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。

15.016.116.7 40.014.3 7.2 22.6 20.015.0 12.933.3 0.7 34.6100.057.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなた自身 ２．同居の家族

３．実家や親戚など ４．近所の人

５．友人や知人 ６．ベビーシッター・家政婦

７．認可外保育施設 ８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）

９．児童館（８以外での利用） 10．学習塾・習い事

11．その他 12．不明・無回答

40.07.2 22.6 20.015.0 12.933.3 0.7 34.6100.0 22.625.0 20.057.1 8.53.2 14.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなた自身 ２．同居の家族

３．実家や親戚など ４．近所の人

５．友人や知人 ６．ベビーシッター・家政婦

７．認可外保育施設 ８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）

９．児童館（８以外での利用） 10．学習塾・習い事

11．その他 12．不明・無回答

N =

母子家庭
（20歳未満の子どものみ）

110

母子家庭
（20歳以上の子ども含む）

2

母子家庭
（父母同居））

31

母子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

3

母子家庭
（祖父母同居）

5

母子家庭
（その他親族含む）

7 14.3

40.0

16.1

15.5

20.0

22.6

2.7

66.7

12.9

15.5

0.9

57.1

20.0

22.6

100.0

38.2

14.3

33.3

3.2

9.1 10.9

14.3

20.0

22.6

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

父子家庭
（20歳未満の子どものみ）

31

父子家庭
（20歳以上の子ども含む）

1

父子家庭
（父母同居））

22

父子家庭
（兄弟姉妹同居，親なし）

1

父子家庭
（祖父母同居）

2

父子家庭
（その他親族含む）

3

4.5

100.0

12.9

50.0

54.5

9.7

33.3

50.0

18.2

29.0

33.3

100.0

13.6

22.6

33.3

12.9

3.2

9.1

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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小学校４年生から６年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問３２ 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。 

「１．あなた自身」の割合は，父子家庭は母子家庭の約３分の１となっており，一方で，「２．同居の家

族」と「３．実家や親戚など」を足し合わせた割合は，父子家庭が母子家庭の約２倍高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
あなた
自身

同居の
家族

実家や
親戚など

近所
の人

友人や
知人

ベビー
シッター・
家政婦

認可外
保育施
設

児童館
学習塾・
習い事

その他
不明・
無回答

211 57 39 32 1 1 0 0 2 5 56 18
100.0 27.0 18.5 15.2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.9 2.4 26.5 8.5

81 7 21 30 1 3 0 0 0 3 5 11
100.0 8.6 25.9 37.0 1.2 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7 6.2 13.6

母子家庭

父子家庭

N =

母子家庭 211

父子家庭 81 8.6

27.0

25.9

18.5

37.0

15.2

1.2

0.5

3.7

0.50.9

3.7

2.4

6.2

26.5

13.6

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27.08.6 18.525.9 15.237.0 0.5 1.20.5 3.70.00.00.9 0.02.4 3.726.5 6.2 8.513.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなた自身 ２．同居の家族

３．実家や親戚など ４．近所の人

５．友人や知人 ６．ベビーシッター・家政婦

７．認可外保育施設 ８．児童館

９．学習塾・習い事 10．その他

不明・無回答
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問３３ お子さんを学習塾や習い事に通わせていますか。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．通わせている」の割合が最も高くなっています。 

「４．経済的に困難」の割合は，母子家庭が父子家庭よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本項目は全ひとり親家庭を対象としての質問でしたが，調査票の記載内容が，回答者を一部に限定するよう

な表現でしたので，不明・無回答が多くなった可能性があります。 

 

 

学習塾や習い事に通わせている方だけにお聞きします。 

問３４ どのようなところに通わせていますか。また，１箇月の月謝はどのくらいですか。

お子さんごとにお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．学習塾」の割合が最も高く，次いで「４．スポーツ教室」の割合が高

くなっています。 

 

〔通わせている所〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 39.9

39.9

4.1

2.7

3.6

2.0

4.9

8.9

47.4

46.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39.939.9 2.74.12.03.68.94.9 46.647.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．通わせている ２．必要がない ３．時間の確保が困難

４．経済的に困難 不明・無回答

N = 345 ％

１．学習塾

２．そろばん教室・習字教室

３．音楽・絵画教室

４．スポーツ教室

５．英会話

６．その他

不明・無回答

64.3

14.8

19.1

40.3

15.4

13.3

5.2

76.6

8.4

17.5

30.5

10.4

9.1

3.9

0 20 40 60 80 100

55.912.2 17.1 32.213.011.05.2 66.27.8 14.9 24.79.77.13.9
0 20 40 60 80

母子家庭(N=345)

父子家庭(N=154)
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〔１ヵ月の月謝〕 

母子家庭，父子家庭ともに，多くは１万５千円未満ですが，「５，０００円未満」では父子家庭が，    

「５，０００円～１万５千円未満」では母子家庭が高い割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔子どもの生年月〕 

母子家庭，父子家庭ともに「１２歳以上」の割合が最も高く，次いで「１１歳（６年生）」の割合が高く

なっています。 

５歳以下から１１歳までの区分を見ると，その多くは母子家庭が父子家庭よりも割合が高い傾向が見ら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

５歳以下

６歳（１年生）

７歳（２年生）

８歳（３年生）

９歳（４年生）

10歳（５年生）

11歳（６年生）

12歳以上

不明・無回答

8.1

8.1

6.4

6.7

9.9

9.6

17.7

63.2

4.1

2.6

1.9

4.5

3.9

10.4

6.5

14.9

74.7

7.1

0 20 40 60 80

46.4 51.625.20.30.00.00.3 48.740.318.80.00.00.0 1.3
0 20 40 60

母子家庭(N=345)

父子家庭(N=154)

％

5,000円未満

5,000円～１万円未満

１万円～１万５千円未満

１万５千円～２万円未満

２万円～２万５千円未満

２万５千円～３万円未満

３万円以上

不明・無回答

46.4

51.6

25.2

0.3

0.3

8.1

48.7

40.3

18.8

1.3

13.6

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0 20 40 60

46.4 51.625.20.30.00.00.3 48.740.318.80.00.00.0 1.3
0 20 40 60

母子家庭(N=345)

父子家庭(N=154)
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問３５ あなたの最終学歴についてお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「２．高校」の割合が最も高く，次いで「４．短大」と「５．大学・大学院」

を足し合わせた割合が高くなっています。 

「６．専修学校・各種学校」の割合は，母子家庭が父子家庭の約 2 倍高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんや近所の人等との関係についてお聞きします。 

問３６ 家族・親戚以外で，あなたが日頃からお子さんをみてもらったりすることのでき

る人はどなたですか。（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「８．特にいない」の割合が最も高くなっています。 

次いで多いのは，母子家庭では「３．お子さんを通じての友人（保育園（所）などの保護者会やスポー

ツ少年団など）」，父子家庭では，「１．近所の人」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 7.5

5.8

32.1

29.6

2.1

2.3

1.3

13.2

23.8

11.2

6.7

11.8

0.5

0.8

25.9

25.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.87.5 29.632.1 2.3 2.113.21.3 11.223.8 11.86.7 0.80.5 25.325.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．中学校 ２．高校 ３．高等専門学校

４．短大 ５．大学・大学院 ６．専修学校・各種学校

７．その他 不明・無回答

％

１．近所の人

２．職場・仕事に関係のある人

３．お子さんを通じての友人（保育園（所）などの
    保護者会やスポーツ少年団など）

４．あなたの趣味やスポーツなどを通じた
    活動の仲間

５．あなたの社会的活動を通じた活動の仲間

６．学生時代の友人

７．その他

８．特にいない

不明・無回答

12.9

4.2

15.4

2.1

0.9

6.1

5.2

57.5

7.6

17.6

2.6

7.0

1.6

1.3

3.9

6.0

62.7

7.5

0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

12.94.2 15.42.10.9 6.15.2 57.57.6 17.62.6 7.01.61.33.96.0 62.77.5

0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

12.94.2 15.42.10.9 6.15.2 57.57.6

17.62.6 7.01.61.33.96.0 62.77.5

1

0 20 40 60 80
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９ 日頃の悩みや相談のことについて 

問３７ あなたが，母子（父子）家庭になった当時，困ったことは何ですか。また，現在

困っていることがありますか。（複数回答可） 

 当時も現在も，母子家庭，父子家庭ともに「３，子どもの養育・教育」の割合が高くなっています。当

時と現在を母子家庭・父子家庭別に見ると，母子家庭では「１．生活費」の割合がともに最も高く，「子ど

もの養育・教育」は「現在」でも割合が高くなっています。父子家庭では，当時も現在も「１，生活費」

「３，子どもの養育・教育」「４．家事」の割合が高くなっています。なお，「１２．老後のこと」につい

ては「現在」で母子家庭，父子家庭ともに割合が大きく伸びています。 

 

当時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．生活費

２．借金の返済

３．子どもの養育・教育

４．家事

５．あなたの就職や仕事

６．住居

７．病気や医療

８．相談相手がいないこと

９．勤務先や近所とのつき合い

10．家族や親戚とのつき合い

11．異性とのつき合い・再婚のこと

12．老後のこと

13．母子家庭に対する差別や偏見

14．その他

15．困っていることはない

不明・無回答

62.2

15.8

43.8

15.3

44.5

25.3

17.5

11.9

9.4

10.1

3.8

13.5

22.3

2.7

5.0

10.1

29.0

18.1

43.8

41.5

22.8

8.5

13.0

17.4

10.6

7.5

9.8

9.8

13.2

2.1

8.5

15.0

0 20 40 60 80

62.215.8 43.815.3 44.525.317.511.99.410.13.8 13.5 22.32.75.0 10.1
29.018.1 43.841.522.88.5 13.017.410.67.59.89.813.22.1 8.5 15.0

0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

13．母子（父子）家庭に対する差別や偏見
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【ひとり親になった時の年齢別】 

ひとり親になった時の年齢別にみると，母子家庭では，「１．生活費」については，年齢区分に関わらず

概ね割合が高くなっています。 

父子家庭では，「４５～４９歳」で「７．病気や医療」の割合が他の区分に比べ高くなっています。また，

「３．子どもの養育・教育」「４，家事」については年齢区分に関わらず割合が高い傾向にあります。 

 

〔母子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や
仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の 

つ
き
合
い 

家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の

こ
と 

老
後
の
こ
と 

母
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や

偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

20歳未満 9  55.6  － 44.4  － 22.2  22.2  － 11.1  － － 11.1  － 33.3  － 11.1  11.1  

20～24歳 37  54.1  13.5  37.8  16.2  51.4  21.6  16.2  8.1  8.1  2.7  2.7  8.1  21.6  2.7  8.1  13.5  

25～29歳 108  71.3  17.6  48.1  22.2  53.7  27.8  21.3  13.0  12.0  13.9  7.4  13.0  26.9  1.9  3.7  3.7  

30～34歳 182  65.9  11.5  41.2  14.3  46.7  29.1  17.0  16.5  11.0  11.0  6.6  17.0  33.5  2.2  4.9  8.8  

35～39歳 197  58.4  15.7  43.1  15.7  41.6  27.4  17.3  6.6  7.6  10.7  1.5  10.2  22.3  3.0  6.1  10.2  

40～44歳 119  64.7  18.5  47.1  13.4  43.7  18.5  16.0  9.2  8.4  10.1  0.8  16.8  12.6  4.2  4.2  9.2  

45～49歳 62  61.3  25.8  43.5  16.1  43.5  17.7  21.0  14.5  9.7  6.5  1.6  19.4  17.7  6.5  6.5  8.1  

50歳以上 15  46.7  13.3  53.3  － 26.7  20.0  20.0  13.3  － 6.7  － 13.3  － 6.7  13.3  20.0  

 

〔父子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や
仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の 

つ
き
合
い 

家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の

こ
と 

老
後
の
こ
と 

父
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や

偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

20歳未満 2  50.0  50.0  50.0  100.0  － － － － － － － － － － － － 

20～24歳 6  50.0  16.7  66.7  33.3  16.7  33.3  33.3  16.7  50.0  16.7  66.7  16.7  50.0  － － － 

25～29歳 24  20.8  16.7  29.2  37.5  20.8  12.5  12.5  8.3  － 4.2  20.8  16.7  12.5  － 16.7  25.0  

30～34歳 39  25.6  23.1  48.7  35.9  35.9  12.8  7.7  20.5  17.9  10.3  15.4  2.6  12.8  － 5.1  10.3  

35～39歳 92  35.9  17.4  53.3  45.7  23.9  5.4  14.1  18.5  10.9  13.0  9.8  12.0  18.5  3.3  7.6  6.5  

40～44歳 74  29.7  18.9  43.2  36.5  23.0  9.5  8.1  20.3  13.5  5.4  2.7  10.8  14.9  1.4  16.2  17.6  

45～49歳 58  25.9  25.9  43.1  41.4  22.4  8.6  24.1  17.2  10.3  1.7  10.3  15.5  6.9  3.4  － 17.2  

50歳以上 45  24.4  11.1  35.6  40.0  13.3  6.7  6.7  17.8  2.2  4.4  2.2  4.4  2.2  4.4  13.3  15.6  
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【ひとり親になった時の理由別】 

ひとり親になった時の理由別にみると，母子家庭では「１．生活費」「３．子どもの養育・教育」につい

て理由区分に関わらず，割合が高い傾向にあります。 

なお，「病死」では「３．子どもの養育・教育」の方が「１．生活費」よりも割合が高く，一方で，「未

婚」では，「１．生活費」の方が「３．子どもの養育・教育」よりも割合が高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や 

仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の
つ
き
合

い 家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の

こ
と 

老
後
の
こ
と 

母
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や

偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

病死 47  31.9  14.9  61.7  12.8  29.8  12.8  21.3  27.7  6.4  17.0  2.1  25.5  25.5  4.3  6.4  6.4  

その他の
理由によ
る死別 

24  50.0  12.5  50.0  12.5  45.8  12.5  8.3  12.5  16.7  20.8  － 16.7  16.7  8.3  － 8.3  

離婚 
（協議） 

545  64.4  17.1  42.2  14.7  44.4  25.3  16.0  9.9  8.4  8.1  4.6  12.5  22.0  2.0  5.3  9.9  

離婚 
（調停） 

122  67.2  12.3  45.1  16.4  50.0  28.7  20.5  11.5  9.0  11.5  3.3  13.9  21.3  3.3  3.3  9.8  

離婚 
（審判） 

4  50.0  25.0  50.0  － 25.0  － 25.0  － － － － － － － － 25.0  

離婚 
（裁判） 

26  57.7  23.1  57.7  11.5  46.2  26.9  26.9  7.7  11.5  3.8  － 11.5  23.1  11.5  11.5  11.5  

遺 棄 （ 家
出など） 

10  80.0  50.0  70.0  30.0  50.0  60.0  30.0  20.0  20.0  20.0  － 30.0  40.0  － 10.0  － 

生死不明 3  33.3  － － 33.3  66.7  33.3  － － － － － 33.3  － － － － 

未婚での
子の出生 

66  60.6  4.5  31.8  16.7  42.4  27.3  15.2  15.2  13.6  13.6  4.5  7.6  22.7  － 4.5  15.2  

その他 14  64.3  21.4  42.9  28.6  42.9  35.7  35.7  28.6  7.1  21.4  － 21.4  28.6  7.1  － 7.1  
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〔父子家庭〕 

  父子家庭では，「離婚（裁判）」の区分において，「１．生活費」「３．子どもの養育・教育」「４．家事」

「５．あなたの就職や仕事」の割合が高くなっており，同時に複数の困ったことが生じている割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や
仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の 

つ
き
合
い 

家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の

こ
と 

老
後
の
こ
と 

父
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や

偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

病死 85  17.6  12.9  49.4  58.8  15.3  4.7  12.9  21.2  12.9  10.6  2.4  5.9  5.9  3.5  5.9  10.6  

その他の
理由によ
る死別 

16  37.5  12.5  81.3  75.0  43.8  6.3  25.0  31.3  － 31.3  25.0  18.8  18.8  6.3  － － 

離婚 
（協議） 

209  32.5  21.5  39.7  32.1  22.5  9.6  11.0  15.8  10.5  5.7  11.0  10.5  13.4  1.9  9.6  17.2  

離婚 
（調停） 

41  26.8  14.6  36.6  39.0  19.5  4.9  12.2  14.6  17.1  2.4  12.2  7.3  12.2  － 7.3  19.5  

離婚 
（審判） 

0 － － － － － － － － － － － － － － － － 

離婚 
（裁判） 

9  44.4  33.3  44.4  44.4  44.4  33.3  22.2  11.1  11.1  11.1  11.1  11.1  22.2  － 22.2  － 

遺 棄 （ 家
出など） 

8  37.5  25.0  50.0  37.5  37.5  12.5  12.5  12.5  － 12.5  12.5  12.5  12.5  － － 12.5  

生死不明 1  － － － － － － － － － － － － － － － 
100.

0  

未婚での
子の出生 

2  － － 50.0  － 50.0  － － － － － － － － － － 50.0  

その他 8  37.5  － 25.0  25.0  37.5  － 12.5  12.5  － － － 12.5  37.5  － 37.5  25.0  
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現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．生活費

２．借金の返済

３．子どもの養育・教育

４．家事

５．あなたの就職や仕事

６．住居

７．病気や医療

８．相談相手がいないこと

９．勤務先や近所とのつき合い

10．家族や親戚とのつき合い

11．異性とのつき合い・再婚のこと

12．老後のこと

13．母子家庭に対する差別や偏見

14．その他

15．困っていることはない

不明・無回答

54.3

11.0

49.5

14.5

31.8

16.4

22.3

10.1

8.8

7.7

8.9

36.4

15.3

4.4

8.6

8.3

35.0

19.4

38.9

27.5

20.5

6.5

12.4

16.3

8.8

6.0

20.2

25.6

12.4

2.1

12.4

14.2

0 20 40 60

54.311.0 49.514.5 31.816.4 22.310.18.87.78.9 36.415.34.4 8.68.3
35.019.4 38.927.520.56.5 12.4 16.38.86.0 20.2 25.612.42.1 12.414.2

0 20 40 60

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

13．母子（父子）家庭に対する差別や偏見
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「1．生活費」「３．子どもの養育・教育」について，年齢区分に関わ

らず概ね割合が高くなっています。 

父子家庭では，「３．子どもの養育・教育」の割合が，年齢区分に関わらず高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や
仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の 

つ
き
合
い 

家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の

こ
と 

老
後
の
こ
と 

母
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や

偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

20歳未満 － － － － － － － － － － － － － － － － － 

20～24歳 － － － － － － － － － － － － － － － － － 

25～29歳 42  61.9  7.1  45.2  16.7  40.5  19.0  16.7  9.5  9.5  7.1  14.3  26.2  21.4  2.4  4.8  7.1  

30～34歳 75  50.7  6.7  53.3  10.7  30.7  16.0  13.3  9.3  9.3  10.7  16.0  32.0  25.3  4.0  12.0  8.0  

35～39歳 162  55.6  11.1  48.1  15.4  35.8  12.3  18.5  12.3  12.3  8.0  13.0  33.3  17.9  4.3  9.9  4.3  

40～44歳 210  48.6  10.0  49.0  17.6  30.0  14.3  24.3  8.1  7.6  7.1  7.6  33.8  15.2  3.8  9.0  11.0  

45～49歳 189  60.3  15.3  56.1  15.3  33.9  24.3  26.5  12.2  10.6  6.9  5.8  42.3  14.3  5.8  6.9  7.4  

50歳以上 104  47.1  9.6  37.5  6.7  23.1  14.4  26.0  6.7  5.8  5.8  2.9  42.3  5.8  3.8  10.6  10.6  

 

〔父子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や
仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の 

つ
き
合
い 

家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の

こ
と 

老
後
の
こ
と 

父
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や

偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

20歳未満 2  － － － － － － － － － － － － － － 100.0  － 

20～24歳 1  100.0  100.0  － － 100.0  100.0  － － 100.0  － － 100.0  － － － － 

25～29歳 3  33.3  － 66.7  66.7  － － － － － － 33.3  33.3  33.3  － － － 

30～34歳 23  34.8  21.7  34.8  26.1  17.4  13.0  13.0  13.0  13.0  8.7  39.1  17.4  21.7  4.3  21.7  13.0  

35～39歳 42  19.0  14.3  42.9  23.8  11.9  4.8  14.3  9.5  7.1  4.8  21.4  9.5  21.4  － 19.0  9.5  

40～44歳 76  38.2  17.1  44.7  18.4  19.7  6.6  6.6  21.1  9.2  11.8  25.0  18.4  11.8  3.9  14.5  14.5  

45～49歳 93  36.6  21.5  36.6  29.0  26.9  6.5  16.1  16.1  11.8  3.2  17.2  30.1  10.8  2.2  9.7  14.0  

50歳以上 119  37.8  22.7  38.7  28.6  21.8  5.9  12.6  16.0  6.7  3.4  15.1  31.9  10.1  1.7  10.1  16.0  
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【世帯収入別】 

世帯年収別にみると，母子家庭では，「２００万円未満」で「１．生活費」の割合が高く，２００万円以

上で「３．子どもの養育・教育」の割合が他の区分に比べ高くなっています。 

父子家庭では，４００万円未満で，「１，生活費」の割合が高く，４００万円以上で「３，子どもの養育・

教育」の割合が高くなっています。 

 

〔母子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や
仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の
つ
き
合
い 

家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の
こ
と 

老
後
の
こ
と 

母
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や
偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

50 万円 
未満 

30  66.7  10.0  60.0  20.0  50.0  16.7  16.7  26.7  16.7  3.3  13.3  30.0  26.7  3.3  3.3  3.3  

50～100 万
円未満 

31  58.1  6.5  41.9  9.7  41.9  12.9  29.0  3.2  － 3.2  3.2  35.5  3.2  12.9  6.5  6.5  

100 ～ 150 
万円未満 

52  80.8  17.3  75.0  13.5  51.9  40.4  26.9  13.5  15.4  11.5  5.8  51.9  26.9  5.8  1.9  3.8  

150 ～ 200 
万円未満 

75  73.3  13.3  49.3  20.0  46.7  22.7  24.0  6.7  12.0  2.7  10.7  37.3  10.7  4.0  6.7  4.0  

200 ～ 250 
万円未満 

77  57.1  6.5  59.7  15.6  39.0  11.7  20.8  16.9  14.3  14.3  7.8  40.3  18.2  1.3  2.6  3.9  

250 ～ 300 
万円未満 

59  57.6  10.2  61.0  15.3  35.6  15.3  20.3  15.3  13.6  13.6  8.5  44.1  15.3  3.4  6.8  3.4  

300 ～ 350 
万円未満 

50  46.0  12.0  56.0  20.0  34.0  20.0  28.0  6.0  10.0  10.0  6.0  42.0  20.0  4.0  12.0  6.0  

350 ～ 400 
万円未満 

28  39.3  7.1  50.0  10.7  32.1  7.1  14.3  10.7  14.3  14.3  10.7  28.6  7.1  10.7  7.1  － 

400 ～ 500 
万円未満 

44  38.6  6.8  40.9  6.8  20.5  11.4  29.5  4.5  6.8  4.5  11.4  29.5  9.1  4.5  18.2  6.8  

500 ～ 600 
万円未満 

20  30.0  20.0  60.0  25.0  15.0  5.0  15.0  15.0  10.0  5.0  15.0  40.0  25.0  － 15.0  5.0  

600 ～ 700 
万円未満 

14  7.1  14.3  42.9  21.4  7.1  － 28.6  21.4  － 7.1  14.3  35.7  21.4  7.1  28.6  － 

700 ～ 800 
万円未満 

9  － － 22.2  － 11.1  － 11.1  － 11.1  － － 22.2  11.1  － 55.6  22.2  

800 万円以
上 

14  21.4  － 28.6  7.1  21.4  7.1  21.4  14.3  7.1  14.3  21.4  50.0  14.3  － 35.7  － 
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〔父子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

生
活
費 

借
金
の
返
済 

子
ど
も
の
養
育
・
教
育 

家
事 

あ
な
た
の
就
職
や
仕
事 

住
居 

病
気
や
医
療 

相
談
相
手
が
い
な
い
こ
と 

勤
務
先
や
近
所
と
の 

つ
き
合
い 

家
族
や
親
戚
と
の
つ
き
合
い 

異
性
と
の
つ
き
合
い
・
再
婚
の
こ
と 

老
後
の
こ
と 

父
子
家
庭
に
対
す
る
差
別
や
偏
見 

そ
の
他 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

50 万 円 未
満 

5  40.0  40.0  － 20.0  60.0  20.0  20.0  － 20.0  － 40.0  60.0  － － － － 

50～100 万
円未満 

5  80.0  － 20.0  40.0  40.0  － 40.0  20.0  － － 40.0  － 20.0  － － － 

100 ～ 150 
万円未満 

9  44.4  33.3  33.3  22.2  33.3  22.2  22.2  11.1  － － － 11.1  － － 22.2  11.1  

150 ～ 200 
万円未満 

16  68.8  37.5  50.0  50.0  31.3  12.5  31.3  25.0  12.5  12.5  12.5  31.3  18.8  6.3  6.3  6.3  

200 ～ 250 
万円未満 

28  46.4  17.9  46.4  21.4  25.0  10.7  7.1  10.7  7.1  3.6  10.7  21.4  10.7  － 10.7  14.3  

250 ～ 300 
万円未満 

21  52.4  33.3  66.7  38.1  33.3  19.0  14.3  23.8  9.5  9.5  23.8  33.3  19.0  － 9.5  4.8  

300 ～ 350 
万円未満 

17  47.1  47.1  41.2  17.6  35.3  5.9  11.8  29.4  23.5  17.6  29.4  35.3  23.5  5.9  5.9  11.8  

350 ～ 400 
万円未満 

19  31.6  10.5  31.6  26.3  31.6  － 10.5  21.1  5.3  － 26.3  36.8  10.5  － 26.3  5.3  

400 ～ 500 
万円未満 

29  34.5  17.2  41.4  37.9  31.0  3.4  10.3  17.2  17.2  3.4  24.1  24.1  17.2  3.4  6.9  17.2  

500 ～ 600 
万円未満 

31  19.4  19.4  48.4  32.3  19.4  － 16.1  19.4  9.7  9.7  22.6  32.3  12.9  3.2  19.4  6.5  

600 ～ 700 
万円未満 

20  35.0  20.0  45.0  20.0  5.0  5.0  5.0  25.0  10.0  10.0  20.0  30.0  15.0  － 15.0  10.0  

700 ～ 800 
万円未満 

11  36.4  36.4  36.4  9.1  － － 9.1  27.3  9.1  9.1  54.5  54.5  9.1  9.1  9.1  － 

800 万円以
上 

21  9.5  4.8  23.8  23.8  9.5  － 4.8  9.5  － － 19.0  19.0  4.8  4.8  14.3  28.6  
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問３８ あなたが，母子（父子）家庭になられた当時，困った問題が起きた場合，どなた

に相談しましたか。また，現在どなたに相談しますか。（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「１．自分で解決」「３．両親・親戚などに相談」の割合が高くなっています

が，「１．自分で解決」では，父子家庭が母子家庭よりも割合が高く，「３．両親・親戚などに相談」では，

母子家庭が父子家庭よりも高くなっています。この傾向は，「当時」と「現在」の比較でも同様となってい

ます。なお，「７．公的な機関に相談」については，母子家庭，父子家庭ともに「当時」が「現在」よりも

高くなっています。 

また，当時では「４．友人・知人に相談」「７．公的な機関に相談」については，母子家庭では父子家庭

の２倍以上割合が高くなっています。 

 

当時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．自分で解決

２．自分の子どもに相談

３．両親・親戚などに相談

４．友人・知人に相談

５．近所の人に相談

６．職場の上司・同僚に相談

７．公的な機関に相談

８．前の配偶者に相談

９．その他

10．相談相手がいない，方法がわからない

不明・無回答

47.4

9.6

55.0

42.3

3.4

9.0

22.2

2.2

2.7

0.6

5.9

54.7

8.8

46.4

19.7

3.9

11.4

10.6

3.6

0.8

2.1

8.5

0 20 40 60

47.49.6 55.042.33.4 9.0 22.22.22.70.6 5.9 54.78.8 46.419.73.9 11.410.63.60.82.1 8.5

0 20 40 60

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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【ひとり親になった年齢別】 

ひとり親になった年齢別にみると，母子家庭，父子家庭ともに年齢が高くなるにつれて「３．両親・親

戚などに相談」の割合が低くなり，一方で，「１．自分で解決」の割合が高くなる傾向にあります。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
分
で
解
決 

自
分
の
子
ど
も
に
相
談 

両
親
・
親
戚
な
ど
に
相
談 

友
人
・
知
人
に
相
談 

近
所
の
人
に
相
談 

職
場
の
上
司
・
同
僚
に
相
談 

公
的
な
機
関
に
相
談 

前
の
配
偶
者
に
相
談 

そ
の
他 

相
談
相
手
が
い
な
い
，
方
法
が

わ
か
ら
な
い 

不
明
・
無
回
答 

20 歳未満 9  44.4  － 55.6  44.4  11.1  11.1  44.4  － － － － 

20～24 歳 37  40.5  － 73.0  43.2  2.7  16.2  16.2  5.4  2.7  2.7  5.4  

25～29 歳 108  51.9  － 53.7  39.8  3.7  5.6  23.1  0.9  0.9  0.9  2.8  

30～34 歳 182  50.0  6.6  58.8  42.3  2.2  7.7  21.4  2.7  2.7  － 5.5  

35～39 歳 197  42.1  11.7  54.3  43.1  3.0  8.6  21.8  2.0  4.6  0.5  7.1  

40～44 歳 119  52.9  13.4  58.8  43.7  6.7  10.9  25.2  2.5  2.5  0.8  3.4  

45～49 歳 62  53.2  29.0  46.8  54.8  3.2  19.4  27.4  － 1.6  － 3.2  

50 歳以上 15  46.7  26.7  33.3  33.3  － － 6.7  － － － 13.3  

 

〔父子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
分
で
解
決 

自
分
の
子
ど
も
に
相
談 

両
親
・
親
戚
な
ど
に
相
談 

友
人
・
知
人
に
相
談 

近
所
の
人
に
相
談 

職
場
の
上
司
・
同
僚
に
相
談 

公
的
な
機
関
に
相
談 

前
の
配
偶
者
に
相
談 

そ
の
他 

相
談
相
手
が
い
な
い
，
方
法
が

わ
か
ら
な
い 

不
明
・
無
回
答 

20 歳未満 2  50.0  － 100.0  － － 50.0  － － － － － 

20～24 歳 6  50.0  － 100.0  － － 16.7  － － － － － 

25～29 歳 24  37.5  4.2  54.2  37.5  － 20.8  12.5  4.2  － － 4.2  

30～34 歳 39  48.7  5.1  61.5  15.4  2.6  10.3  5.1  2.6  － 2.6  5.1  

35～39 歳 92  48.9  10.9  55.4  20.7  4.3  13.0  10.9  3.3  － 3.3  4.3  

40～44 歳 74  66.2  8.1  45.9  21.6  5.4  13.5  14.9  2.7  4.1  1.4  5.4  

45～49 歳 58  55.2  17.2  37.9  17.2  6.9  1.7  6.9  3.4  － － 17.2  

50 歳以上 45  66.7  6.7  26.7  11.1  4.4  6.7  13.3  6.7  － － 13.3  
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現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．自分で解決

２．自分の子どもに相談

３．両親・親戚などに相談

４．友人・知人に相談

５．近所の人に相談

６．職場の上司・同僚に相談

７．公的な機関に相談

８．前の配偶者に相談

９．その他

10．相談相手がいない，方法がわからない

不明・無回答

52.8

21.8

48.6

41.7

3.5

9.5

12.4

1.7

3.0

1.4

6.1

58.3

12.2

39.4

17.9

2.6

6.7

7.5

3.1

0.5

1.8

10.9

0 20 40 60 80

52.821.8 48.641.73.5 9.512.41.73.01.4 6.1 58.312.2 39.417.92.6 6.77.53.10.51.8 10.9

0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「１．自分で解決」の割合が年齢区分に関わらず高くなっており，「当

時」と比較すると年齢の低い区分にも広がっています。 

父子家庭では，年齢が高くなるにつれて「３，両親・親戚などに相談」の割合が低くなり，一方で，「１．

自分で解決」の割合が他の区分に比べ高くなる傾向にあり，「当時」と同様の傾向にあります。 

 

 

〔母子家庭〕 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
分
で
解
決 

自
分
の
子
ど
も
に
相
談 

両
親
・
親
戚
な
ど
に
相
談 

友
人
・
知
人
に
相
談 

近
所
の
人
に
相
談 

職
場
の
上
司
・
同
僚
に
相
談 

公
的
な
機
関
に
相
談 

前
の
配
偶
者
に
相
談 

そ
の
他 

相
談
相
手
が
い
な
い
， 

方
法
が
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

20 歳未満 － － － － － － － － － － － － 

20～24 歳 － － － － － － － － － － － － 

25～29 歳 42  50.0  4.8  54.8  45.2  － 9.5  14.3  － 2.4  2.4  2.4  

30～34 歳 75  60.0  10.7  53.3  50.7  4.0  9.3  10.7  － － 2.7  5.3  

35～39 歳 162  53.1  12.3  56.2  47.5  5.6  10.5  15.4  1.9  5.6  － 4.3  

40～44 歳 210  46.2  21.0  50.0  35.7  2.4  10.5  11.0  1.9  5.2  1.9  8.1  

45～49 歳 189  59.3  30.7  46.0  45.5  2.6  8.5  12.7  2.1  1.6  1.6  2.6  

50 歳以上 104  54.8  40.4  33.7  34.6  6.7  9.6  14.4  1.9  1.0  － 11.5  

 

〔父子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
分
で
解
決 

自
分
の
子
ど
も
に
相
談 

両
親
・
親
戚
な
ど
に
相
談 

友
人
・
知
人
に
相
談 

近
所
の
人
に
相
談 

職
場
の
上
司
・
同
僚
に
相
談 

公
的
な
機
関
に
相
談 

前
の
配
偶
者
に
相
談 

そ
の
他 

相
談
相
手
が
い
な
い
， 

方
法
が
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

20 歳未満 2  － 50.0  50.0  50.0  － 50.0  － － － － － 

20～24 歳 1  100.0  － 100.0  － － － － － － － － 

25～29 歳 3  33.3  － 66.7  33.3  － － 33.3  － － － － 

30～34 歳 23  39.1  8.7  60.9  17.4  4.3  30.4  4.3  － － － 13.0  

35～39 歳 42  61.9  11.9  42.9  23.8  2.4  9.5  4.8  7.1  － 4.8  9.5  

40～44 歳 76  56.6  10.5  50.0  15.8  2.6  5.3  3.9  3.9  － 1.3  9.2  

45～49 歳 93  55.9  12.9  39.8  21.5  3.2  3.2  8.6  － － 2.2  9.7  

50 歳以上 119  65.5  14.3  26.1  15.1  2.5  4.2  9.2  5.0  1.7  0.8  13.4  

 



Ⅲ 調査結果 

120 

 

問３８で「公的な機関に相談」を選んだ方にお聞きします。 

問３９ あなたが，これまで悩みごとなどを相談したことがある公の機関等についてお答

えください。（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「４．福祉事務所（子ども支援センター）」の割合が最も高く，次いで「５．

児童福祉センター（児童相談所・発達相談所）」，「２０．学校」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.52.3 46.125.19.6 13.24.65.90.9 20.518.711.00.5 22.814.2 19.67.3 24.222.820.112.82.3
12.20.0 12.2 46.934.78.28.24.10.00.0 10.22.00.0 8.210.212.24.1 30.618.48.28.26.12.3

0 20 40 60

母子家庭(N=219)

父子家庭(N=49)

％

１．民生・児童委員・主任児童委員

２．市政協力委員や町内会長など

３．市会議員・府議会議員

４．福祉事務所（子ども支援センター）

５．児童福祉センター（児童相談所・発達相談所）

６．京都市ひとり親家庭支援センターゆめあす

７．市民相談・区民相談

８．保健センター

９．京都市男女共同参画センター（ウイングス京都）

10．京都府男女共同参画センター（らら京都）

11．公共職業安定所（ハローワーク）

12．マザーズハローワーク烏丸御池

13．マザーズジョブカフェ（京都テルサ内）

14．京都ジョブパーク（京都テルサ内）

15．交通事故相談所

16．家庭裁判所

17．警察署

18．保育園（所）・幼稚園

19．児童館

20．学校

21．弁護士会の法律相談センター

22．日本司法支援センター（法テラス）

23．その他

不明・無回答

9.1

0.5

2.3

46.1

25.1

9.6

13.2

4.6

5.9

0.9

20.5

18.7

11.0

0.5

22.8

14.2

19.6

7.3

24.2

22.8

20.1

12.8

2.3

12.2

12.2

46.9

34.7

8.2

8.2

4.1

10.2

2.0

8.2

10.2

12.2

4.1

30.6

18.4

8.2

8.2

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60
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１０ 現在行われている福祉施策等について 

問４０ あなたが知っている，又は利用したことのある制度・施策についてお答えくださ

い。（複数回答可） 

母子家庭，父子家庭ともに「１．児童手当」については「知っている」「利用したことがある」のいずれ

でも高い割合になっています。 

一方で，「２．児童扶養手当」「５．ひとり親家庭等医療費支給制度」「10．公営住宅の優先入居」につ

いては「知っている」「利用したことがある」の割合は父子家庭が母子家庭よりも低くなっています。 

「６．生活保護」を「利用したことがある」割合は，母子家庭が父子家庭よりも高くなっています。 

 

【知っている】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．児童手当

２．児童扶養手当

３．母子福祉資金貸付制度

４．母子生活支援施設（野菊荘，本願寺
    ウィスタリアガーデン，東山ファミリーホーム，
    ヴェインテ）

５．ひとり親家庭等医療費支給制度

６．生活保護

７．ひとり親家庭日常生活支援事業

８．ショートステイ

９．トワイライトステイ

10．公営住宅の優先入居

11．職業訓練手当支給制度

12．自立支援教育訓練給付金事業

13．高等技能訓練促進費事業

不明・無回答

90.1

87.1

36.1

14.8

66.7

70.3

9.1

15.7

9.4

37.2

40.3

18.3

12.7

3.2

79.8

47.2

36.5

43.8

6.7

6.5

4.4

10.4

11.4

4.7

3.6

16.3

0 20 40 60 80 100

90.187.136.114.8 66.770.39.1 15.79.4 37.240.318.312.73.2
79.847.20.00.0 36.5 43.86.76.54.4 10.411.44.73.6 16.3

0 20 40 60 80 100

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭では，「２５～２９歳」，「３０～３４歳」で「６．生活保護」の割合が他の区

分に比べ高く，父子家庭では，母子家庭に比べ割合が概ね低い傾向があります。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

児
童
手
当 

児
童
扶
養
手
当 

母
子
福
祉
資
金
貸
付
制
度 

母
子
生
活
支
援
施
設
（
野
菊

荘
，
本
願
寺
ウ
ィ
ス
タ
リ
ア
ガ

ー
デ
ン
，
東
山
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ

ー
ム
，
ヴ
ェ
イ
ン
テ
） 

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
支

給
制
度 

生
活
保
護 

ひ
と
り
親
家
庭
日
常
生
活
支

援
事
業 

20 歳未満 － － － － － － － － 

20～24 歳 － － － － － － － － 

25～29 歳 42  100.0  97.6  38.1  23.8  76.2  83.3  9.5  

30～34 歳 75  97.3  97.3  33.3  16.0  74.7  82.7  10.7  

35～39 歳 162  93.2  87.0  31.5  16.7  71.0  70.4  6.8  

40～44 歳 210  91.0  83.3  35.2  11.4  68.1  65.7  6.2  

45～49 歳 189  89.9  87.8  41.8  15.3  61.9  69.8  11.6  

50 歳以上 104  79.8  81.7  34.6  14.4  61.5  65.4  12.5  

 

区分 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ 

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ 

公
営
住
宅
の
優
先
入
居 

職
業
訓
練
手
当
支
給
制
度 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

事
業 

高
等
技
能
訓
練
促
進
費
事
業 

無
回
答 

 

20 歳未満 － － － － － － －  

20～24 歳 － － － － － － －  

25～29 歳 28.6  16.7  52.4  50.0  14.3  16.7  －  

30～34 歳 16.0  9.3  54.7  49.3  22.7  21.3  －  

35～39 歳 20.4  13.0  39.5  38.9  17.9  13.6  1.2   

40～44 歳 13.8  7.6  34.3  39.0  18.6  10.0  4.3   

45～49 歳 14.8  7.9  34.9  41.8  22.2  11.6  2.6   

50 歳以上 9.6  7.7  27.9  35.6  15.4  11.5  9.6   
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〔父子家庭〕 

 

                  単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

児
童
手
当 

児
童
扶
養
手
当 

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費 

支
給
制
度 

生
活
保
護 

ひ
と
り
親
家
庭
日
常
生
活
支

援
事
業 

20 歳未満 2  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  

20～24 歳 1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

25～29 歳 3  66.7  66.7  66.7  66.7  － 

30～34 歳 23  87.0  69.6  47.8  56.5  4.3  

35～39 歳 42  88.1  52.4  40.5  45.2  11.9  

40～44 歳 76  85.5  48.7  40.8  40.8  9.2  

45～49 歳 93  84.9  50.5  34.4  46.2  4.3  

50 歳以上 119  70.6  39.5  31.9  39.5  4.2  

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ 

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ 

公
営
住
宅
の
優
先
入
居 

職
業
訓
練
手
当
支
給
制
度 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

事
業 

高
等
技
能
訓
練
促
進
費
事
業 

無
回
答 

20 歳未満 2  － － 50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  

20～24 歳 1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  － 

25～29 歳 3  － － － － － － 33.3  

30～34 歳 23  － － 30.4  17.4  － 8.7  8.7  

35～39 歳 42  9.5  9.5  11.9  14.3  4.8  4.8  9.5  

40～44 歳 76  7.9  6.6  14.5  18.4  9.2  9.2  11.8  

45～49 歳 93  2.2  － 2.2  8.6  4.3  1.1  15.1  

50 歳以上 119  8.4  5.0  8.4  6.7  1.7  － 21.8  
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【利用している・利用したことがある】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.171.05.92.7 54.819.00.61.70.34.07.72.42.0 11.2
65.331.90.00.0 25.64.90.31.60.81.00.80.00.0 30.6

0 20 40 60 80 100

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)

％

１．児童手当

２．児童扶養手当

３．母子福祉資金貸付制度

４．母子生活支援施設（野菊荘，本願寺
    ウィスタリアガーデン，東山ファミリーホーム，
    ヴェインテ）

５．ひとり親家庭等医療費支給制度

６．生活保護

７．ひとり親家庭日常生活支援事業

８．ショートステイ

９．トワイライトステイ

10．公営住宅の優先入居

11．職業訓練手当支給制度

12．自立支援教育訓練給付金事業

13．高等技能訓練促進費事業

不明・無回答

79.1

71.0

5.9

2.7

54.8

19.0

0.6

1.7

0.3

4.0

7.7

2.4

2.0

11.2

65.3

31.9

25.6

4.9

0.3

1.6

0.8

1.0

0.8

0.0

0.0

30.6

0 20 40 60 80 100
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問４１ 京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすについてお答えください。 

（１）京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすを知っていますか。 

母子家庭，父子家庭ともに「３．知らない」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.71.6 11.37.0 79.485.0 4.56.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．利用したことがある ２．知っているが，利用したことがない

３．知らない 不明・無回答

N =

母子家庭 865

父子家庭 386

1.6

5.0

7.0

11.3

85.0

79.4

6.5

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）下表の京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすの事業を知っていたり，これまで

に利用したことがありますか。また興味がありますか。（複数回答可） 

「知っている」では，全ての項目において，母子家庭が父子家庭よりも割合が高くなっています。 

一方で，「これまで利用したことがある」では，父子家庭が母子家庭よりも高い割合を示す項目が多くみ

られます。また，「就業の相談」では，「知っている」では母子家庭の方が割合が高くなっていますが，「こ

れまで利用したことがある」では父子家庭の方が割合が高くなっています。 

「パソコン講習会」では，母子家庭で「知っている」「これまで利用したことがある」「興味がある」い

ずれの分類でも，父子家庭よりも割合が高くなっています。 

 

【知っている】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．就業の相談

２．仕事に役立つセミナー（就職準備セミナー）

３．自立支援プログラム

４．パソコン講習会

５．パソコン自習支援

６．無料法律相談

７．養育費・子どもとの面会交流などの相談

８．日常生活の相談

９．親と子の交流会（バーベキュー等）

10．生活に役立つセミナー（育児，クッキング，
     健康づくりに関する講習等）

11．mama*cafe 　（お母さんの交流会）

12．着物の貸出し

不明・無回答

55.3

46.1

43.3

53.9

34

48.9

26.2

28.4

40.4

33.3

48.9

28.4

27.7

39.4

30.3

33.3

27.3

15.2

24.2

12.1

18.2

24.2

15.2

9.1

36.4

0 20 40 60 80

55.346.143.3 53.934 48.926.228.4 40.433.3 48.928.427.7
39.430.333.327.315.2 24.212.1 18.2 24.215.29.1 36.4

0 20 40 60

母子家庭(N=141)

父子家庭(N=33)
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【これまで利用したことがある】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．就業の相談

２．仕事に役立つセミナー（就職準備セミナー）

３．自立支援プログラム

４．パソコン講習会

５．パソコン自習支援

６．無料法律相談

７．養育費・子どもとの面会交流などの相談

８．日常生活の相談

９．親と子の交流会（バーベキュー等）

10．生活に役立つセミナー（育児，クッキング，
     健康づくりに関する講習等）

11．mama*cafe 　（お母さんの交流会）

12．着物の貸出し

不明・無回答

25.6

30.2

16.3

30.2

9.3

27.9

14.0

20.9

20.9

11.6

7.0

2.3

33.3

16.7

33.3

16.7

33.3

33.3

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

25.6 30.216.3 30.29.3 27.90.0 14.0 20.920.911.67.02.3
33.316.7 33.316.70.00.00.00.0 33.333.316.716.7

0 20 40

母子家庭(N=43)

父子家庭(N=6)
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【興味がある】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．就業の相談

２．仕事に役立つセミナー（就職準備セミナー）

３．自立支援プログラム

４．パソコン講習会

５．パソコン自習支援

６．無料法律相談

７．養育費・子どもとの面会交流などの相談

８．日常生活の相談

９．親と子の交流会（バーベキュー等）

10．生活に役立つセミナー（育児，クッキング，
     健康づくりに関する講習等）

11．mama*cafe 　（お母さんの交流会）

12．着物の貸出し

不明・無回答

10.9

7.9

8.7

16.1

6.9

11.2

3.4

3.9

7.2

4.9

4.9

7.2

65.3

10.4

5.2

4.9

11.4

7.8

14.8

3.9

7.5

8.8

8.5

4.1

68.4

0 20 40 60 80

10.97.98.7 16.16.9 11.23.43.97.24.94.97.2 65.3
10.45.24.9 11.47.8 14.83.9 7.58.88.50.0 4.1 68.4

0 20 40 60 80

母子家庭(N=865)

父子家庭(N=386)
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（３）京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすでのひとり親家庭の方のみを対象とした

イベントや，参加者同士での情報交換や意見交換ができる場に参加したいですか。 

母子家庭，父子家庭ともに同様の傾向が見られますが，「１．参加したい」の割合は，母子家庭よりも父

子家庭の方が少し高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）で「参加したくない」，「わからない」と答えた方にお聞きします。 

（４）参加したくない，わからない理由についてお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「１．参加する時間がない」の割合が最も高く，次いで「２．参加する必要

性を感じない」の割合が高くなっています。 

また，「４．自分の家庭の事情を他人に知られたくない」といったプライバシーを理由としたものも母子

家庭，父子家庭ともに約１割見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

母子家庭 865

父子家庭 386 13.5

10.8

4.7

4.6

23.8

27.4

50.8

49.8

7.3

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

母子家庭 668

父子家庭 288 39.2

43.7

21.2

20.1

12.5

8.4

9.7

10.9

10.4

10.5

6.9

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

43.739.2 20.121.2 8.412.5 10.99.7 10.510.4 6.46.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．参加する時間がない

２．参加する必要性を感じない

３．参加するのが面倒

４．自分の家庭の事情を他人に知られたくない

５．その他

不明・無回答

10.813.5 4.64.7 27.423.8 49.850.8 7.47.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．参加したい ２．母子家庭だけが対象なら参加したい

３．参加したくない ４．わからない

不明・無回答

49.850.8 7.47.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．参加したい ２．母子（父子）家庭だけが対象なら参加したい

３．参加したくない ４．わからない

不明・無回答
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１１ 行政施策等について 

問４２ 下記の問いについてあなたの実感に近いものを項目ごとにお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「２．身近に小児医療が受けられる環境が整っているので安心できる」で「１．

そう思う」と「２，どちらかというとそう思う」を合わせた“思う”の割合が高くなっています。 

また，母子家庭，父子家庭ともに「12．子どもがいなかったら生活が楽になると思うことがある」で「４．

どちらかというとそう思わない」と「５．そう思わない」を合わせた“思わない”の割合が高くなってい

ます。 

 

〔母子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 20.5 45.2 8.9 9.4 10.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．そう思う ２．どちらかというとそう思う
３．どちらともいえない ４．どちらかというとそう思わない
５．そう思わない 不明・無回答

N =865

１．乳幼児健診でのアドバイスや
     アフターフォローが充実している

２．身近に小児医療が受けられる環境
     が整っているので安心できる

３．必要な時に保育施設等や学童
     クラブ等を利用できる環境である

４．保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・
     家族の病気等）の時に，必要な支援
     を受けられる環境である
５．障害や，保護者の養護が足りない
     など，配慮を要する子どもの状況に
     応じた支援が行われている

６．子どもがいても仕事と生活は両立
     できる環境である

７．子育てに不安を感じたとき気軽に
     相談できるところがある

８．子どもへの教育環境は充実している

９．青少年が健全に育つ環境である

10．身近に，自宅以外の子どもの
      居場所や遊び場がある

11．世間には，ひとり親家庭に対する
      偏見があると思う

12．子どもがいなかったら生活が楽に
      なると思うことがある

7.6

5.4

4.7

12.6

19.2

7.6

16.3

21.5

20.1

22.8

22.3

9.7

30.4

34.8

40.8

24.7

29.5

20.5

18.3

16.6

14.1

16.4

11.0

9.7

19.4

13.8

11.8

15.1

10.3

45.4 7.1

3.1

11.4

19.7

6.0

2.3

8.7 20.7

11.0

8.2

23.1

30.4

20.5

26.9

50.1

37.6

31.8

26.9

45.2

16.6

13.1

21.5

12.8

8.7

8.9

19.1

13.5

20.7

5.5

11.4

9.4 10.1

8.8

9.4

8.9

10.1

8.0

8.0

7.9

8.4

8.3

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%N =386

１．乳幼児健診でのアドバイスや
     アフターフォローが充実している

２．身近に小児医療が受けられる環境
     が整っているので安心できる

３．必要な時に保育施設等や学童
     クラブ等を利用できる環境である

４．保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・
     家族の病気等）の時に，必要な支援
     を受けられる環境である
５．障害や，保護者の養護が足りない
     など，配慮を要する子どもの状況に
     応じた支援が行われている

６．子どもがいても仕事と生活は両立
     できる環境である

７．子育てに不安を感じたとき気軽に
     相談できるところがある

８．子どもへの教育環境は充実している

９．青少年が健全に育つ環境である

10．身近に，自宅以外の子どもの
      居場所や遊び場がある

11．世間には，ひとり親家庭に対する
      偏見があると思う

12．子どもがいなかったら生活が楽に
      なると思うことがある

3.6
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5.4

11.4

15.0

7.5

7.5

19.7
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8.0
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13.0
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16.3

7.0

9.8

16.1
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34.5
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〔父子家庭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =386

１．乳幼児健診でのアドバイスや
     アフターフォローが充実している

２．身近に小児医療が受けられる環境
     が整っているので安心できる

３．必要な時に保育施設等や学童
     クラブ等を利用できる環境である

４．保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・
     家族の病気等）の時に，必要な支援
     を受けられる環境である
５．障害や，保護者の養護が足りない
     など，配慮を要する子どもの状況に
     応じた支援が行われている

６．子どもがいても仕事と生活は両立
     できる環境である

７．子育てに不安を感じたとき気軽に
     相談できるところがある

８．子どもへの教育環境は充実している

９．青少年が健全に育つ環境である

10．身近に，自宅以外の子どもの
      居場所や遊び場がある

11．世間には，ひとり親家庭に対する
      偏見があると思う

12．子どもがいなかったら生活が楽に
      なると思うことがある

3.6

5.7

5.4

11.4

15.0

7.5

7.5

19.7

20.2

23.1

13.5

11.1

35.2

37.6

37.6

25.1

31.6

23.1

14.8

11.1
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12.4

9.3

7.0

23.3
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10.4

13.0

15.8

37.3 14.0

8.0

2.8

5.4

16.6

12.4

2.6

13.0

23.1

16.3

7.0

9.8

16.1

45.9

28.0

34.5

42.5

47.4

28.8

6.0

8.3

9.8

12.4

10.9

15.8

10.6

8.8

7.8

18.1

11.7

17.1

14.8

15.0

14.2

14.2

15.5

14.2

17.4

17.4

18.1

16.3

19.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．そう思う ２．どちらかというとそう思う
３．どちらともいえない ４．どちらかというとそう思わない
５．そう思わない 不明・無回答
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問４３ 母子（父子）家庭の自立・安定を図るため，あなたが市や国に要望したいことは

何ですか。５つまでお答えください。 

母子家庭，父子家庭ともに「３．年金・手当など経済的支援を充実する」の割合が最も高くなっていま

す。 

また，母子家庭では，「１．職業訓練の場や働く機会を増やすなど安定的な就業の支援を充実する」「２．

市営住宅などの公営住宅を増やすなど居住の確保がしやすい環境を整備する」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．職業訓練の場や働く機会を増やすなど
    安定的な就業の支援を充実する

２．市営住宅などの公営住宅を増やすなど居住の
　　確保がしやすい環境を整備する

３．年金・手当など経済的支援を充実する

４．健康診断や保健相談・指導を充実する

５．医療や介護サービスを充実する

６．保育園（所）を整備する

７．学童保育の場を増やす

８．生活上の悩みの相談窓口を充実する

９．学習や教養などを身につける機会を増やす

10．スポーツやレクリエーションに参加できる機会
　　 を増やす

11．いろいろな施設や制度のＰＲを充実する

12．民間ボランティアや社会福祉団体を育成する

13．ひとり親家庭に対する偏見のない世の中を
     つくる

14．子どもの居場所づくりや学習支援

15．養育費確保のためのアドバイス

16．その他

17．特に要望はない

不明・無回答

37.5

32.6

60.1

9.6

25.8

19.0

19.0
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26.7

9.8

13.5

16.3

10.4

5.4

11.9

2.6

16.6
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【年齢別】 

年齢別にみると，母子家庭，父子家庭ともに，すべての年齢層で「３．年金・手当など経済的支援を充

実する」の割合が高くなっています。また，母子家庭では，「２５～２９歳」，「３０～３４歳」で「６．保

育園（所）を整備する」の割合が他の区分に比べ高く，３割を超えています。 

 

 

〔母子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

職
業
訓
練
の
場
や
働
く
機
会
を

増
や
す
な
ど
安
定
的
な
就
業
の

支
援
を
充
実
す
る 

市
営
住
宅
な
ど
の
公
営
住
宅
を

増
や
す
な
ど
居
住
の
確
保
が
し

や
す
い
環
境
を
整
備
す
る 

年
金
・
手
当
な
ど
経
済
的
支
援

を
充
実
す
る 

健
康
診
断
や
保
健
相
談
・
指
導

を
充
実
す
る 

医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
充
実

す
る 

保
育
園
（
所
）
を
整
備
す
る 

学
童
保
育
の
場
を
増
や
す 

生
活
上
の
悩
み
の
相
談
窓
口
を

充
実
す
る 

学
習
や
教
養
な
ど
を
身
に
つ
け

る
機
会
を
増
や
す 

20 歳未満 － － － － － － － － － － 

20～24 歳 － － － － － － － － － － 

25～29 歳 42  40.5  19.0  50.0  4.8  19.0  38.1  26.2  9.5  11.9  

30～34 歳 75  40.0  41.3  54.7  8.0  12.0  34.7  24.0  5.3  29.3  

35～39 歳 162  43.2  29.6  57.4  8.0  17.3  19.8  27.2  9.3  25.3  

40～44 歳 210  35.2  31.4  63.8  11.9  24.8  14.8  19.5  7.1  17.6  

45～49 歳 189  37.0  37.0  66.1  9.5  38.1  15.3  11.1  12.7  22.2  

50 歳以上 104  37.5  28.8  58.7  9.6  36.5  17.3  13.5  5.8  14.4  

 

区分 

ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
参
加
で
き
る
機
会
を
増
や

す い
ろ
い
ろ
な
施
設
や
制
度
の
Ｐ

Ｒ
を
充
実
す
る 

民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
社
会
福

祉
団
体
を
育
成
す
る 

母
子
家
庭
に
対
す
る
偏
見
の
な

い
世
の
中
を
つ
く
る 

子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
や
学

習
支
援 

養
育
費
確
保
の
た
め
の
ア
ド
バ

イ
ス 

そ
の
他 

特
に
要
望
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

 

20 歳未満 － － － － － － － － －  

20～24 歳 － － － － － － － － －  

25～29 歳 4.8  4.8  － 31.0  28.6  7.1  － 2.4  14.3   

30～34 歳 8.0  5.3  1.3  16.0  34.7  10.7  1.3  1.3  17.3   

35～39 歳 3.1  7.4  0.6  19.1  31.5  19.1  4.3  3.1  10.5   

40～44 歳 1.9  6.2  0.5  20.0  28.1  14.3  3.3  4.3  11.4   

45～49 歳 1.6  11.6  4.8  14.3  20.1  14.8  2.1  2.6  10.6   

50 歳以上 1.9  18.3  1.9  12.5  23.1  12.5  3.8  5.8  13.5   
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〔父子家庭〕 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

職
業
訓
練
の
場
や
働
く
機
会
を

増
や
す
な
ど
安
定
的
な
就
業
の

支
援
を
充
実
す
る 

市
営
住
宅
な
ど
の
公
営
住
宅
を

増
や
す
な
ど
居
住
の
確
保
が
し

や
す
い
環
境
を
整
備
す
る 

年
金
・
手
当
な
ど
経
済
的
支
援

を
充
実
す
る 

健
康
診
断
や
保
健
相
談
・
指
導

を
充
実
す
る 

医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
充
実

す
る 

保
育
園
（
所
）
を
整
備
す
る 

学
童
保
育
の
場
を
増
や
す 

生
活
上
の
悩
み
の
相
談
窓
口
を

充
実
す
る 

学
習
や
教
養
な
ど
を
身
に
つ
け

る
機
会
を
増
や
す 

20 歳未満 2  － － － － － － － － － 

20～24 歳 1  100.0  100.0  100.0  － － 100.0  － － － 

25～29 歳 3  － 33.3  100.0  33.3  33.3  33.3  33.3  － 66.7  

30～34 歳 23  13.0  13.0  47.8  4.3  17.4  4.3  8.7  8.7  13.0  

35～39 歳 42  14.3  14.3  57.1  16.7  38.1  21.4  19.0  9.5  11.9  

40～44 歳 76  9.2  15.8  53.9  14.5  19.7  7.9  17.1  14.5  13.2  

45～49 歳 93  16.1  17.2  61.3  19.4  32.3  7.5  10.8  17.2  9.7  

50 歳以上 119  16.0  20.2  62.2  16.8  27.7  9.2  13.4  21.0  9.2  

 

区分 

ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
参
加
で
き
る
機
会
を
増
や

す い
ろ
い
ろ
な
施
設
や
制
度
の
Ｐ

Ｒ
を
充
実
す
る 

民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
社
会
福

祉
団
体
を
育
成
す
る 

父
子
家
庭
に
対
す
る
偏
見
の
な

い
世
の
中
を
つ
く
る 

子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
や
学

習
支
援 

養
育
費
確
保
の
た
め
の
ア
ド
バ

イ
ス 

そ
の
他 

特
に
要
望
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

 

20 歳未満 － － － － － － － 50.0  50.0   

20～24 歳 － － － － － － － － －  

25～29 歳 33.3  － － － 33.3  － － － －  

30～34 歳 21.7  13.0  8.7  30.4  26.1  17.4  8.7  4.3  26.1   

35～39 歳 11.9  9.5  4.8  14.3  23.8  19.0  4.8  4.8  7.1   

40～44 歳 1.3  13.2  1.3  13.2  23.7  18.4  5.3  3.9  15.8   

45～49 歳 3.2  14.0  2.2  24.7  19.4  20.4  7.5  2.2  14.0   

50 歳以上 4.2  9.2  1.7  13.4  16.8  17.6  2.5  5.9  10.9   
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N = 327 件

偏見に苦しむ

経済的に苦しい

就労しづらい，就労していても残業できない

子どもに負担をかけている

生活保護を受けること

子どもを預けるところがない、長時間預けられない

母子家庭だということで威圧的，下に見られる

相談できる人がいない，場所がない

自分が病気のとき

自分ひとりで決めなければいけない

父親を必要とする行事に参加できない

子どもに父親のことを言われる

かわいそうと哀れみの目で見られる

経済的援助について

自分に持病があること

ひとつに絞れない

子どもの反抗期

母子医療がないこと

前の夫のこと

父親のいる他の家族連れをみること

女のみの世帯のため，犯罪等が不安

住宅を借りるときに身元保証人がいない

子どもの教育について

母子家庭になったこと

毎日の生活

不安，ストレスがある

子どもがいじめられること

その他
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問４４ 母子（父子）家庭ということで，これまで何かつらい思いをされたことがありま

したら，お聞かせください。 

  母子家庭，父子家庭ともに，経済的支援に関することや就労しづらかったり，就労中に残業しづらか

ったりすることが多いことが伺えます。 

〔母子家庭〕 

母子家庭では，「偏見に苦しむ」の件数が 68 件と最も多く，次いで「経済的に苦しい」の件数が 53 件

となっています。 
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N = 124 件

母子家庭に比べ、経済的支援等の手当が少ない

就労しづらい，就労していても残業できない

偏見に苦しむ

仕事と子どもと接する時間のバランスがとれない

相談する人がいない

娘のものを買いに行くこと、女性しかできないことに困る

前の妻について

他の母親の輪に入りにくい

行政の対応について

家事をすること

子どもに負担をかけている

持病のため

なんでもひとりで解決しなければならないこと

子どもに母親のことを言われたとき

祖父母（自分の親）に負担をかけること

学校行事に参加できない

障害者の施設、施策などの情報提供を得る場所が分からない

その他
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7
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〔父子家庭〕 

父子家庭では，「母子家庭に比べ，経済的支援等の手当が少ない」の件数が１７件と最も多く，次いで「就

労しづらい，就労しても残業できない」の件数が１０件となっています。 
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N = 332 件

母子家庭に対する手当について

医療費支援の充実

就職について，就職先の斡旋

教育についての支援

子どもの預かり，学童などの充実

市営住宅の優先的な入居

土日の対応など，行政サービスの充実

相談先の設置，充実

ひとり親に対する施策や制度などの情報提供

本当に施策を必要としている人への支援

行政の窓口対応について

職業訓練などの施策の充実

税金の控除，減額

託児，家事支援

親が病気のときに一時的な子どもの預かり

母子家庭への偏見をなくしてほしい

子どもをとりまく生活環境，施設の充実

生活保護受給の基準についての見直し

元夫に養育費を払うよう求める制度の確立

保育料の無償化，減額

障害児へのサポート，障害児施設の充実

子どもの就職支援

その他の支援，アンケートについて
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問４５ 母子（父子）家庭に対する福祉行政施策全般について，何かご意見がありました

らお聞かせください。 

〔母子家庭〕 

母子家庭では，「母子家庭に対する手当について」や「医療費支援の充実」といった経済的な支援に関す

る意見が多くなっています。 
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〔父子家庭〕 

父子家庭では，「父子家庭に対する手当について」といった経済的支援のほか，「ひとり親に対する施策

や制度などの情報提供」といった周知や情報提供に関する意見が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 123 件

父子家庭に対する手当について

ひとり親に対する施策や制度などの情報提供

土日の対応など，行政サービスの充実

子育てのノウハウ，アドバイスがほしい

就職について，就職先の斡旋

相談先の設置，充実

行政の窓口対応について

子どもの食事など，健康面でのサポート

託児，家事支援

子どもの預かり，学童などの充実

職業訓練などの施策の充実

その他の支援，アンケートについて

67

12

6

4

4

2

2

2

2

2

2

18

0 20 40 60 80 100
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Ⅳ 経年比較（母子家庭） 

１ あなたご自身のことと世帯の状況について 

問２ あなたの生年月についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 865

平成20年 1,087

1.22.4 4.9

4.9

14.4

8.7

22.3

18.7

24.9

24.3

19.8

21.8

9.1

12.0

1.0

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.8

11.5

1.5

10.2

30.6

30.50.6

0.9

1.3

3.5

4.9

10.4

7.3

17.1

19.2

19.2

14.5

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

不明・無回答

全  体
20歳
未満

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
49歳

40～
44歳

45～
49歳

50歳
以上

不明・
無回答

865 0 0 42 75 162 210 189 104 83
100.0 0.0 0.0 4.9 8.7 18.7 24.3 21.8 12.0 9.6
1087 13 26 53 157 242 271 215 99 11
100.0 1.2 2.4 4.9 14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

平成25年

平成20年
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問３ あなたのお子さん（平成２５年１０月１日現在で２０歳未満のお子さんに限りま

す。）について同居，別居別にお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，別居の子どもでは，「１．乳児（０歳児）」から「７．短大生・大学生・

専門学校生，その他の学生」の割合が高くなっています。 

 

【同居】     【別居】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「別居」については，「不明・無回答」を除いて集計しています。 

 

 

 

７．短大生・大学生・専
門学校生，その他の学
生

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)

％

１．乳児（０歳児）

２．幼児（１歳～小学校
入学前）

３．小学校１年～３年
生

４．小学校４年～６年
生

５．中学生

６．高校生

７．短大生・大学生・専
門学校生，その他の学
生
８．仕事をしている子ど
も

９．卒業した無職の子
ども

１０．その他

不明・無回答

1.5

21.3

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

2.2

28.3

22.9

21.4

0 20 40

７．短大生・大学生・
    専門学校生，
    その他の学生

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

２．幼児（１歳～
    小学校入学前）

21.3

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

2.2

28.3

22.9

21.4

0 20 40

３．小学校１年～
    ３年生

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

28.3

22.9

21.4

0 20 40

４．小学校４年～
    ６年生

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

28.3

22.9

0 20 40

８．仕事をしている
    子ども

９．卒業した無職の
    子ども

2.8

2.5

1.2

4.2

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40 ％

１．乳児（０歳児）

２．幼児（１歳～小学校
入学前）

３．小学校１年～３年
生

４．小学校４年～６年
生

５．中学生

６．高校生

７．短大生・大学生・専
門学校生，その他の学
生
８．仕事をしている子ど
も

９．卒業した無職の子
ども

１０．その他

3.4

6.9

13.8

24.1

31.0

44.8

27.6

3.4

10.3

7.7

15.4

25.0

38.5

7.7

11.5

27.5

0.0

5.8

1.9

5.8

0 20 40 60

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=29)

平成20年(N=52)

７．短大生・大学生・
    専門学校生，
    その他の学生

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

２．幼児（１歳～
    小学校入学前）

21.3

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

2.2

28.3

22.9

21.4

0 20 40

３．小学校１年～
    ３年生

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

28.3

22.9

21.4

0 20 40

４．小学校４年～
    ６年生

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

28.3

22.9

0 20 40

８．仕事をしている
    子ども

９．卒業した無職の
    子ども

2.8

2.5

1.2

4.2

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40
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【同居家族の人数（本人，子どもの人数を含む）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同居家族の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．２０歳未満の子ども

２．２０歳以上の子ども

３．父母

４．兄弟姉妹

５．祖父・祖母

６．その他

７．不明・無回答

96.3

9.1

21.4

7.2

1.5

2.8

2.3

91.8

11.0

20.1

3.9

2.6

1.6

1.6

0 20 40 60 80 100

2.80.6 33.633.2 32.835.8 18.319.0 12.59.6 1.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 不明・無回答

N =

平成25年 865

平成20年 1087

33.6

33.2

32.8

35.8

18.3

19.0

12.5

9.6

0.6

2.8

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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２ あなたのご家庭の家事の分担状況について 

問５ あなたのご家庭では，以下の家事は主にどなたが担当していますか。 

平成２０年調査と比較すると，掃除，洗濯で「１．あなた」の割合がそれぞれ 5 ポイント以上高くなっ

ています。 

 

【掃除】                                    【洗濯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【炊事】                                    【日用品の買物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

92.3

7.7

16.3

0.7

0.6

87.1

7.2

8.7

0.5

4.5

84.1

5.8

15.4

1.0

4.4

0 25 50 75 100

0255075
10
0

平成25年（炊事）（N=865)

平成20年（朝食の支度）(N=1,085)

平成20年（夕食の支度）(N=1,085)

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

92.7

14.0

14.1

0.7

0.8

87.6

9.7

12.3

0.7

5.0

0 25 50 75 100

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

91.6

9.2

15.4

0.3

0.6

86.0

7.6

12.8

0.7

4.3

0 20 40 60 80 100

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

93.9

7.4

14.3

0.2

0.8

89.7

7.0

12.1

0.8

4.5

0 25 50 75 100

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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３ 母子家庭になったときの状況について 

問６ 母子家庭になった時の年齢をお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，２０～３０代前半の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 前配偶者との婚姻期間についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 865

1.0 4.3

12.5 21.0 22.8 13.8 7.2

1.7

15.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
N =

865

1.0 4.3

12.5 21.0 22.8 13.8 7.2

1.7

15.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14.9 10.8 0.01.20.90.9 9.3 17.2 18.7 26.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

わからない 不明・無回答

15.0

15.0

11.7

11.7

11.7

11.70.8

0.8

1.6

1.6

6.7

6.7

9.6

9.6

24.6

24.6

18.4

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

40～44歳 45～49歳 50歳以上 不明・無回答

3.03.7 28.030.0 25.727.0 34.330.2 7.67.1 1.42.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．１年未満 ２．１～５年未満 ３．５～１０年未満

４．１０年以上 ５．なし 不明・無回答

N =

今回 865

前回 1087

3.7

3.0

30.0

28.0

27.0

25.7

30.2

34.3

7.1

7.6

2.1

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

N =

平成20年 1087 25.1 22.1

1.6

9.0 18.7 15.5

4.6 1.9 0.2

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問８（１）母子家庭となった理由についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 母子家庭になられたとき，あなたは仕事をしていましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 865 5.4

2.8

63.0 14.1

0.5 3.0 1.2 0.3

7.6

1.6

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.46.6 2.82.5 63.062.6 14.113.3 0.50.43.02.11.21.30.30.6 7.6 1.67 0.53.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．病死 ２．その他の理由による死別

３．離婚（協議） ４．離婚（調停）

５．離婚（審判） ６．離婚（裁判）

７．遺棄（家出など） ８．生死不明

９．未婚での子の出生 10．その他

不明・無回答

27.323.6 31.130.6 40.743.0 0.92.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．今と同じところで仕事をしていた ２．今と違ったところで仕事をしていた

３．仕事をしていなかった 不明・無回答

N =

平成25年 865

平成20年 1087 23.6

27.3

30.6

31.1

43.0

40.7

2.9

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22.020.4 4.11.7 54.156.9 10.69.6 0.62.33.22.12.60.30.52.12.91.82.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．病死 ２．その他の理由による死別

３．離婚（協議） ４．離婚（調停）

５．離婚（審判） ６．離婚（裁判）

７．遺棄（家出など） ８．生死不明

９．その他 不明・無回答

N =

平成20年 1087 6.6

2.5

62.6 13.3

0.4 2.1 1.3 0.6

7.0 3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４ 現在の仕事について 

問１１ あなたは現在，収入を伴う仕事をしていますか｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入を伴う仕事のある方だけにお聞きします。 

問１２（１）あなたが現在の仕事についてから何年になりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.623.6 6.830.6 17.243.0 1.42.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．１つの仕事だけしている ２．２つ以上の仕事をしている

３．仕事をしていない 不明・無回答

N =

今回 704

前回 901 18.3

18.8

23.9

20.3

17.2

14.6

20.4

23.4

19.2

22.0

1.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.818.3 20.323.9 14.617.2 23.420.4 22.019.2 0.91.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．１年未満 ２．１～３年未満 ３．３～５年未満

４．５～１０年未満 ５．１０年以上 不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

N =

平成25年 865

平成20年 1087 75.4

74.6

7.5

6.8

14.1

17.2

3.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問１２（２）あなたの就労形態についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（３）その仕事の種類についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁

護士，医師，デザイナーなど）」の割合が５．２ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

今回 704

前回 901 36.6

37.2

42.0

44.3

12.2

12.2

3.6

3.8

1.4

0.3

1.3

0.6

1.4

1.1

1.3

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

37.236.6 44.342 12.212.2 3.83.6 0.31.40.61.31.11.40.41.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答

29.023.8 0.91.4 28.128.5 10.512.9 14.113.8 5.56.3 9.910.0 2.03.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

N =

今回 704

前回 901

29.0

23.8

0.9

1.4

28.1

28.5

10.5

12.9

14.1

13.8

5.5

6.3

9.9

10.0

2.0

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

全  体
正社員・正
職員

パート・ア
ルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族従業
者

内職・在宅
就業

その他 無回答

704 262 312 86 27 2 4 8 3
100.0 37.2 44.3 12.2 3.8 0.3 0.6 1.1 0.4

901 330 379 110 32 13 12 13 12
100.0 36.6 42.0 12.2 3.6 1.4 1.3 1.4 1.3

平成25年

平成20年
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問１２（４）勤務先（自営業の方は家族従業員を含む）の規模（従業員数）についてお答

えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１～4 人」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（５）あなたの不断の平均的な勤務時間（残業が恒常的になっている方はその時間

も含む）はどのようになっていますか。また，仕事が終わって帰宅するのは

何時ごろですか。 

【勤務体制】 

平成２０年調査と比較すると，「１．定時制」の割合が高く，「２，交代制のため一致しない」の割合が

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

今回 704

前回 901 13.7

10.7

11.1

11.4

20.2

19.9

18.0

18.0

10.5

11.4

22.8

25.3

3.8

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80.355.9 17.234.0 2.63.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．定時制 ２．交代制のため一定しない 不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

N =

平成25年 704 80.3 17.2 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成20年 901 55.9 34.0 7.1 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55.9 34.0 7.1 3.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．定時制 ２．シフト制 ３．その他 不明・無回答

10.7 26.211.4 9.019.9 10.8 18.014.8 11.49.0 25.328.2 3.42.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１～４人 ５～９人 １０～２９人 ３０～９９人

１００～２９９人 ３００人以上 不明・無回答
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【始業時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【終業時間】 

平成２０年調査と比較すると，「１７時台」の割合が７．４ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【帰宅時間】 

平成２０年調査と比較すると，「１７時台」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 565

平成20年 901

2.8

2.3

33.1

37.9

38.7

38.4

12.4

12.0

7.9

8.0

4.9

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 565

平成20年 901 11.2

11.9

12.5

12.7

37.2

44.6

16.9

15.2

6.7

5.3

8.0

7.8

6.7

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

2.3 15.3 37.9 50.7 38.4 22.9 12.0 3.87.64.9 1.82.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

８時前 ８時台 ９時台 １０時台

１１時以降 不明・無回答

11.96.6 12.75.6 44.638.2 15.221.2 5.39.7 7.817.4 2.51.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１６時前 １６時台 １７時台 １８時台

１９時台 ２０時以降 不明・無回答

11.96.6 12.75.6 44.638.2 15.221.2 5.39.7 7.817.4 2.51.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１６時前 １６時台 １７時台 １８時台

１９時台 ２０時以降 不明・無回答

N =

平成25年 565

平成20年 901 7.6

5.3

5.2

4.1

17.6

12.6

26.2

23.7

15.8

15.4

16.1

12.2

11.2

26.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問１２（６）あなたの仕事上の悩みについてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「11．子どもの世話・家事等との両立が困難」の割合が８．９ポイント

高くなっています。また，「１．収入がよくない」の割合が１１．５ポイント，「４．仕事の内容がよくな

い」，の割合が１１．３ポイント，「９．身分が安定していない」の割合が７．９ポイント低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（７）現在，あなたは転職の希望をもっていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．収入がよくない

２．勤め先が自宅から遠い

３．健康がすぐれない

４．仕事の内容がよくない

５．職場環境になじめない

６．労働時間が合わない

７．社会保険がない又は不十分

８．休みが少ない・自由にとれない

９．身分が安定していない

10．経験や能力が発揮できない

11．子どもの世話・家事等との両立が困難

12．その他

不明・無回答

47.9

16.9

10.9

7.1

4.3

6.8

12.9

13.8

13.1

4.3

21.3

10.7

13.5

59.4

9.8

18.4

8.7

18.0

21.0

12.4

6.3

1.1

0 20 40 60 80

47.916.910.97.14.36.8 12.913.813.14.3 21.310.713.5
59.49.8 18.48.7 1812.46.31.1

0 20 40 60 80

平成25年(N=704)

平成20年(N=901)

N =

今回 704

前回 901 37.6

38.1

60.6

55.7

1.8

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.137.6 55.760.6 6.31.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 
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転職の希望がある方だけにお聞きします。 

問１２（８）ア 転職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（８）イ 転職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えてい

ますか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁

護士，医師，デザイナーなど）」の割合が５．３ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

268 209 27 8 13 0 0 4 7
100.0 78.0 10.1 3.0 4.9 0.0 0.0 1.5 2.6

339 259 37 7 14 0 2 5 15
100.0 76.4 10.9 2.1 4.1 0.0 0.6 1.5 4.4

平成25年

平成20年

N =

今回 268

前回 339 31.3

36.6

1.1

31.9

29.9

7.1

8.2

10.0

10.4

2.4

3.7

7.7

6.0

9.7

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

今回 268

前回 339 76.4

78.0

10.9

10.1

2.1

3.0

4.1

4.9

0.6 1.5

1.5

4.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

78.076.4 10.110.9 3.02.1 4.94.10.61.51.5 2.64.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

平成 25 年 

 

平成 20 年 
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現在，収入を伴う仕事がない方だけにお聞きします｡  

問１３（１）その理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１３（２）あなたは今後，就職の希望はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9 31.4 23.5 23.5 7.4 4.61.3 6.56.0 1.3 10.15.9 11.413.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子どもの世話をしてくれる人がいない

２．病気で働けない

３．求職中

４．職業訓練を受けたり技術習得中

５．家族の世話をするため仕事につけない

６．収入面で条件の合う仕事がない

７．勤務時間の面で条件の合う仕事がない

８．年齢的に条件の合う仕事がない

９．その他

不明・無回答

N =

今回 149

前回 153 82.4

81.2

10.5

13.4

7.2

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

81.282.4 13.410.5 5.47.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

N =

平成25年 149 8.1 30.9 23.5 7.4

1.3

6.0

1.3

10.1 11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31.430.9 23.523.5 4.67.4 6.51.36.01.3 5.910.1 13.711.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子どもの世話をしてくれる人がいない

２．病気で働けない

３．求職中

４．職業訓練を受けたり技術習得中

５．家族の世話をするため仕事につけない

６．その他

不明・無回答

N =

平成20年 153 14.4 31.4 23.5 4.6 6.5 5.9 13.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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就職の希望がある方だけにお聞きします。 

問１３（３）ア 就職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営
業主

家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

121 47 50 4 5 0 5 3 7
100.0 38.8 41.3 3.3 4.1 0.0 4.1 2.5 5.8

126 44 58 5 5 0 7 1 6
100.0 34.9 46.1 4.0 4.0 0.0 5.6 0.8 4.8

平成20年

平成25年

N =

今回 121

前回 126 34.9

38.8

46.1

41.3

4.0

3.3

4.0

4.1

5.6

4.1

0.8

2.5

4.8

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.834.9 41.346.1 3.344.14 4.15.62.50.85.84.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 
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問１３（３）イ 就職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えてい

ますか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁

護士，医師，デザイナーなど）」の割合が６．５ポイント高くなっています。また，「３．事務的な仕事」

の割合が７．１ポイント，「４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）」の割合が     

６．０ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

今回 121

前回 126 18.3

24.8

28.6

21.5

15.1

9.1

20.6

22.3

4.8

2.5

6.3

12.4

6.3

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24.818.3 21.528.6 9.115.1 22.3 20.6 2.5 4.812.4 6.3 7.46.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答

平成 25 年 

 

平成 20 年 
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５ 現在のお住まいについて 

問１５ お住まいになっている住宅の種類についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「５．賃貸住宅」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１６ 現在の住宅に住まれるようになったのは，母子家庭になる前からですか。それと

も母子家庭になってからですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.727.3 11.312.32.7 4.00.6 0.4 39.731.2 1.02.5 14.213.8 0.30.15.35.2 2.23.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．持ち家（本人名義） ２．公営住宅（府・市営）

３．公社・公団住宅 ４．社宅
５．賃貸住宅 ６．間借り

７．実家や親戚の家に同居 ８．母子生活支援施設（母子寮）
９．その他 不明・無回答

32.832.2 65.565.2 1.62.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．母子家庭になる前から ２．母子家庭になってから 不明・無回答

N =

今回 865

前回 1087

22.7

27.3

11.3

12.3

2.7

4.0

0.6

0.4

39.7

31.2

1.0

2.5

14.2

13.8

0.3

0.1

5.3

5.2

2.2

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

今回 865

前回 1087 32.2

32.8

65.2

65.5

2.6

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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６ あなたの世帯の収入状況・生活費について 

問１８ あなたの世帯の収入は，何によってまかなわれていますか。最も収入の多いもの

についてお答えください。 

【最も収入の多いもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.7 79.0 0.5 0.34.3 1.30.5 1.00.2 0.83.4 2.11.0 0.03.0 0.50.2 0.03.7 1.88.83.91.00.0 7.79.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなたの仕事の収入 ２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入 ４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入） ６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助 ８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当 10．預金の引出し

11．生活保護費 12．その他

不明・無回答

N =

平成25年 865

平成20年 1087

65.7

61.9

0.5

0.4

4.3

4.2

0.5

0.7

0.2

0.4

3.4

3.6

1.0

1.0

3.0

3.0

0.2 3.7

2.6

8.8

8.8

1.0

0.4

7.7

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【最も収入が多いもの以外の収入】 

平成２０年調査と比較すると，「９．児童手当」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１９ 昨年（平成２４年）１年間の収入はどのくらいでしたか。あなたの世帯全員及び

あなた自身の総収入，並びにあなた自身の就労収入についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.51.3 3.61.3 6.02.3 8.74.1 8.97.3 6.85.4 5.84.4 3.24.9 5.17.5 2.38.0 1.65.2 1.02.8 1.65.4 41.839.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満

150～200万円未満 200～250万円未満 250～300万円未満

300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満

500～600万円未満 600～700万円未満 700～800万円未満

800万円以上 不明・無回答

％

１．あなたの仕事の収入

２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入

４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入）

６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助

８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当

10．預金の引出し

11．生活保護費

12．その他

不明・無回答

9.6

2.2

3.4

4.7

1.0

3.0

11.1

39.2

39.9

13.2

4.0

1.4

40.3

11.0

2.9

5.7

4.7

1.7

4.5

9.6

40.0

34.1

13.5

3.6

2.4

37.7

0 20 40 60

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)

N =

今回 865

前回 1087

3.5

9.0

3.6

13.2

6.0

18.1

8.7

13.2

8.9

12.3

6.8

6.3

5.8

4.7

3.2

2.9

5.1

5.2

2.3

2.6

1.6

2.0

1.0

1.2

1.6

1.5

41.8

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

N =

865

1,087 9.0 13.2

6.0

18.1

8.7

13.2

8.9

12.3

6.8

6.3

5.8

4.7

5.1

5.2

41.8

7.7

3.5 3.6

2.9

3.2

2.6

2.3

2.0

1.6

1.2

1.0

1.5

1.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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N =

平成20年 853 51.6 45.8 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あった ２．なかった 不明・無回答

 

問２０ あなたの世帯の月平均の生活費についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚された方だけにお聞きします。 

問２２ あなたは，離婚した配偶者との間に「養育費」に関する取り決めをしましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 697 36.7 11.6 47.9 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30.2 9.7 41.345.8 18.8 2.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．文書で取り決めをしている ２．文書以外で取り決めをしている

３．取り決めをしていない 不明・無回答

1.32.64.96.0 17.56.2 25.316.8 21.322.8 7.113.0 4.311.1 0.94.41.22.10.30.81.42.3 14.711.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

５万円未満 10万円未満 10～15万円未満 15～20万円未満

20～25万円未満 25～30万円未満 30～35万円未満 35～40万円未満

40～45万円未満 45～50万円未満 50万円以上 不明・無回答

N =

今回 865

前回 1087

3.0

1.3

7.3

4.9

15.9

17.5

24.9

25.3

21.5

21.3

6.7

7.1

5.0

4.3

0.5

0.9

1.3

1.2

0.1

0.3

1.1

1.4

12.7

14.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

1,087

1.22.4 4.9

14.4 22.3 24.9 19.8 9.1 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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N =

平成20年 853 46.1 51.7 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．会っている（会ったことがある） ２．会っていない 不明・無回答

養育費に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

問２３（１）支払いは取り決めどおりに行われていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面会交流に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

問２５（１）面会交流の状況についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 206 48.1 20.9 27.7 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 337

平成20年 440 37.3

38.6

14.1

12.8

43.2

41.5

3.2

5.6

2.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.037.3 12.814.1 42.343.2 5.53.21.42.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．支払われている

２．支払われたり，支払われなかったりしている
３．支払われていない

４．受け取りは終わった
不明・無回答

48.8 20.6 27.351.7 3.32.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．現在，面会交流を行っている

２．過去に行ったことがあるが，現在は行っていない

３．面会交流を行ったことがない

不明・無回答
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問２６ 母子家庭になった直後のお気持ちについてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のこ

とを考えると不安な気持ちになった」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２７ 母子家庭になった直後の生活状況についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があ

って生活の目途はすぐに立った」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

今回 865

前回 853 18.2

17.1

53.1

43.8

14.1

10.2

6.1

7.4

3.9

3.1

1.3

1.7

3.4

16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17.118.2 43.8 53.1 10.2 14.17.4 6.13.1 3.91.7 1.316.6 3.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答

N =

今回 865

前回 853 17.0

19.8

51.6

40.2

19.8

15.0

4.7

4.7

2.5

3.9

4.5

16.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

平成 25 年 

 

平成 20 年 

 

19.825.4 40.232.1 15.09.8 4.72.8 3.92.8 16.326.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った

４．その他

５．わからない

不明・無回答
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７ お子さんの育児や教育について 

問２８ お子さんにはどこまで進学してほしいと思っていますか。 

平成２０年調査と比較すると，「５．大学・大学院」「６．専修学校・各種学校」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．中学校

２．高校

３．高等専門学校

４．短大

５．大学・大学院

６．専修学校・各種学校

７．その他

不明・無回答

1.6

24.5

4.0

9.1

60.8

18.4

3.0

3.0

1.7

22.9

2.2

5.3

47.7

9.9

1.5

3.1

0 20 40 60 80

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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問２９ お子さんについて現在どのようなことで悩みをお持ちですか。 

平成２０年調査と比較すると，「４．会話が少ない」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教育」 

「進学」 

％

１．育児

２．教育・進学

３．しつけ

４．会話が少ない

５．預け先がない

６．病気

７．衣服・身の回り

８．食事・栄養

９．友人関係

10．いじめ

11．非行化

12．就職

13．その他

14．今のところ悩みはない

不明・無回答

10.8

57.9

26.7

3.4

6.2

11.0

7.5

12.1

14.3

6.1

5.5

14.5

7.1

16.4

3.9

9.7

38.5

30.9

10.5

1.7

9.8

17

6.9

7.5

15.5

5.3

15.5

2.9

38.5

0 20 40 60 80

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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小学校入学前のお子さんがおられる方にお聞きします。 

問３０ 日常，昼間お子さんの世話を中心となってしているのはどなたですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなた自身

２．同居の家族

３．実家や親戚など

４．近所の人

５．友人や知人

６．ベビーシッター・家政婦

７．保育園（所）

８．幼稚園

９．勤務先の事業所内保育施設

10．認可外保育施設

11．その他

不明・無回答

39.4

8.9

13.9

1.1

0.6

72.2

6.7

1.1

1.1

0.6

6.7

35.7

10.2

16.5

0.4

0.8

67.5

7.8

0.4

2.4

5.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80

39.48.9 13.90.01.10.6 72.26.71.11.10.6 6.7
35.710.2 16.50.40.80 67.57.80.40 2.45.1

0 20 40 60 80

平成25年(N=180)

平成20年(N=255)
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小学校１年生から３年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問３１ 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

N =

平成20年 251 13.9 9.6 11.2

0.4 0.4

41.0

1.2

7.2 15.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20%

１．あなた自身

２．同居の家族

３．実家や親戚など

４．近所の人

５．友人や知人

６．ベビーシッター・家政婦

７．ベビーホテル

８．児童館・学童保育所・共同学童保育所

９．母子生活支援施設（母子寮）などの福祉施設

10．その他

11．誰もみていない

不明・無回答

N =

平成25年 153 15.0 7.2 15.0

0.7

34.6 8.5 7.8 11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.010.2 7.2 27.1 15.0 23.7 0.00.7 0.00.00.034.6 20.3 8.5 8.5 0.07.8 1.711.18.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなた自身

２．同居の家族

３．実家や親戚など

４．近所の人

５．友人や知人

６．ベビーシッター・家政婦

７．認可外保育施設

８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）

９．児童館（８以外での利用）

10．学習塾・習い事

11．その他

不明・無回答

全  体
あなた自
身

同居の
家族

実家や
親戚など

近所の
人

友人や
知人

ベビー
シッター・
家政婦

ベビーホ
テル

児童館・
学童保
育所・共
同学童
保育所

母子生
活支援
施設（母
子寮）な
どの福祉
施設

その他
誰もみて
いない

不明・無
回答

251 35 24 28 0 1 0 1 103 0 3 18 38
100.0 13.9 9.6 11.2 0.0 0.4 0.0 0.4 41.0 0.0 1.2 7.2 15.1

平成20年

全  体
あなた自
身

同居の
家族

実家や
親戚など

近所の
人

友人や
知人

ベビー
シッター・
家政婦

認可外
保育施
設

学童クラ
ブ・放課
後ほっと
広場（ゆ
うゆうク
ラブ）

児童館
（８以外
での利
用）

学習塾・
習い事

その他 無回答

153 23 11 23 0 1 0 0 53 13 0 12 17
100.0 15.0 7.2 15.0 0.0 0.7 0.0 0.0 34.6 8.5 0.0 7.8 11.1

平成25年
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お子さんや近所の人等との関係についてお聞きします。 

問３６ 家族・親戚以外で，あなたが日頃からお子さんをみてもらったりすることのでき

る人はどなたですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．近所の人

２．職場・仕事に関係のある人

３．お子さんを通じての友人（保育園（所）などの
   保護者会やスポーツ少年団など）

４．あなたの趣味やスポーツなどを通じた
　　活動の仲間

５．あなたの社会的活動を通じた活動の仲間

６．学生時代の友人

７．その他

８．特にいない

不明・無回答

12.9

4.2

15.4

2.1

0.9

6.1

5.2

57.5

7.6

12.9

5.6

18.3

2.4

2.9

9.2

4.9

56.5

5.5

0 20 40 60 80

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)

３．お子さんを通じての友人（保育園（所）などの
　  保護者会やスポーツ少年団など）
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８ 日頃の悩みや相談のことについて 

問３７ あなたが，母子家庭になった当時，困ったことは何ですか。また，現在困ってい

ることがありますか。 

【当時】 

平成２０年調査と比較すると，「１．生活費」の割合が低く，「３．子どもの養育・教育」の割合が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．生活費

２．借金の返済

３．子どもの養育・教育

４．家事

５．あなたの就職や仕事

６．住居

７．病気や医療

８．相談相手がいないこと

９．勤務先や近所とのつき合い

10．家族や親戚とのつき合い

11．異性とのつき合い・再婚のこと

12．老後のこと

13．母子家庭に対する差別や偏見

14．その他

15．困っていることはない

不明・無回答

62.2

15.8

43.8

15.3

44.5

25.3

17.5

11.9

9.4

10.1

3.8

13.5

22.3

2.7

5.0

10.1

68.4

20.0

39.8

14.3

46.6

28.7

16.3

13.0

9.6

9.8

4.5

14.9

24.6

2.9

4.6

6.5

0 20 40 60 80

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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平成２０年調査と比較すると，「２．借金の返済」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)

％

１．生活費

２．借金の返済

３．子どもの養育・教育

４．家事

５．あなたの就職や仕事

６．住居

７．病気や医療

８．相談相手がいないこと

９．勤務先や近所とのつき合い

10．家族や親戚とのつき合い

11．異性とのつき合い・再婚のこと

12．老後のこと

13．母子家庭に対する差別や偏見

14．その他

15．困っていることはない

不明・無回答

54.3

11.0

49.5

14.5

31.8

16.4

22.3

10.1

8.8

7.7

8.9

36.4

15.3

4.4

8.6

8.3

56.5

17.9

50.9

15.5

31.6

21.3

19.1

10.7

7.8

8.6

10.7

39.7

14.7

3.1

8.9

5.8

0 20 40 60

【現在】 
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問３８ あなたが，母子家庭になられた当時，困った問題が起きた場合，どなたに相談し

ましたか。また，現在どなたに相談しますか。 

【当時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．自分で解決

２．自分の子どもに相談

３．両親・親戚などに相談

４．友人・知人に相談

５．近所の人に相談

６．職場の上司・同僚に相談

７．公的な機関に相談

８．前の配偶者に相談

９．その他

10．相談相手がいない，方法がわからない

不明・無回答

47.4

9.6

55.0

42.3

3.4

9.0

22.2

2.2

2.7

0.6

5.9

45.7

7.5

54.8

42.2

2.9

7.3

21.6

2.4

2.2

3.2

5.3

0 20 40 60

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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【現在】 

平成２０年調査と比較し，大きな差異はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．自分で解決

２．自分の子どもに相談

３．両親・親戚などに相談

４．友人・知人に相談

５．近所の人に相談

６．職場の上司・同僚に相談

７．公的な機関に相談

８．前の配偶者に相談

９．その他

10．相談相手がいない，方法がわからない

不明・無回答

52.8

21.8

48.6

41.7

3.5

9.5

12.4

1.7

3.0

1.4

6.1

50.2

22.6

46.5

43.0

2.8

9.8

11.2

2.6

2.0

4.9

5.6

0 20 40 60

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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問３８で「公的な機関に相談」を選択した方にお聞きします。 

問３９ あなたが，これまで悩みごとなどを相談したことがある公の機関等についてお答

えください。 

平成２０年調査と比較すると，「５．児童福祉センター（児童相談所・発達相談所）」「16．警察署」の

割合が高くなっています。また「８．保健センター」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.52.3 46.125.19.6 13.24.65.90.9 20.518.711.00.5 22.814.2 19.67.3 24.222.820.112.82.3
6.80.7 5.4 17.90.4 5.71.4 24.623.98.2 18.910.42.1

0 20 40 60

平成25年(N=219)

平成20年(N=280)

「福祉事務所」 

「子ども支援センター」 

％

１．民生・児童委員・主任児童委員

２．市政協力委員や町内会長など

３．市会議員・府議会議員

４．福祉事務所（子ども支援センター）

５．児童福祉センター（児童相談所・発達相談所）

６．京都市ひとり親家庭支援センターゆめあす

７．市民相談・区民相談

８．保健センター

９．京都市男女共同参画センター（ウイングス京
都）

10．京都府男女共同参画センター（らら京都）

11．公共職業安定所（ハローワーク）

12．マザーズハローワーク烏丸御池

13．マザーズジョブカフェ（京都テルサ内）

14．交通事故相談所

15．家庭裁判所

16．警察署

17．保育園（所）・幼稚園

18．児童館
　　　（保育所，児童館，学童保育所）

19．学校

20．弁護士会の法律相談センター

21．日本司法支援センター（法テラス）

22．その他

不明・無回答

9.1

0.5

2.3

46.1

25.1

9.6

13.2

4.6

5.9

0.9

20.5

18.7

11.0

0.5

22.8

14.2

19.6

7.3

24.2

22.8

20.1

12.8

2.3

0.7

5.4

10.7

17.9

11.4

5.7

1.4

24.6

23.9

8.2

20.7

11.8

2.1

10.4

18.9

12.5

6.8

57.5

0.0

0 20 40 60

９．京都市男女共同参画センター
    （ウイングス京都）

5.9

0.9

20.5

18.7

11.0

0.5

22.8

14.2

19.6

7.3

24.2

22.8

20.1

12.8

2.3

5.7

1.4

24.6

23.9

8.2

20.7

2.1

10.4

18.9

0.0

0 20 40 60
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９ 現在行われている福祉施策等について 

問４０ あなたが知っている，又は利用したことのある制度・施策についてお答えくださ

い。 

【知っている】 

平成２０年調査と比較すると，「１．児童手当」「２．児童扶養手当」「11．職業訓練手当支給制度」の

割合が高くなっています。また，「４．母子生活支援施設（野菊荘，本願寺ウィスタリアガーデン，東山フ

ァミリーホーム，ヴェインテ）」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．児童手当

２．児童扶養手当

３．母子福祉資金貸付制度

４．母子生活支援施設（野菊荘，本願寺
　　ウィスタリアガーデン，東山ファミリーホーム，
　　ヴェインテ）

５．ひとり親家庭等医療費支給制度

６．生活保護

７．ひとり親家庭日常生活支援事業

８．ショートステイ

９．トワイライトステイ

10．公営住宅の優先入居

11．職業訓練手当支給制度

12．自立支援教育訓練給付金事業

13．高等技能訓練促進費事業

不明・無回答

90.1

87.1

36.1

14.8

66.7

70.3

9.1

15.7

9.4

37.2

40.3

18.3

12.7

3.2

68.4

68.7

36.1

40.0

64.1

66.7

12.4

15.5

9.9

41.5

29.9

15.1

9.1

11.6

0 20 40 60 80 100

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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【利用している・利用したことがある】 

平成２０年調査と比較すると，「１．児童手当」の割合が高くなっています。また，「５．ひとり親家庭

等医療費支給制度」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．児童手当

２．児童扶養手当

３．母子福祉資金貸付制度

４．母子生活支援施設（野菊荘，本願寺
　　ウィスタリアガーデン，東山ファミリーホーム，
　　ヴェインテ）

５．ひとり親家庭等医療費支給制度

６．生活保護

７．ひとり親家庭日常生活支援事業

８．ショートステイ

９．トワイライトステイ

10．公営住宅の優先入居

11．職業訓練手当支給制度

12．自立支援教育訓練給付金事業

13．高等技能訓練促進費事業

不明・無回答

79.1

71.0

5.9

2.7

54.8

19.0

0.6

1.7

0.3

4.0

7.7

2.4

2.0

11.2

70.2

73.3

7.4

1.3

70.3

17.5

0.6

1.0

0.2

3.9

5.2

2.2

0.8

10.3

0 20 40 60 80 100

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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１０ 行政施策等について 

問４３ 母子家庭の自立・安定を図るため，あなたが市や国に要望したいことについてお

答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「５．医療や介護サービスを充実する」「３．年金・手当など経済的支援

を充実する」「２．市営住宅などの公営住宅を増やすなど居住の確保がしやすい環境を整備する」の割合が

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．職業訓練の場や働く機会を増やすなど
　　安定的な就業の支援を充実する

２．市営住宅などの公営住宅を増やすなど
　　居住の確保がしやすい環境を整備する

３．年金・手当など経済的支援を充実する

４．健康診断や保健相談・指導を充実する

５．医療や介護サービスを充実する

６．保育園（所）を整備する

７．学童保育の場を増やす

８．生活上の悩みの相談窓口を充実する

９．学習や教養などを身につける機会を増やす

10．スポーツやレクリエーションに参加できる
　　機会を増やす

11．いろいろな施設や制度のＰＲを充実する

12．民間ボランティアや社会福祉団体を育成する

13．母子家庭に対する偏見のない世の中をつくる

14．子どもの居場所づくりや学習支援

15．養育費確保のためのアドバイス

16．その他

17．特に要望はない

不明・無回答

37.5

32.6

60.1

9.6

25.8

19.0

19.0

9.0

20.6

2.7

8.9

2.1

17.2

26.7

14.9

2.8

3.9

12.4

47.6

43.1

74.1

15.9

40.3

17.1

24.3

13.3

21.1

6.1

14.0

3.2

22.8

4.2

2.9

5.1

0 20 40 60 80

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)

10．スポーツやレクリエーションに参加できる
　 　機会を増やす
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Ⅴ 経年比較（父子家庭） 

１ あなたご自身のことと世帯の状況について 

問２ あなたの生年月についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 386

平成20年 343

2.9

0.5

0.6

0.3

2.0

0.8

8.2

6.0

12.5

10.9

24.2

19.7

19.5

24.1

28.6

30.8

1.5

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.50.30.35.00.8 9.86.5 19.811.9 24.320.2 21.024.9 9.928.0 9.87.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～49歳

40～44歳 45～49歳 50歳以上 不明・無回答



Ⅴ 経年比較（父子家庭） 

174 

問３ あなたのお子さん（平成２５年１０月１日現在で２０歳未満のお子さんに限りま

す。）について同居，別居別にお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，同居の子どもでは「高校生」「中学生」の割合が高くなっています。 

別居の子どもでは，「小学校 4 年～6 年生」から「高校生」までの割合が高くなっています。 

 

 

【同居】     【別居】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「別居」については，「不明・無回答」を除いて集計しています。 

 

【同居家族の人数（本人，子どもの人数を含む）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.80.6 33.633.2 32.835.8 18.319.0 12.59.6 1.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 不明・無回答

N =

平成25年 386

平成20年 343

31.1

25.9

34.7

35.0

21.5

24.2

12.4

12.5

1.2

0.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 20

平成25年 (N=386)

平成20年(N=343)

0 20

平成25年 (N=37)

平成20年(N=38)

％

１．乳児（０歳児）

２．幼児（１歳～小学校
入学前）

３．小学校１年～３年
生

４．小学校４年～６年
生

５．中学生

６．高校生

７．短大生・大学生・専
門学校生，その他の学
生
８．仕事をしている子ど
も

９．卒業した無職の子
ども

１０．その他

不明・無回答

9.6

15.0

19.9

33.7

36.0

13.2

4.7

3.1

1.0

0.8

23.9

22.7

11.1

7.0

3.5

0.6

20.4

0.0
0.6

26.8

14.0

9.9

0 20 40

３．小学校１年～
 　 ３年生

４．小学校４年～
　  ６年生

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

28.3

22.9

21.4

0 20 40

７．短大生・大学生・
　  専門学校生，
　  その他の学生

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

８．仕事をしている
　  子ども

2.8

2.5

1.2

4.2

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

９．卒業した無職の
　  子ども

2.5

1.2

4.2

2.5

1.4

1.7

0 20 40

２．幼児（１歳～
　  小学校入学前）

21.3

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

2.2

28.3

22.9

21.4

0 20 40
％

１．乳児（０歳児）

２．幼児（１歳～小学校
入学前）

３．小学校１年～３年
生

４．小学校４年～６年
生

５．中学生

６．高校生

７．短大生・大学生・専
門学校生，その他の学
生
８．仕事をしている子ど
も

９．卒業した無職の子
ども

１０．その他

2.7

10.8

21.6

64.9

48.6

27.0

16.2

5.4

2.7

5.3

21.1

26.3

28.9

2.6

5.3

0.0
0.0

2.6

10.5

10.5

0 20 40 60 80

７．短大生・大学生・専
門学校生，その他の学
生

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

３．小学校１年～
 　 ３年生

４．小学校４年～
　  ６年生

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

28.3

22.9

21.4

0 20 40

７．短大生・大学生・
　  専門学校生，
　  その他の学生

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

８．仕事をしている
　  子ども

2.8

2.5

1.2

4.2

6.5

2.5

1.4

1.7

0 20 40

９．卒業した無職の
　  子ども

2.5

1.2

4.2

2.5

1.4

1.7

0 20 40

２．幼児（１歳～
　  小学校入学前）

21.3

17.5

23.9

28.6

29.5

13.3

2.8

2.5

1.2

4.2

26.4

24.7

12.4

6.5

2.5

1.4

1.7

2.2

28.3

22.9

21.4

0 20 40
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【同居家族の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．２０歳未満の子ども

２．２０歳以上の子ども

３．父母

４．兄弟姉妹

５．祖父・祖母

６．その他

７．不明・無回答

99.7

12.2

30.3

6.2

1.0

3.1

0.0

82.5

12.8

32.9

6.7

2.6

0.9

2.3

0 20 40 60 80 100

1.5 6.6 14.7 17.5 23.9 28.629.52.3 7.23.82.82.51.2 4.2

0 20 40

平成25年 (N=865)

平成20年(N=1,087)
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２ 家事の分担状況について 

問５ あなたのご家庭では，以下の家事は主にどなたが担当していますか。 

平成２０年調査と比較すると，掃除，洗濯で「１．あなた」の割合が１０．０ポイント以上高くなって

います。 

 

 

【掃除】                   【洗濯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【炊事】                     【日用品の買物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

80.3

19.2

25.6

2.8

0.5

67.3

20.4

28.6

3.5

2.3

0 25 50 75 100

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

72.8

19.9

29.5

1.8

1.0

62.1

19.5

30.9

3.8

2.0

0 25 50 75 100

80.319.2 25.62.80.5 67.320.4 28.63.52.3
0 20 40 60 80 100

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)

80.319.2 25.62.80.5 67.320.4 28.63.52.3
0 20 40 60 80 100

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)

80.319.2 25.62.80.5 67.320.4 28.63.52.3
0 20 40 60 80 100

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)

％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

85.0

11.9

24.1

2.3

1.0

76.4

15.2

27.4

3.2

3.2

0 25 50 75 100
％

１．あなた

２．子ども

３．その他の家族

４．家族以外

不明・無回答

73.8

13.2

33.7

3.9

1.0

60.6

14.9

30.9

3.8

5.2

56.9

16

35.9

6.4

4.1

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80
10
0

平成25年（炊事）（N=386)

平成20年（朝食の支度）(N=343)

平成20年（夕食の支度）(N=343)
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３ 父子家庭になったときの状況について 

問６ 父子家庭になった時の年齢をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 前配偶者との婚姻期間についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

　平成25年 386

0.51.6

6.2 10.1 23.8 19.2 15.0 11.7 11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14.9 10.8 0.01.20.90.9 9.3 17.2 18.7 26.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

わからない 不明・無回答

15.0

15.0

11.7

11.7

11.7

11.70.8

0.8

1.6

1.6

6.7

6.7

9.6

9.6

24.6

24.6

18.4

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

40～44歳 45～49歳 50歳以上 不明・無回答

N =

平成20年 343 14.9

0.9 0.9

9.3 17.2 18.7 26.2 10.8 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 386

平成20年 343

1.5

2.3

21.6

18.7

29.7

30.3

44.6

47.2

0.9

0.5

1.7

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

28.018.7 25.730.3 34.347.2 7.6 0.51.41.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年未満 １～５年未満 ５～１０年未満

１０年以上 なし 不明・無回答
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問８（１）父子家庭となった理由についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

全  体 病死

その他
の理由
による
死別

離婚
（協議）

離婚
（調停）

離婚
（審判）

離婚
（裁判）

遺棄
（家出
など）

生死
不明

その他
不明・
無回答

343 70 6 195 33 2 11 9 0 10 7
100.0 20.4 1.7 56.9 9.6 0.6 3.2 2.6 0.0 2.9 2.0

平成20年

全  体 病死

その他
の理由
による
死別

離婚
（協議）

離婚
（調停）

離婚
（審判）

離婚
（裁判）

遺棄
（家出
など）

生死
不明

未婚で
の子の
出生

その他
不明・
無回答

386 85 16 209 41 - 9 8 1 2 8 7
100.0 22.0 4.1 54.1 10.6 - 2.3 2.1 0.3 0.5 2.1 1.8

平成25年

N =

平成25年 386 22.0

4.1

54.1 10.6

2.3 2.10.3 0.5 2.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
N =

　 386 22.0 54.1 10.6

4.1 2.3 2.1 0.3 0.5 2.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．病死 ２．その他の理由による死別

３．離婚（協議） ４．離婚（調停）

５．離婚（審判） ６．離婚（裁判）

７．遺棄（家出など） ８．生死不明

９．未婚での子の出生 10．その他

不明・無回答

22.020.4 4.11.7 54.156.9 10.69.6 0.62.33.22.12.60.30.52.12.91.82.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．病死 ２．その他の理由による死別

３．離婚（協議） ４．離婚（調停）

５．離婚（審判） ６．離婚（裁判）

７．遺棄（家出など） ８．生死不明

９．その他 不明・無回答

N =

平成20年 343 20.4

1.7

56.9 9.6

3.2 2.6 2.9

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問９ 父子家庭になられたとき，あなたは仕事をしていましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.323.6 31.130.6 40.743.0 0.92.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．今と同じところで仕事をしていた ２．今と違ったところで仕事をしていた

３．仕事をしていなかった 不明・無回答

N =

平成25年 386

平成20年 343 66.5

69.2

26.8

25.6

5.8

4.1

0.9

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４ 現在の仕事について 

問１１ あなたは現在，収入を伴う仕事をしていますか｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入を伴う仕事のある方だけにお聞きします。 

問１２（１）あなたが現在の仕事についてから何年になりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 386

平成20年 343 84.5

82.9

5.2

6.2

7.9

9.1

2.3

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

82.984.5 6.25.2 9.17.9 1.82.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．１つの仕事だけしている ２．２つ以上の仕事をしている ３．仕事をしていない 不明・無回答

N =

平成25年 344

平成20年 308 5.8

7.8

10.4

7.6

9.4

5.8

14.6

13.4

58.4

65.4

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.87.8 20.37.6 14.65.8 23.413.4 22.065.4 0.90.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年未満 １～３年未満 ３～５年未満

５～１０年未満 １０年以上 不明・無回答
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問１２（２）あなたの就労形態についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１．正社員・正職員」の割合が高くなっています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（３）その仕事の種類についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁

護士，医師，デザイナーなど）」の割合が高く，「４，販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交

員など）」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

344 226 26 16 70 0 1 3 2
100.0 65.7 7.6 4.7 20.3 0.0 0.3 0.9 0.6

308 186 12 24 64 6 2 10 4
100.0 60.4 3.9 7.7 20.8 1.9 0.6 3.2 1.3

平成25年

平成20年

N =

平成25年 344

平成20年 308 60.4

65.7

3.9

7.6

7.7

4.7

20.8

20.3

1.9 0.6

0.3

3.2

0.9

1.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65.760.4 7.63.9 4.77.7 20.320.8 1.9 0.30.6 0.93.20.61.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト

３．契約・登録・派遣社員（職員） ４．自営業主

５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答

N =

平成25年 344

平成20年 308 14.3

16.3

12.0

11.0

5.5

7.3

18.2

14.8

7.1

5.2

29.5

30.2

9.7

11.0

3.6

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16.314.3 11.012.0 7.35.5 14.818.2 5.27.1 30.229.5 11.09.7 4.13.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答
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問１２（４）勤務先（自営業の方は家族従業員を含む）の規模（従業員数）についてお答

えください。 

平成２０年調査と比較すると，「３００人以上」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２（５）あなたの普段の平均的な勤務時間（残業が恒常的になっている方はその時間

も含む）はどのようになっていますか。また，仕事が終わって帰宅するのは

何時ごろですか。 

  平成２０年調査と比較すると，「１．定時制」の割合が高くなっています。 

 

【勤務体制】 

 

 

 

 

【始業時間】 

平成２０年調査と比較すると，「８時台」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 344

平成20年 308 26.3

26.2

11.0

9.0

14.3

10.8

13.0

14.8

11.7

9.0

19.5

28.2

4.2

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

83.764.0 14.014.9 2.35.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．定時制 ２．交代制のため一定しない 不明・無回答

N =

平成25年 288

平成20年 308 17.2

15.3

44.8

50.7

22.1

22.9

5.5

3.8

5.9

4.9

4.2

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 344 83.7 14.0 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成20年 308 64.0 14.9 15.6 5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

64.0 14.9 15.6 5.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．定時制 ２．シフト制 ３．その他 不明・無回答

10.7 26.211.4 9.019.9 10.8 18.014.8 11.49.0 25.328.2 3.42.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１～４人 ５～９人 １０～２９人 ３０～９９人

１００～２９９人 ３００人以上 不明・無回答

15.317.2 50.744.8 22.922.1 3.85.5 4.95.9 2.44.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

８時前 ８時台 ９時台 １０時台 １１時以降 不明・無回答
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【終業時間】 

平成２０年調査と比較すると，「１７時台」の割合が１５．１ポイント高くなっています。また，「１９

時台」の割合が６．５ポイント，「２０時以降」の割合が４．８ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【帰宅時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 288

平成20年 308 5.3

6.6

3.6

5.6

23.1

38.2

21.4

21.2

16.2

9.7

22.2

17.4

7.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 288

平成20年 308

4.6

3.5

0.3

1.0

6.5

5.6

17.2

18.8

21.8

16.0

38.6

25.0

10.7

30.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.65.3 5.63.6 38.223.1 21.221.4 9.716.2 17.422.5 1.47.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

16時前 16時台 17時台 18時台 19時台 20時以降 不明・無回答

6.65.3 5.63.6 38.223.1 21.221.4 9.716.2 17.422.5 1.47.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

16時前 16時台 17時台 18時台 19時台 20時以降 不明・無回答
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問１２（６）あなたの仕事上の悩みについてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「11．子どもの世話・家事等との両立が困難」の割合が高くなっていま

す。また，「４．仕事の内容がよくない」「１．収入がよくない」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．収入がよくない

２．勤め先が自宅から遠い

３．健康がすぐれない

４．仕事の内容がよくない

５．職場環境になじめない

６．労働時間が合わない

７．社会保険がない又は不十分

８．休みが少ない・自由にとれない

９．身分が安定していない

10．経験や能力が発揮できない

11．子どもの世話・家事等との両立が困難

12．その他

不明・無回答

41.9

18.0

6.4

5.2

2.6

5.8

7.3

16.0

8.4

4.9

28.8

12.2

11.9

55.5

16.2

21.4

7.1

22.7

8.8

21.4

4.9

0.6

0 20 40 60

41.918.06.45.22.6 5.87.3 16.08.44.9 28.812.211.9
55.516.27.18.8 21.44.90.6

0 20 40 60

平成25年(N=704)

平成20年(N=901)

平成25年(N=344)

平成20年(N=308)
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問１２（７）現在，あなたは転職の希望をもっていますか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．ある」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転職の希望がある方だけにお聞きします。 

問１２（８）ア 転職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

84 66 2 2 8 0 2 2 2
100.0 78.6 2.4 2.4 9.5 0.0 2.4 2.4 2.4

60 48 2 0 6 0 1 0 4
100.0 80.0 3.5 0.0 10.0 0.0 1.7 0.0 6.7

平成25年

平成20年

N =

平成25年 84

平成20年 60 80.0

78.6

3.5

2.4 2.4

10.0

9.5

1.7

2.4 2.4

6.7

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 344

平成20年 308 19.5

24.4

78.9

72.1

1.6

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24.419.5 72.178.9 3.51.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答

78.680 2.41.72.40.0 9.510 02.41.7 2.40 2.46.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト ３．契約・登録・派遣社員（職員）

４．自営業主 ５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答
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問１２（８）イ 転職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えてい

ますか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁

護士，医師，デザイナーなど）」の割合が高くなっています。また，「４．販売関係の仕事（店員，商品配

達，セールス，外交員など）」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 84

平成20年 60 15.0

25.0

11.7

11.9

5.0

8.3

23.3

15.5

3.0

7.1

25.0

20.2

13.3

10.7

3.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25.015.0 11.911.7 8.35.0 15.523.3 7.13.3 20.225.0 10.713.3 1.23.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答
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現在，収入を伴う仕事がない方だけにお聞きします｡  

問１３（１）その理由は何ですか。 

平成２０年調査と比較すると，「３．求職中」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

全  体

子どもの
世話をし
てくれる
人がいな
い

病気で
働けない

求職中

職業訓練
を受けた
り技術習
得中

家族の世
話をする
ため仕事
につけな
い

その他
不明・
無回答

27 3 8 3 0 3 3 7
100.0 11.1 29.6 11.1 0.0 11.1 11.1 25.9

平成20年

全  体

子どもの
世話をし
てくれる
人がいな
い

病気で
働けない

求職中

職業訓練
を受けた
り技術習
得中

家族の世
話をする
ため仕事
につけな
い

収入面で
条件の合
う仕事が
ない

勤務時間
の面で条
件の合う
仕事がな
い

年齢的に
条件の合
う仕事が
ない

その他
不明・
無回答

35 2 11 7 0 1 0 3 3 1 7
100.0 5.7 31.4 20.0 0.0 2.9 0.0 8.6 8.6 2.9 20.0

平成25年

N =

平成25年 35 5.7 31.4 20.0

2.9

8.6 8.6

2.9

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子どもの世話をしてくれる人がいない

２．病気で働けない

３．求職中

４．職業訓練を受けたり技術習得中

５．家族の世話をするため仕事につけない

６．収入面で条件の合う仕事がない

７．勤務時間の面で条件の合う仕事がない

８．年齢的に条件の合う仕事がない

９．その他

不明・無回答

31.430.9 23.523.5 4.67.4 6.51.36.01.3 5.910.1 13.711.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子どもの世話をしてくれる人がいない

２．病気で働けない

３．求職中

４．職業訓練を受けたり技術習得中

５．家族の世話をするため仕事につけない

６．その他

不明・無回答

N =

平成20年 27 11.1 29.6 11.1 11.1 11.1 25.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問１３（２）あなたは今後，就職の希望はありますか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．ある」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職の希望がある方だけにお聞きします。 

問１３（３）ア 就職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていま

すか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．正社員・正職員」の割合が高くなっています。また，「３．契約・

登録・派遣社員（職員）」「６．内職・在宅就業」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体
正社員・
正職員

パート・
アルバイト

契約・登
録・派遣社
員（職員）

自営業主
家族
従業者

内職・
在宅就業

その他
不明・
無回答

25 15 3 1 3 0 0 3 0
100.0 60.0 12.0 4.0 12.0 0.0 0.0 12.0 0.0

18 8 2 2 3 0 1 1 1
100.0 44.4 11.2 11.2 16.7 0.0 5.6 5.6 5.6

平成25年

平成20年

N =

平成25年 35

平成20年 27 66.7

71.4

11.1

20.0

22.2

8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

71.466.7 20.011.1 8.622.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ある ２．ない 不明・無回答

N =

平成25年 25

平成20年 18 44.4

60.0

11.2

12.0

11.2

4.0

16.7

12.0

5.6 5.6

12.0

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60.044.4 12.011.2 4.011.2 12.016.7 0 5.6 12.05.6 5.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．正社員・正職員 ２．パート・アルバイト ３．契約・登録・派遣社員（職員）

４．自営業主 ５．家族従業者 ６．内職・在宅就業

７．その他 不明・無回答
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問１３（３）イ 就職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えてい

ますか。 

平成２０年調査と比較すると，「６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）」「４．販

売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体

専門技術
を生かし
た仕事（保
育士，教
員，看護
師，介護
福祉士，
弁護士，
医師，デ
ザイナー
など）

管理的な
仕事（会
社・官庁な
どの課長
職以上）

事務的な
仕事

販売関係
の仕事（店
員，商品
配達，
セールス，
外交員な
ど）

接客など
のサービ
ス関係の
仕事（美・
理容師，
飲食店
員，家政
婦など）

技能及び
労務関係
の仕事（工
員，職人，
労務作業
員など）

その他
不明・
無回答

25 1 0 3 6 0 8 5 2
100.0 4.0 0.0 12.0 24.0 0.0 32.0 20.0 8.0

18 1 0 2 3 2 3 5 2
100.0 5.6 0.0 11.1 16.7 11.1 16.7 27.8 11.1

平成25年

平成20年

N =

平成25年 25

平成20年 18 5.6

4.0

11.1

12.0

16.7

24.0

11.1 16.7

32.0

27.8

20.0

11.1

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.05.60.012.011.1 24.016.7 11.1 32.016.7 20.027.8 8.011.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど）

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上）

３．事務的な仕事

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など）

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など）

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など）

７．その他

不明・無回答
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５ 現在のお住まいについて 

問１５ お住まいになっている住宅の種類についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１．持ち家（本人名義）」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１６ 現在の住宅に住まれるようになったのは，父子家庭になる前からですか。それと

も父子家庭になってからですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 386

平成20年 343 58.6

53.1

5.0

5.4

2.3

2.6

1.5

1.6

16.0

18.7

1.2

0.5

11.7

14.0

1.7

2.6

2.0

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

53.158.6 5.4 5.02.6 2.31.6 1.5 18.716.0 0.51.2 14.011.7 2.61.71.62.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．持ち家（本人名義） ２．公営住宅（府・市営） ３．公社・公団住宅

４．社宅 ５．賃貸住宅 ６．間借り

７．実家や親戚の家に同居 ８．その他 不明・無回答

N =

平成25年 386

平成20年 343 64.1

61.9

34.7

36.3

1.2

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

61.964.1 36.334.7 1.81.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．父子家庭になる前から ２．父子家庭になってから 不明・無回答
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６ 世帯の収入状況・生活費について 

問１８ あなたの世帯の収入は，何によってまかなわれていますか。最も収入の多いもの

についてお答えください。 

【最も収入の多いもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 386

平成20年 343 65.0

79.0

0.3

0.3

1.7

1.3

0.9

1.0

0.9

0.8

1.5

2.1

0.3

0.5

0.3 1.7

1.8

2.3

3.9

0.6

24.5

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65.761.9 0.50.4 4.34.2 0.50.7 0.20.4 3.43.6 1.01.0 3.03.0 0.23.72.6 8.88.8 1.00.4 7.713.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなたの仕事の収入 ２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入 ４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入） ６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助 ８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当 10．預金の引出し

11．生活保護費 12．その他

不明・無回答
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【最も収入が多いもの以外の収入】 

平成２０年調査と比較すると，「８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）」「９．児童手当」の割合

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１９ 昨年（平成２４年）１年間の収入はどのくらいでしたか。あなたの世帯全員及び

あなた自身の総収入，並びにあなた自身の就労収入についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなたの仕事の収入

２．子どもの仕事の収入

３．その他の家族や同居人の収入

４．別居している親や他の家族からの援助

５．財産収入（預金利子，不動産収入）

６．年金・労災などの収入

７．離別した配偶者からの養育費や援助

８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）

９．児童手当

10．預金の引出し

11．生活保護費

12．その他

不明・無回答

4.4

2.8

6.5

3.4

3.1

3.6

2.1

16.3

26.4

8.3

1.0

1.6

58.5

4.7

2.3

8.7

3.2

2.3

2.9

1.5

0.3

10.5

7.3

1.2

2.0

65.6

0 20 40 60 80

4.42.8 6.53.43.13.62.1 16.3 26.48.31.01.6 58.5
4.72.3 8.73.22.32.91.50.3 10.57.31.22.0 65.6

0 20 40 60 80

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)

N =

平成25年 386

平成20年 343

1.3

4.7

1.3

4.4

2.3

2.9

4.1

5.5

7.3

7.9

5.4

8.2

4.4

6.1

4.9

8.7

7.5

15.2

8.0

12.0

5.2

4.7

2.8

4.1

5.4

9.0

39.9

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.91.61.03.9 6.0 3.4 4.4 4.7 9.1 6.2 4.91.8 6.2 43.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満 50～100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～250万円未満

250～300万円未満 300～350万円未満 350～400万円未満 400～500万円未満 500～600万円未満

600～700万円未満 700～800万円未満 800万円以上 不明・無回答
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N =

平成20年 241 22.4 74.3 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あった ２．なかった 不明・無回答

 

問２０ あなたの世帯の月平均の生活費についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１５～２０万円未満」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚された方だけにお聞きします。 

問２２ あなたは，離婚した配偶者との間に「養育費」に関する取り決めをしましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 386

平成20年 343

1.5

2.6

4.4

6.0

10.8

6.2

11.4

16.8

22.4

22.8

13.1

13.0

15.2

11.1

6.4

4.4

4.1

2.1

0.9

0.8

2.9

2.3

7.0

11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 259 13.9 5.8 74.1 6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9.6 3.9 54.7 74.3 31.9 3.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．文書で取り決めをしている ２．文書以外で取り決めをしている

３．取り決めをしていない 不明・無回答

2.61.5 6.04.4 6.210.8 16.811.4 22.822.4 13.013.1 11.115.2 4.46.42.14.10.8 0.92.3 2.911.97.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

５万円未満 10万円未満 10～15万円未満 15～20万円未満

20～25万円未満 25～30万円未満 30～35万円未満 35～40万円未満

40～45万円未満 45～50万円未満 50万円以上 不明・無回答
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N =

平成20年 241 54.4 42.3 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．会っている（会ったことがある） ２．会っていない 不明・無回答

養育費に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

問２３（１）支払いは取り決めどおりに行われていますか。 

平成２０年調査と比較すると，「３．支払われていない」の割合が高くなっています。また，「１．支払

われている」「２．支払われたり，支払われなかったりしている」「４．受け取りは終わった」の割合が低

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面会交流に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

問２５（１）面会交流の状況についてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 69 50.7 23.2 24.6 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 51

平成20年 54 51.9

43.1

16.7

3.9

16.7

37.3

13.0

2.0

1.9

13.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

42.351.9 3.8 16.7 38.5 16.7 1.9 13.013.5 1.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．支払われている ２．支払われたり，支払われなかったりしている

３．支払われていない ４．受け取りは終わった

不明・無回答

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．現在，面会交流を行っている

２．過去に行ったことがあるが，現在は行っていない

３．面会交流を行ったことがない

不明・無回答
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問２６ 父子家庭になった直後のお気持ちについてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もな

かった」「２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持

ちになった」「３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった」の割合が低くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２７ 父子家庭になった直後の生活状況についてお答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）」の

割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成25年 386

平成20年 241 23.2

15.8

32.4

26.7

19.9

13.2

16.6

12.4

2.5

2.3

1.2

1.8

4.1

27.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.823.2 26.7 32.4 13.2 19.912.4 16.62.3 2.51.8 1.227.7 4.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった

４．なんとかなると深く考えなかった

５．その他

６．わからない

不明・無回答

N =

平成25年 386

平成20年 241 42.7

25.4

36.1

32.1

13.3

9.8

2.9

2.8

1.2

2.8

3.7

26.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25.4 42.7 32.1 36.19.8 13.32.8 2.92.8 1.226.9 3.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった）

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った

４．その他

５．わからない

不明・無回答
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７ お子さんの育児や教育について 

問２８ お子さんにはどこまで進学してほしいと思っていますか。 

平成２０年調査と比較すると，「５．大学・大学院」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．中学校

２．高校

３．高等専門学校

４．短大

５．大学・大学院

６．専修学校・各種学校

７．その他

不明・無回答

1.0

25.1

3.9

5.7

65.3

8.5

4.1

2.3

1.5

23.0

2.0

4.4

52.2

7.3

0.9

2.6

0 20 40 60 80

1.0 25.13.95.7 65.38.54.12.31.5 23.02.04.47.30.92.6
0 20 40 60 80

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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問２９ お子さんについて現在どのようなことで悩みをお持ちですか。 

平成２０年調査と比較すると，「３．しつけ」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．育児

２．教育・進学

３．しつけ

４．会話が少ない

５．預け先がない

６．病気

７．衣服・身の回り

８．食事・栄養

９．友人関係

10．いじめ

11．非行化

12．就職

13．その他

14．今のところ悩みはない

不明・無回答

8.3

55.4

26.9

11.4

4.1

9.8

10.6

21.8

15.8

6.0

7.5

15.0

4.1

17.4

2.3

7.9

43.7

34.4

12.2

0.9

10.8

16.6

8.2

7.0

17.2

3.2

16.9

1.7

36.7

0 20 40 60

8.3 55.426.911.44.1 9.810.6 21.815.86.07.5 15.04.1 17.42.3
7.9 34.412.20.9 10.8 16.6 36.77.0 17.23.2 16.91.7

0 20 40 60

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)

「教育」 

「進学」 
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小学校入学前のお子さんがおられる方にお聞きします。 

問３０ 日常，昼間お子さんの世話を中心となってしているのはどなたですか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．あなた自身」「６．ベビーシッター・家政婦」「７．保育園（所）」

の割合が高くなっています。また，「８．幼稚園」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．あなた自身

２．同居の家族

３．実家や親戚など

４．近所の人

５．友人や知人

６．ベビーシッター・家政婦

７．保育園（所）

８．幼稚園

９．勤務先の事業所内保育施設

10．認可外保育施設

11．その他

不明・無回答

28.921.115.82.60.0 5.32.60.0 2.65.30.0
23.120.520.50.00.00.0 38.57.70.0 2.6 33.3

0 20 40 60 80

平成25年(N=38)

平成20年(N=39)

28.9

21.1

15.8

2.6

5.3

68.4

2.6

2.6

5.3

23.1

20.5

20.5

7.7

2.6

33.3
0.0

0.0

0.0

38.5

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

0.0

28.921.115.82.60.0 5.3 68.42.60.0 2.65.30.0
23.120.520.50.00.00.0 38.57.70.0 2.6 33.3

0 20 40 60 80

平成25年(N=38)

平成20年(N=39)
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小学校１年生から３年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問３１ 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

 

 

 

単位：上段（件）／下段（％） 

 

 

 

 

全  体
あなた
自身

同居の
家族

実家や
親戚な
ど

近所の
人

友人や
知人

ベビー
シッ
ター・家
政婦

ベビー
ホテル

児童館・
学童保
育所・共
同学童
保育所

児童養
護施設
等の福
祉施設

その他
誰もみ
ていな
い

不明・
無回答

52 1 13 10 1 0 0 0 5 0 0 4 18
100.0 1.9 25.0 19.2 1.9 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 7.7 34.6

平成20年

全  体
あなた
自身

同居の
家族

実家や
親戚な
ど

近所の
人

友人や
知人

ベビー
シッ
ター・家
政婦

認可外
保育施
設

学童ク
ラブ・放
課後
ほっと広
場（ゆう
ゆうクラ
ブ）

児童館
（８以外
での利
用）

学習塾・
習い事

その他
不明・
無回答

59 6 16 14 0 0 0 0 12 5 0 1 5
100.0 10.2 27.1 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 8.5 0.0 1.7 8.5

平成25年

N =

平成20年 52

1.9

25.0 19.2

1.9

9.6 7.7 34.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成25年 59 10.2 27.1 23.7 20.3 8.5

1.7

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.21.9 27.125 23.719.2 1.900 20.3 8.5 1.70 8.534.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなた自身 ２．同居の家族

３．実家や親戚など ４．近所の人

５．友人や知人 ６．ベビーシッター・家政婦

７．認可外保育施設 ８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）

９．児童館（８以外での利用） 10．学習塾・習い事

11．その他 不明・無回答

1.91.9 25.025 19.2 19.2 1.9009.6 0.0 7.70 34.634.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．あなた自身 ２．同居の家族

３．実家や親戚など ４．近所の人

５．友人や知人 ６．ベビーシッター・家政婦

７．ベビーホテル ８．児童館・学童保育所・共同学童保育所

９．児童養護施設等の福祉施設 10．その他

11．誰もみていない 不明・無回答
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お子さんや近所の人等との関係についてお聞きします。 

問３６ 家族・親戚以外で，あなたが日頃からお子さんをみてもらったりすることのでき

る人はどなたですか。 

平成２０年調査と比較すると，「１．近所の人」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．近所の人

２．職場・仕事に関係のある人

３．お子さんを通じての友人（保育園（所）などの
　　保護者会やスポーツ少年団など）

４．あなたの趣味やスポーツなどを通じた
    活動の仲間

５．あなたの社会的活動を通じた活動の仲間

６．学生時代の友人

７．その他

８．特にいない

不明・無回答

17.6

2.6

7.0

1.6

1.3

3.9

6.0

62.7

7.5

11.4

5.5

7.9

4.1

3.5

5.2

8.2

65.3

3.8

0 20 40 60 80

17.62.6 7.01.61.33.96.0 62.77.5 11.45.57.94.13.55.28.2 65.33.8

0 20 40 60 80

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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８ 日頃の悩みや相談のことについて 

問３７ あなたが，父子家庭になった当時，困ったことは何ですか。また，現在困ってい

ることがありますか。 

【当時】 

平成２０年調査と比較すると，「４．家事」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．生活費

２．借金の返済

３．子どもの養育・教育

４．家事

５．あなたの就職や仕事

６．住居

７．病気や医療

８．相談相手がいないこと

９．勤務先や近所とのつき合い

10．家族や親戚とのつき合い

11．異性とのつき合い・再婚のこと

12．老後のこと

13．父子家庭に対する差別や偏見

14．その他

15．困っていることはない

不明・無回答

29.0

18.1

43.8

41.5

22.8

8.5

13.0

17.4

10.6

7.5

9.8

9.8

13.2

2.1

8.5

15.0

30.3

23.6

44.0

46.1

18.7

10.2

15.2

16.6

9.0

6.4

8.2

9.9

12.8

1.7

6.4

12.2

0 20 40 60

29.018.1 43.841.522.88.5 13.0 17.410.67.5 9.89.8 13.22.1 8.5 15.0
30.323.6 44.046.118.710.2 15.216.69.06.48.29.9 12.81.7 6.4 12.2

0 20 40 60

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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【現在】 

平成２０年調査と比較すると，「２．借金の返済」「４．家事」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．生活費

２．借金の返済

３．子どもの養育・教育

４．家事

５．あなたの就職や仕事

６．住居

７．病気や医療

８．相談相手がいないこと

９．勤務先や近所とのつき合い

10．家族や親戚とのつき合い

11．異性とのつき合い・再婚のこと

12．老後のこと

13．父子家庭に対する差別や偏見

14．その他

15．困っていることはない

不明・無回答

35.0

19.4

38.9

27.5

20.5

6.5

12.4

16.3

8.8

6.0

20.2

25.6

12.4

2.1

12.4

14.2

38.5

25.7

41.4

34.4

18.4

9.9

16.3

15.7

5.8

5.5

17.8

26.5

12.8

2.3

9.6

8.7

0 20 40 60

35.019.4 38.927.520.56.5 12.4 16.38.86.0 20.2 25.612.42.1 12.414.2
38.525.7 41.434.418.49.9 16.315.75.85.5 17.8 26.512.82.3 9.68.7

0 20 40 60

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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問３８ あなたが，父子家庭になられた当時，困った問題が起きた場合，どなたに相談し

ましたか。また，現在どなたに相談しますか。 

【当時】 

平成２０年調査と比較すると，「１．自分で解決」「７．公的な機関に相談」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．自分で解決

２．自分の子どもに相談

３．両親・親戚などに相談

４．友人・知人に相談

５．近所の人に相談

６．職場の上司・同僚に相談

７．公的な機関に相談

８．前の配偶者に相談

９．その他

10．相談相手がいない，方法がわからない

不明・無回答

54.7

8.8

46.4

19.7

3.9

11.4

10.6

3.6

0.8

2.1

8.5

48.4

9.6

46.9

21.6

2.9

9.3

5.5

3.2

0.9

4.1

10.2

0 20 40 60

54.78.8 46.419.73.9 11.410.63.60.82.1 8.5 48.49.6 46.921.62.9 9.35.53.20.9 4.1 10.2

0 20 40 60

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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【現在】 

平成２０年調査と比較すると，「１．自分で解決」の割合が高くなっています。また，「２．自分の子ど

もに相談」「４．友人・知人に相談」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．自分で解決

２．自分の子どもに相談

３．両親・親戚などに相談

４．友人・知人に相談

５．近所の人に相談

６．職場の上司・同僚に相談

７．公的な機関に相談

８．前の配偶者に相談

９．その他

10．相談相手がいない，方法がわからない

不明・無回答

58.3

12.2

39.4

17.9

2.6

6.7

7.5

3.1

0.5

1.8

10.9

52.2

17.8

42.3

23.3

2.3

5.0

3.2

3.5

1.2

5.5

10.2

0 20 40 60 80

58.312.2 39.417.92.6 6.77.53.10.51.8 10.9 52.217.8 42.323.32.35.03.23.51.2 5.5 10.2

0 20 40 60 80

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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問３８で「公的な機関に相談」を選択した方にお聞きします。 

問３９ あなたが，これまで悩みごとなどを相談したことがある公の機関等についてお答

えください。 

平成２０年調査と比較すると，「１．民生・児童委員・主任児童委員」「３．市会議員・府議会議員」の

割合が高くなっています。また，「８．保健センター」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20.0 12.2 46.934.78.28.24.10.00.0 10.22.00.0 8.210.212.24.1 30.618.48.28.26.1
4.04.00.00.00.0 12.00.0 20.08.08.08.0

0 20 40 60

平成25年(N=49)

平成20年(N=25)

「福祉事務所」 

「子ども支援センター」 

％

１．民生・児童委員・主任児童委員

２．市政協力委員や町内会長など

３．市会議員・府議会議員

４．福祉事務所（子ども支援センター）

５．児童福祉センター（児童相談所・発達相談所）

６．京都市ひとり親家庭支援センターゆめあす

７．市民相談・区民相談

８．保健センター

９．京都市男女共同参画センター（ウイングス京
都）

10．京都府男女共同参画センター（らら京都）

11．公共職業安定所（ハローワーク）

12．京都ジョブパーク（京都テルサ内）

13．交通事故相談所

14．家庭裁判所

15．警察署

16．保育園（所）・幼稚園

17．児童館
　　　（保育所，児童館，学童保育所）

18．学校

19．弁護士会の法律相談センター

20．日本司法支援センター（法テラス）

21．その他

不明・無回答

12.2

12.2

46.9

34.7

8.2

8.2

4.1

10.2

2.0

8.2

10.2

12.2

4.1

30.6

18.4

8.2

8.2

6.1

4.0

4.0

56.0

44.0

4.0

16.0

12.0

20.0

8.0

20.0

16.0

8.0

8.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60

９．京都市男女共同参画センター
　  （ウイングス京都）

10.2

2.0

8.2

10.2

12.2

4.1

30.6

18.4

8.2

8.2

6.1

12.0

20.0

8.0

20.0

16.0

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60
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９ 現在行われている福祉施策等について 

問４０ あなたが知っている，又は利用したことのある制度・施策についてお答えくださ

い。 

【知っている】 

平成２０年調査と比較すると，「１．児童手当」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．児童手当

２．児童扶養手当

３．ひとり親家庭等医療費支給制度

４．生活保護

５．ひとり親家庭日常生活支援事業

６．ショートステイ

７．トワイライトステイ

８．公営住宅の優先入居

９．職業訓練手当支給制度

10．自立支援教育訓練給付金事業

11．高等技能訓練促進費事業

不明・無回答

79.8

47.2

36.5

43.8

6.7

6.5

4.4

10.4

11.4

4.7

3.6

16.3

59.5

47.5

9.3

8.2

4.7

28.0

0 20 40 60 80 100

79.847.236.5 43.86.76.54.4 10.411.44.73.6 16.3
59.519.023.9 47.59.38.24.7 28.0

0 20 40 60 80 100

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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【利用している・利用したことがある】 

平成２０年調査と比較すると，「１．児童手当」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．児童手当

２．児童扶養手当

３．ひとり親家庭等医療費支給制度

４．生活保護

５．ひとり親家庭日常生活支援事業

６．ショートステイ

７．トワイライトステイ

８．公営住宅の優先入居

９．職業訓練手当支給制度

10．自立支援教育訓練給付金事業

11．高等技能訓練促進費事業

不明・無回答

65.3

31.9

25.6

4.9

0.3

1.6

0.8

1.0

0.8

30.6

47.2

7.3

1.5

2.6

0.6

43.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80

65.331.925.64.90.31.60.81.00.80.00.0 30.6
47.23.2 13.77.31.52.60.6 43.1

0 20 40 60 80

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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１０ 行政施策等について 

問４３ 父子家庭の自立・安定を図るため，あなたが市や国に要望したいことについてお

答えください。 

平成２０年調査と比較すると，「２．市営住宅などの公営住宅を増やすなど居住の確保がしやすい環境を

整備する」「３．年金・手当など経済的支援を充実する」「５．医療や介護サービスを充実する」の割合が

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

１．職業訓練の場や働く機会を増やすなど
　　安定的な就業の支援を充実する

２．市営住宅などの公営住宅を増やすなど
　　居住の確保がしやすい環境を整備する

３．年金・手当など経済的支援を充実する

４．健康診断や保健相談・指導を充実する

５．医療や介護サービスを充実する

６．保育園（所）を整備する

７．学童保育の場を増やす

８．生活上の悩みの相談窓口を充実する

９．学習や教養などを身につける機会を増やす

10．スポーツやレクリエーションに参加できる
     機会を増やす

11．いろいろな施設や制度のＰＲを充実する

12．民間ボランティアや社会福祉団体を育成する

13．父子家庭に対する偏見のない世の中をつくる

14．子どもの居場所づくりや学習支援

15．養育費確保のためのアドバイス

16．その他

17．特に要望はない

不明・無回答

13.717.6 57.515.8 26.79.8 13.516.310.45.4 11.92.6 16.6 21.018.95.45.2 13.5
23.9 29.7 68.524.2 45.89.9 16.620.412.28.5 16.39.0 16.95.87.35.2

0 20 40 60 80

全  体 母子家庭

13.7

17.6

57.5

15.8

26.7

9.8

13.5

16.3

10.4

5.4

11.9

2.6

16.6

21.0

18.9

5.4

5.2

13.5

23.9

29.7

68.5

24.2

45.8

9.9

16.6

20.4

12.2

8.5

16.3

9.0

16.9

5.8

7.3

5.2

0 20 40 60 80

13.717.6 57.515.8 26.79.8 13.516.310.45.4 11.92.6 16.6 21.018.95.45.2 13.5
23.9 29.7 68.524.2 45.89.9 16.620.412.28.5 16.39 16.95.87.35.2

0 20 40 60 80

平成25年(N=386)

平成20年(N=343)
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調査へのご協力のお願い 

平素は，市政の推進にご協力をいただき，ありがとうございます。 

京都市では，本市にお住まいのひとり親家庭の皆様の福祉施策の充実を図ることを目的として，

「京都市ひとり親家庭実態調査」を実施いたします。この調査は，平成 20 年に引き続き実施す

るものです。 

今回，住民基本台帳から対象者を無作為に抽出し，この調査票をお送りしております。 

本調査は，無記名方式で実施し，回収した調査票は，すべて統計的に処理しますので，回答いた

だくことによって，あなたにご迷惑をおかけすることは一切ございません。 

調査結果は，京都市の「ひとり親家庭自立促進計画」を含む「京都市未来こどもプラン」の次期

計画を策定するための基礎資料として十分に活用してまいります。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが，本調査の趣旨をご理解のうえ，ご協力いただきますようお願い

申し上げます。 

 

平成 25 年 10 月 

京都市長 門川 大作 

 

【ご記入に当たってのお願い】 

１ この調査は，宛名ご本人がご回答ください。 

２ この調査は，ひとり親家庭の皆様を対象としています。ひとり親家庭の方は最後の質問までご回答ください。 

３ 回答は「年月」や人数など，数字を記入するものと，該当する項目の選択肢番号に○印をつけるものがあり

ます。回答がひとつのみ選択の場合や複数選択の場合がありますので，設問指示にしたがってお答えください。 

４ 「その他」にお答えのときは，（  ）内に具体的な内容をご記入ください。 

５ 年齢，家族構成など期日が関係する設問には 10 月１日現在でご回答ください。 

６ ご記入後は，平成 25 年 11 月 13 日（水）までに同封の返信用封筒に入れて，ポストに投かんしてくださ

い。 

 

※ 返送先は，京都市が調査・集計業務を委託している『株式会社 名豊』宛てとなっています。 

 

※ この調査票は，設定した条件に当てはまる方を機械処理により無作為に抽出してお送りしており，その

抽出の仕組み上，ひとり親家庭ではないご家庭が対象とされている場合があります。そのような場合は，ど
うかご容赦いただきますようお願いいたしますとともに，問１のみをご回答（問２以降は未記入のまま）のう
え，調査票をご返送ください。 
 

【調査に関する問合せ先】京都市保健福祉局 子育て支援部児童家庭課  ひとり親家庭実態調査担当 

電話 075-251-2380 FAX 075-251-2322 

京都市ひとり親家庭実態調査【母子家庭用】 
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ここからの質問は，母子家庭の方のみお答えください。 

問１ あなたのご家庭は「母子家庭」に該当しますか。下欄の説明を参考にして，当てはまるものに○をつけてく

ださい。 

１．はい      ２．いいえ 

 

※母子家庭について 
 
 母子家庭とは，現に配偶者がなく，20歳未満の子どもを育てている家庭をいいます。 
 ・死別，離婚，未婚など，現に配偶者のない方 
 ・配偶者の生死不明，家出などで，配偶者に遺棄されている方 
 などが該当します。 
 
 ただし，婚姻はしていないが，事実上の婚姻関係にある場合は「母子家庭」とはしません。また，単身
赴任，出稼ぎ，子どもの就学の都合などによる一時別居も「母子家庭」とはしません。 

 

※母子家庭でない方は，これで調査は終わりです。調査票は返信用封筒でご返送ください。 

※この調査票は，設定した条件に当てはまる方を機械処理により無作為に抽出してお送りしており，その抽出の仕
組み上，母子家庭ではないご家庭が対象とされている場合があります。そのような場合は，どうかご容赦いただき
ますようお願いいたします。 

 母子家庭の方は，引き続き下の欄の問２から最後の質問までご回答ください。 

 

 

 

■あなたご自身のことと世帯の状況についてお聞きします。 

問２ あなたの生年月を記入してください。 

１．明治 

２．大正 

３．昭和  （     ）年 （    ）月 生 

４．平成 

問３ あなたのお子さん（平成２５年１０月１日現在で２０歳未満のお子さんに限ります。）は，次のいずれに当

てはまりますか。当てはまる番号すべてに○をつけ，右の欄に同居，別居別の人数を記入してください。 

 同居 別居 

１．乳児（０歳児） 人 人 

２．１歳～２歳児 人 人 

３．３歳～小学校入学前 人 人 

４．小学校１年～３年生 人 人 

５．小学校４年～６年生 人 人 

６．中学生 人 人 

７．高校生 人 人 

８．短大生・高専生 人 人 

９．大学生 人 人 

10．専門学校生・その他の学生 人 人 

11．仕事をしている子ども 人 人 

12．卒業した無職の子ども 人 人 

13．その他（               ） 人 人 
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問４ 世帯の人数（ご自分や問３に記入したお子さんは除く。）を記入してください。 

あなたの父母 あなたの兄弟姉妹 あなたの祖父母 20歳以上の子ども その他 

（    ）人 （    ）人 （    ）人 （    ）人 （    ）人 

 

 

 

■あなたのご家庭の家事の分担状況についてお聞きします。 

問５ あなたのご家庭では，以下の家事は主にどなたが担当していますか。当てはまるすべての欄に○を記入して

ください。 

 掃除 洗濯 炊事 日用品の買物 

あなた     

子ども     

その他の家族     

家族以外     

 

 

 

■母子家庭になったときの状況についてお聞きします。 

問６ 母子家庭になった時期について，年月を記入してください。 

 平成（    ）年（    ）月 

（注）配偶者と２回以上離婚又は死別している場合は，もっとも近い場合について記入してください（以下の質問についても同じ）。 

問７ 前配偶者との婚姻期間について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．１年未満    ２．１～５年未満 

３．５～10 年未満    ４．10 年以上 

５．なし 

問８（１）母子家庭となった理由について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．病死     ２．その他の理由による死別 

３．離婚（協議）    ４．離婚（調停） 

５．離婚（審判）    ６．離婚（裁判） 

７．遺棄（家出など）   ８．生死不明 

９．未婚での子の出生   10．その他（                  ） 

（２）離婚（３，４，５，６）を選択した方にお聞きします。離婚を決意した主たる要因は何ですか。当てはまる

番号１つだけに○をつけてください。 

１．性格が合わない    ２．異性関係 

３．暴力をふるう    ４．浪費する 

５．酒を飲みすぎる    ６．親族と折り合いが悪い 

７．家庭をかえりみない     ８．その他（                   ） 
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問９ 母子家庭になられたとき，あなたは仕事をしていましたか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．今と同じところで仕事をしていた  → 【問 11へ】 

２．今と違ったところで仕事をしていた → 【問 10へ】 

３．仕事をしていなかった       → 【問 11へ】 

問 10 その時していた仕事を辞めた理由について，当てはまる番号１つだけに○を付けてください。 

１．収入がよくない    ２．勤め先が自宅から遠い 

３．健康がすぐれない   ４．仕事の内容がよくない 

５．職場環境になじめない   ６．労働時間が合わない 

７．社会保険がない又は不十分  ８．休みが少ない・自由にとれない 

９．身分が安定していない   10．経験や能力が発揮できない 

11．自営業で就業していたが，離婚したため 12．子どもの世話・家事等との両立が困難 

13．その他（                                       ） 

 

■あなたの現在の仕事についてお聞きします。 

問 11 あなたは現在，収入を伴う仕事をしていますか｡当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．１つの仕事だけしている  → 【問 12へ】 

２．２つ以上の仕事をしている → 【問 12へ】 

３．仕事をしていない     → 【５ページへ】 

問 12 収入を伴う仕事のある方だけにお聞きします。 

（１）あなたが現在の仕事についてから何年になりますか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．１年未満    ２．１～３年未満 

３．３～５年未満    ４．５～10 年未満 

５．10 年以上 

（注）２つ以上の仕事をされている場合は，主な仕事（収入，就労時間により判断してください）について記入してください。 

（２）あなたの就労形態について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．正社員・正職員    ２．パート・アルバイト 

３．契約・登録・派遣社員（職員）  ４．自営業主 

５．家族従業者    ６．内職・在宅就業 

７．その他（                                       ） 

（３）その仕事の種類について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど） 

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上） 

３．事務的な仕事 

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など） 

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など） 

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など） 

７．その他（                                       ） 
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（４）勤務先（自営業の方は家族従業員を含む）の規模（従業員数）について，当てはまる番号１つだけに○をつ

けてください。 

１．１～４人   ２．５～９人   ３．１０～２９人 

４．３０～９９人   ５．１００～２９９人  ６．３００人以上 

（５）あなたの普段の平均的な勤務時間（残業が恒常的になっている方はその時間も含む）はどのようになってい

ますか。また，仕事が終わって帰宅するのは何時ごろですか。午前・午後のいずれかに○をしたうえで（   ）

内に具体的な時刻を記入してください。 

ア 勤務時間 

 １．定時制  

   午前・午後（   ）時（   ）分～ 午前・午後（   ）時（   ）分まで 

 ２．交代制のため一定しない 

イ 帰宅時間（定時制の方のみ記入してください。） 

   午前・午後（   ）時（   ）分ごろ 

（６）あなたの仕事上の悩みについて，当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．収入がよくない   ２．勤め先が自宅から遠い ３．健康がすぐれない 

４．仕事の内容がよくない  ５．職場環境になじめない ６．労働時間が合わない 

７．社会保険がない又は不十分 ８．休みが少ない・自由にとれない 

９．身分が安定していない  10．経験や能力が発揮できない 

11．子どもの世話・家事等との両立が困難 

12．その他（                                       ） 

（７）現在，あなたは転職の希望をもっていますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．ある  → 【（８）へ】 

２．ない  → 【６ページへ】 

（８）転職の希望がある方だけにお聞きします。 

ア 転職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○を

つけてください。 

１．正社員・正職員    ２．パート・アルバイト   

３．契約・登録・派遣社員（職員）  ４．自営業主 

５．家族従業者    ６．内職・在宅就業 

７．その他（                                       ） 

イ 転職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○

をつけてください。 

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど） 

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上） 

３．事務的な仕事 

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など） 

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など） 

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など） 

７．その他（                                       ） 
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問 13 現在，収入を伴う仕事がない方だけにお聞きします｡ 

（１）その理由は何ですか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．子どもの世話をしてくれる人がいない  ２．病気で働けない 

３．求職中      ４．職業訓練を受けたり技術習得中 

５．家族の世話をするため仕事につけない  ６．収入面で条件の合う仕事がない 

７．勤務時間の面で条件の合う仕事がない  ８．年齢的に条件の合う仕事がない 

９．その他（                                        ） 

（２）あなたは今後，就職の希望はありますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．ある  → 【（３）へ】 

２．ない  → 【問 14へ】 

（３）就職の希望がある方だけにお聞きします。 

ア 就職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○を

つけてください。 

１．正社員・正職員     ２．パート・アルバイト 

３．契約・登録・派遣社員（職員）   ４．自営業主 

５．家族従業者     ６．内職・在宅就業 

７．その他（                                        ） 

イ 就職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○

をつけてください。 

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど） 

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上） 

３．事務的な仕事 

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など） 

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など） 

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など） 

７．その他（                               ） 
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■あなたがお持ちの資格や技能についてお聞きします。 

問 14 現在持っている資格など(当てはまるものすべて)と，今後とりたいと思っている資格など（主なもの３つま

で）がありますか。当てはまる欄に○を記入してください。 

 
持っている 

資格など 

持っている資格の

うち仕事（就職）に

役立っている資格 

とりたい 

資格など 

１．看護師・保健師    

２．栄養士    

３．調理師    

４．美容師・理容師    

５．弁護士・司法書士・行政書士    

６．保育士    

７．教諭    

８．パソコン    

９．簿記・速記    

10．ホームヘルパー    

11．介護福祉士    

12．医療事務    

13．歯科衛生士・歯科技工士    

14．理学療法士    

15．作業療法士    

16. 大型・第二種自動車免許    

17. 言語聴覚士    

18．柔道整復師    

19．鍼灸師    

20．臨床工学技士    

21．視能訓練士    

22．管理栄養士    

23．精神保健福祉士    

24．臨床検査技師    

25．放射線技師    

26．その他  （       ） （       ） （       ） 

27．特にない    



Ⅵ 資料編 

 217 

■現在のお住まいについてお聞きします。 

問 15 お住まいになっている住宅の種類について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．持ち家（本人名義）  ２．公営住宅（府・市営） ３．公社・公団住宅   

４．社宅    ５．賃貸住宅   ６．間借り 

７．実家や親戚の家に同居  ８．母子生活支援施設（母子寮） 

９．その他（                                         ） 

問 16 現在の住宅に住まれるようになったのは，母子家庭になる前からですか。それとも母子家庭になってからで

すか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．母子家庭になる前から 

２．母子家庭になってから 

問 17 公営住宅(府・市営)への転居の希望はありますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．ある      ２．ない 

 

 

 

■あなたの世帯の収入状況・生活費についてお聞きします。 

問 18 あなたの世帯の収入は，何によってまかなわれていますか。最も収入の多いもの１つだけに○をつけてくだ

さい。また，それ以外に収入のある場合，当てはまるものすべてに○をつけてください。 

 

最も収入の 

多いもの 

(ひとつだけに○） 

それ以外 

(当てはまるものす

べてに○） 

１．あなたの仕事の収入   

２．子どもの仕事の収入   

３．その他の家族や同居人の収入   

４．別居している親や他の家族からの援助   

５．財産収入（預金利子，不動産収入）   

６．年金・労災などの収入   

７．離別した配偶者からの養育費や援助   

８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）   

９．児童手当   

10．預金の引出し   

11．生活保護費   

12．その他（                ）   

（注）「あなたの世帯」とは，あなたと住居及び生計を共にしている世帯員すべてをいいます。 
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問 19 昨年（平成 24 年）１年間の収入はどのくらいでしたか。あなたの世帯全員及びあなた自身の総収入，並び

にあなた自身の就労収入について，それぞれ当てはまるもの１つだけに○をつけてください。 

（※ 年間総収入には，すべての収入（生活保護法に基づく給付，児童扶養手当等の社会保障給付金，就労収入，

別れた配偶者等からの養育費，親からの仕送り，家賃・地代の収入等）を含んでください。） 

 世帯全員の総収入 あなた自身の総収入 
あなた自身の 

就労収入 

１．50 万円未満    

２．50～100 万円未満    

３．100～150 万円未満    

４．150～200 万円未満    

５．200～250 万円未満    

６．250～300 万円未満    

７．300～350 万円未満    

８．350～400 万円未満    

９．400～500 万円未満    

10．500～600 万円未満    

11．600～700 万円未満    

12．700～800 万円未満    

13．800 万円以上    

問 20 あなたの世帯の月平均の生活費を記入してください。 

  約（      ）万円程度 

問 21 あなたの世帯の生活費の中で，特に支出額の多いものは何ですか。金額の多い順に３つまで選んでください。 

１．食費     ２．住宅費（家賃・ローンを含む） 

３．光熱・水道費    ４．教育費 

５．医療費     ６．交際費 

７．税金・社会保険料   ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く） 

９．仕送り     10．車の維持費 

11．その他（             ） 12．特にかさむものはない 

 

１位 ２位 ３位 
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■離婚された方だけにお聞きします。 

問 22 あなたは，離婚した配偶者との間に「養育費」に関する取り決めをしましたか。当てはまる番号に○をつけ

てください。 

１．文書で取り決めをしている    → 【問 23へ】 

２．文書以外で取り決めをしている  → 【問 23へ】 

３．取り決めをしていない      → 【問 24へ】 

問 23 養育費に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

（１）支払いは取り決めどおりに行われていますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．支払われている               → 【（２）へ】 

２．支払われたり，支払われなかったりしている  → 【（２）へ】 

３．支払われていない              → 【問 24へ】 

４．受け取りは終わった             → 【問 24へ】 

（２）取り決めによる養育費の月額を記入してください。 

１．月額   約（          ）円  ２．決まっていない 

問 24 あなたは，離婚した配偶者との間に「面会交流」に関する取り決めをしましたか。当てはまる番号に○をつ

けてください。 

１．文書で取り決めをしている             → 【問 25へ】 

２．文書以外で取り決めをしている           → 【問 25へ】 

３．取り決めをしていない               → 【問 26へ】 

問 25  面会交流に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

（１）面会交流の状況について，当てはまる番号に○をつけてください。 

１．現在，面会交流を行っている            → 【（２）へ】 

２．過去に行ったことがあるが，現在は行っていない   → 【（２）へ】 

３．面会交流を行ったことがない            → 【問 26へ】 

  （２）面会交流の頻度のうち，当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．月２回以上   ２．月１回程度   ３．２～３箇月に１回 

４．４～６箇月に１回  ５．長期休暇中   ６．その都度協議して決める 

７．その他（                                        ） 

問 26 母子家庭になった直後のお気持ちはどうでしたか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった 

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった 

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった 

４．なんとかなると深く考えなかった 

５．その他（                                        ） 

６．わからない 
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問 27 母子家庭になった直後の生活状況はどうでしたか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった） 

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った 

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った 

４．その他（                                       ） 

５．わからない 

 

 

 

■お子さんの育児や教育についてお聞きします。 

問 28 お子さんにはどこまで進学してほしいと思っていますか。当てはまる番号に○をつけてください。（お子さ

んが複数いて進学希望先が異なる場合は，当てはまる番号すべてに○をつけてください） 

１．中学校      ２．高校 

３．高等専門学校     ４．短大 

５．大学・大学院     ６．専修学校・各種学校 

７．その他（                                       ） 

問 29 お子さんについて現在どのようなことで悩みをお持ちですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．育児      ２．教育・進学 

３．しつけ      ４．会話が少ない 

５．預け先がない     ６．病気 

７．衣服・身の回り     ８．食事・栄養 

９．友人関係     10．いじめ 

11．非行化      12．就職 

13．その他（                 ） 14．今のところ悩みはない 

 

 

■小学校入学前のお子さんがおられる方にお聞きします。 

問 30 日常，昼間お子さんの世話を中心となってしているのはどなたですか。当てはまる番号すべてに○をつけて

ください。 

１．あなた自身     ２．同居の家族 

３．実家や親戚など     ４．近所の人 

５．友人や知人     ６．ベビーシッター・家政婦 

７．保育園（所）        ８．幼稚園 

９．勤務先の事業所内保育施設   10．認可外保育施設 

11．その他（                                     ） 
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■小学校１年生から３年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問 31 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。当てはまる番号１つだけに○をつ

けてください。 

１．あなた自身    ２．同居の家族 

３．実家や親戚など    ４．近所の人 

５．友人や知人    ６．ベビーシッター・家政婦 

７．認可外保育施設    ８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ） 

９．児童館（８以外での利用）  10．学習塾・習い事 

11．その他（              ） 

 

■小学校４年生から６年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問 32 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。当てはまる番号１つだけに○をつ

けてください。 

１．あなた自身    ２．同居の家族 

３．実家や親戚など    ４．近所の人 

５．友人や知人    ６．ベビーシッター・家政婦 

７．認可外保育施設    ８．児童館 

９．学習塾・習い事    10．その他（              ） 

問 33 お子さんを学習塾や習い事に通わせていますか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．通わせている  → 【問 34へ】 

  通わせていない（２．必要がない  ３．時間の確保が困難  ４．経済的に困難）→ 【問 35へ】 

■学習塾や習い事に通わせている方だけにお聞きします。 

問 34 どのようなところに通わせていますか。また，１箇月の月謝はどのくらいですか。お子さんごとに生年月を

記入してお答えください。 

１．学習塾    ２．そろばん教室・習字教室 ３．音楽・絵画教室 

４．スポーツ教室   ５．英会話   ６．その他（       ） 

 

 生年月 番号（複数可） 月謝の額（合計） 

１ 平成  年  月 生  （        ）円 

２ 平成  年  月 生  （        ）円 

３ 平成  年  月 生  （        ）円 

４ 平成  年  月 生  （        ）円 

問 35 あなたの最終学歴について，当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．中学校    ２．高校   ３．高等専門学校 

４．短大    ５．大学・大学院  ６．専修学校・各種学校 

７．その他（                                       ） 
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■お子さんや近所の人等との関係についてお聞きします。 

問 36 家族・親戚以外で，あなたが日頃からお子さんをみてもらったりすることのできる人はどなたですか。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

１．近所の人 

２．職場・仕事に関係のある人 

３．お子さんを通じての友人（保育園（所）などの保護者会やスポーツ少年団など） 

４．あなたの趣味やスポーツなどを通じた活動の仲間 

５．あなたの社会的活動を通じた活動の仲間 

６．学生時代の友人 

７．その他（                                       ） 

８．特にいない 

 

 

 

■日頃の悩みや相談のことについてお聞きします。 

問 37 あなたが，母子家庭になった当時，困ったことは何ですか。また，現在困っていることがありますか。当て

はまるすべての欄に○をつけてください。 

 当 時 現 在 

１．生活費   

２．借金の返済   

３．子どもの養育・教育   

４．家事   

５．あなたの就職や仕事   

６．住居   

７．病気や医療   

８．相談相手がいないこと   

９．勤務先や近所とのつき合い   

10．家族や親戚とのつき合い   

11．異性とのつき合い・再婚のこと   

12．老後のこと   

13．母子家庭に対する差別や偏見   

14．その他（                   ）   

15．困っていることはない   
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問 38 あなたが，母子家庭になられた当時，困った問題が起きた場合，どなたに相談しましたか。また，現在どな

たに相談しますか。当てはまるものすべてに○をつけてください。 

 当 時 現 在 

１．自分で解決   

２．自分の子どもに相談   

３．両親・親戚などに相談   

４．友人・知人に相談   

５．近所の人に相談   

６．職場の上司・同僚に相談   

７．公的な機関に相談   

８．前の配偶者に相談   

９．その他（                    ）   

10．相談相手がいない，方法がわからない   

（７に○をつけられた方は問 39へ） 

問 39 あなたが，これまで悩みごとなどを相談したことがある公の機関等はどれですか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

１．民生・児童委員・主任児童委員 

２．市政協力委員や町内会長など 

３．市会議員・府議会議員 

４．福祉事務所（子ども支援センター） 

５．児童福祉センター（児童相談所・発達相談所） 

６．京都市ひとり親家庭支援センターゆめあす 

７．市民相談・区民相談 

８．保健センター 

９．京都市男女共同参画センター（ウイングス京都） 

10．京都府男女共同参画センター（らら京都） 

11．公共職業安定所（ハローワーク） 

12．マザーズハローワーク烏丸御池 

13．マザーズジョブカフェ（京都テルサ内） 

14．交通事故相談所 

15．家庭裁判所 

16．警察署 

17．保育園（所）・幼稚園 

18．児童館 

19．学校  

20．弁護士会の法律相談センター 

21．日本司法支援センター（法テラス） 

22．その他（                                       ） 
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■現在行われている福祉施策等についてお聞きします。 

問 40 あなたが知っている，又は利用したことのある制度・施策について，当てはまるすべての欄に○をつけてく

ださい。 

 知っている 

利用している・ 

利用したことが

ある 

１．児童手当 

１５歳に達して以後，最初の３月３１日までの子どもを扶養している家庭に支給される手当 

  

２．児童扶養手当 

１８歳に達して以後，最初の３月３１日までの子どものいるひとり親家庭に支給される手当 

  

３．母子福祉資金貸付制度 

母子家庭の方に対する各種資金の貸し付けを行う制度 

  

４．母子生活支援施設（野菊荘，本願寺ウィスタリアガーデン，東山ファ

ミリーホーム，ヴェインテ） 

母子家庭の母と１８歳未満の子が一緒に入所できる児童福祉施設 

  

５．ひとり親家庭等医療費支給制度 

ひとり親家庭等の親と子がお医者さんなどにかかったときに，窓口で支払われる医療費を助成す

る制度 

  

６．生活保護 

病気や事故のため収入がなくなったり，働いても収入が少なく一家の生計を維持できないとき，

家庭の状況に応じて，最低限生活費の援助を行う制度 

  

７．ひとり親家庭日常生活支援事業 

ひとり親家庭の方が，自立促進のために必要な事由や傷病や冠婚葬祭など一時的に家事・育児に

お困りの場合に家庭生活支援員を派遣する事業 

  

８．ショートステイ 

保護者が，一時的な傷病や出張，冠婚葬祭などのため，家事・育児に困ったとき，子どもを乳児

院，児童養護施設，母子生活支援施設でお預かりする事業 

  

９．トワイライトステイ 

保護者が，仕事や通院などのため，帰宅が遅くなるときに，夜間に子どもを児童養護施設や母子

生活支援施設でお預かりする事業 

  

10．公営住宅の優先入居 

住宅に困っているひとり親家庭の方が公営住宅に優先的に入居できる制度 

  

11．職業訓練手当支給制度 

ハローワークを通じて職業訓練を受ける場合に訓練手当が支給される制度 

  

12．自立支援教育訓練給付金事業 

厚生労働大臣指定講座等を受講し，修了した場合に支払った入学金及び受講料の 2割に相当する

額が支給される事業 

  

13．高等技能訓練促進費事業 

2年以上のカリキュラムを必要とする看護師等の対象資格を取得のため，専門学校等で修学して

いる場合に，修業期間中に訓練促進費を支給する事業 

  

問 41 京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすについてお聞きします（京都市ひとり親家庭支援センターゆめあ
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すは，京都市が，ひとり親家庭の相談や交流を始め，自立に向けた支援事業に総合的に取り組む拠点として設置し

ている施設です。）。 

（１）京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすを知っていますか。 

１．利用したことがある 

２．知っているが，利用したことがない 

３．知らない 
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（２）下表の１から１２の京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすの事業を知っていたり，これまでに利用した

ことがありますか。また興味がありますか。該当するものすべてに○をつけてください。 

 知っている 
これまでに利用し

たことがある 
興味がある 

１．就業の相談    

２．仕事に役立つセミナー 

（就職準備セミナー） 
   

３．自立支援プログラム 

  ハローワークと連携しつつ，自立支援計画に沿った自

立，就職支援を行う。 

   

４．パソコン講習会    

５．パソコン自習支援 

京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすのパソコンを

使用して，自習等を行う。 

   

６．無料法律相談    

７．養育費・子どもとの面会交流などの相談    

８．日常生活の相談    

９．親と子の交流会 

（バーベキュー等） 
   

10．生活に役立つセミナー 

（育児，クッキング，健康づくりに関する講習等） 
   

11．mama*cafe 

 （お母さんの交流会） 
   

12．着物の貸出し    

（３）京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすでのひとり親家庭の方のみを対象としたイベントや，参加者同士

での情報交換や意見交換ができる場に参加したいですか。 

１．参加したい 

２．母子家庭だけが対象なら参加したい 

３．参加したくない 

４．わからない 

（４） （３）で「３．参加したくない」，「４．わからない」と答えた方にお聞きします。参加したくない，わか

らない理由について当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．参加する時間がない 

２．参加する必要性を感じない 

３．参加するのが面倒 

４．自分の家庭の事情を他人に知られたくない 

５．その他（                                        ） 
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■行政施策等についてお聞きします。 

問 42 下記の問いについてあなたの実感に近いものに○をつけてください。（項目ごとに○は１つ） 

 そう思う 

どちらか

というと

そう思う 

どちらと

もいえな

い 

どちらか

というと

そう思わ

ない 

そう思わ

ない 

１．乳幼児健診でのアドバイスやアフターフォロー

が充実している  
１ ２ ３ ４ ５ 

２．身近に小児医療が受けられる環境が整っている

ので安心できる 
１ ２ ３ ４ ５ 

３．必要な時に保育施設等や学童クラブ等を利用で

きる環境である 
１ ２ ３ ４ ５ 

４．保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気

等）の時に，必要な支援を受けられる環境である 
１ ２ ３ ４ ５ 

５．障害や，保護者の養護が足りないなど，配慮を

要する子どもの状況に応じた支援が行われている 
１ ２ ３ ４ ５ 

６．子どもがいても仕事と生活は両立できる環境で

ある 
１ ２ ３ ４ ５ 

７．子育てに不安を感じたとき気軽に相談できると

ころがある 
１ ２ ３ ４ ５ 

８．子どもへの教育環境は充実している １ ２ ３ ４ ５ 

９．青少年が健全に育つ環境である １ ２ ３ ４ ５ 

10．身近に，自宅以外の子どもの居場所や遊び場が

ある 
１ ２ ３ ４ ５ 

11．世間には，ひとり親家庭に対する偏見があると

思う 
１ ２ ３ ４ ５ 

12．子どもがいなかったら生活が楽になると思うこ

とがある 
１ ２ ３ ４ ５ 
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問 43 母子家庭の自立・安定を図るため，あなたが市や国に要望したいことは何ですか。当てはまるもの５つまで

に○をつけてください。 

１．職業訓練の場や働く機会を増やすなど安定的な就業の支援を充実する 

２．市営住宅などの公営住宅を増やすなど居住の確保がしやすい環境を整備する 

３．年金・手当など経済的支援を充実する 

４．健康診断や保健相談・指導を充実する 

５．医療や介護サービスを充実する 

６．保育園（所）を整備する 

７．学童保育の場を増やす 

８．生活上の悩みの相談窓口を充実する 

９．学習や教養などを身につける機会を増やす 

10．スポーツやレクリエーションに参加できる機会を増やす 

11．いろいろな施設や制度のＰＲを充実する 

12．民間ボランティアや社会福祉団体を育成する 

13．母子家庭に対する偏見のない世の中をつくる 

14．子どもの居場所づくりや学習支援 

15．養育費確保のためのアドバイス 

16．その他（                                ） 

17．特に要望はない 

問 44 母子家庭ということで，これまで何かつらい思いをされたことがありましたら，お聞かせください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

問 45 母子家庭に対する福祉行政施策全般について，何かご意見がありましたらお聞かせください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

お忙しいところ，アンケートにご協力いただきありがとうございました。 

この調査票は，平成２５年１１月１３日（水）までに，  

同封の返信用封筒に入れて，ポストに投かんしてください。  
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調査へのご協力のお願い 

平素は，市政の推進にご協力をいただき，ありがとうございます。 

京都市では，本市にお住まいのひとり親家庭の皆様の福祉施策の充実を図ることを目的として，

「京都市ひとり親家庭実態調査」を実施いたします。この調査は，平成 20 年に引き続き実施す

るものです。 

今回，住民基本台帳から対象者を無作為に抽出し，この調査票をお送りしております。 

本調査は，無記名方式で実施し，回収した調査票は，すべて統計的に処理しますので，回答いた

だくことによって，あなたにご迷惑をおかけすることは一切ございません。 

調査結果は，京都市の「ひとり親家庭自立促進計画」を含む「京都市未来こどもプラン」の次期

計画を策定するための基礎資料として十分に活用してまいります。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが，本調査の趣旨をご理解のうえ，ご協力いただきますようお願い

申し上げます。 

 

平成 25 年 10 月 

京都市長 門川 大作 

 

【ご記入に当たってのお願い】 

１ この調査は，宛名ご本人がご回答ください。 

２ この調査は，ひとり親家庭の皆様を対象としています。ひとり親家庭の方は最後の質問までご回答ください。 

３ 回答は「年月」や人数など，数字を記入するものと，該当する項目の選択肢番号に○印をつけるものがあり

ます。回答がひとつのみ選択の場合や複数選択の場合がありますので，設問指示にしたがってお答えください。 

４ 「その他」にお答えのときは，（  ）内に具体的な内容をご記入ください。 

５ 年齢，家族構成など期日が関係する設問には１０月１日現在でご回答ください。 

６ ご記入後は，平成 25 年 11 月 13 日（水）までに同封の返信用封筒に入れて，ポストに投かんしてくださ

い。 

 

※ 返送先は，京都市が調査・集計業務を委託している『株式会社 名豊』宛てとなっています。 

 

※ この調査票は，設定した条件に当てはまる方を機械処理により無作為に抽出してお送りしており，その
抽出の仕組み上，ひとり親家庭ではないご家庭が対象とされている場合があります。そのような場合は，ど
うかご容赦いただきますようお願いいたしますとともに，問１のみをご回答（問２以降は未記入のまま）のう
え，調査票をご返送ください。 
 

【調査に関する問合せ先】京都市保健福祉局 子育て支援部児童家庭課  ひとり親家庭実態調査担当 

電話 075-251-2380 FAX 075-251-2322 

京都市ひとり親家庭実態調査【父子家庭用】 
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ここからの質問は，父子家庭の方のみお答えください。 

問１ あなたのご家庭は「父子家庭」に該当しますか。下欄の説明を参考にして，当てはまるものに○をつけてく

ださい。 

１．はい      ２．いいえ 

 

※父子家庭について 
 
 父子家庭とは，現に配偶者がなく，20歳未満の子どもを育てている家庭をいいます。 
 ・死別，離婚，未婚など，現に配偶者のない方 
 ・配偶者の生死不明，家出などで，配偶者に遺棄されている方 
 などが該当します。 
 
 ただし，婚姻はしていないが，事実上の婚姻関係にある場合は「父子家庭」とはしません。また，単身
赴任，出稼ぎ，子どもの就学の都合などによる一時別居も「父子家庭」とはしません。 

 

※父子家庭でない方は，これで調査は終わりです。調査票は返信用封筒でご返送ください。 

※この調査票は，設定した条件に当てはまる方を機械処理により無作為に抽出してお送りしており，その抽出の仕
組み上，父子家庭ではないご家庭が対象とされている場合があります。そのような場合は，どうかご容赦いただき
ますようお願いいたします。 

 父子家庭の方は，引き続き下の欄の問２から最後の質問までご回答ください。 

 

 

 

■あなたご自身のことと世帯の状況についてお聞きします。 

問２ あなたの生年月を記入してください。 

１．明治 

２．大正 

３．昭和  （     ）年 （    ）月 生 

４．平成 

問３ あなたのお子さん（平成２５年１０月１日現在で２０歳未満のお子さんに限ります。）は，次のいずれに当

てはまりますか。当てはまる番号すべてに○をつけ，右の欄に同居，別居別の人数を記入してください。 

 同居 別居 

１．乳児（０歳児） 人 人 

２．１歳～２歳児 人 人 

３．３歳～小学校入学前 人 人 

４．小学校１年～３年生 人 人 

５．小学校４年～６年生 人 人 

６．中学生 人 人 

７．高校生 人 人 

８．短大生・高専生 人 人 

９．大学生 人 人 

10．専門学校生・その他の学生 人 人 

11．仕事をしている子ども 人 人 

12．卒業した無職の子ども 人 人 

13．その他（               ） 人 人 
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問４ 世帯の人数（ご自分や問３に記入したお子さんは除く。）を記入してください。 

あなたの父母 あなたの兄弟姉妹 あなたの祖父母 20歳以上の子ども その他 

（    ）人 （    ）人 （    ）人 （    ）人 （    ）人 

 

 

 

■あなたのご家庭の家事の分担状況についてお聞きします。 

問５ あなたのご家庭では，以下の家事は主にどなたが担当していますか。当てはまるすべての欄に○を記入して

ください。 

 掃除 洗濯 炊事 日用品の買物 

あなた     

子ども     

その他の家族     

家族以外     

 

 

 

■父子家庭になったときの状況についてお聞きします。 

問６ 父子家庭になった時期について，年月を記入してください。 

 平成（    ）年（    ）月 

（注）配偶者と２回以上離婚又は死別している場合は，もっとも近い場合について記入してください（以下の質問についても同じ）。 

問７ 前配偶者との婚姻期間について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．１年未満    ２．１～５年未満 

３．５～10 年未満    ４．10 年以上 

５．なし 

問８ （１）父子家庭となった理由について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．病死     ２．その他の理由による死別 

３．離婚（協議）    ４．離婚（調停） 

５．離婚（審判）    ６．離婚（裁判） 

７．遺棄（家出など）   ８．生死不明 

９．未婚での子の出生      10．その他（                  ） 

（２）離婚（３，４，５，６）を選択した方にお聞きします。離婚を決意した主たる要因は何ですか。当てはまる

番号１つだけに○をつけてください。 

１．性格が合わない    ２．異性関係 

３．暴力をふるう    ４．浪費する 

５．酒を飲みすぎる    ６．親族と折り合いが悪い 

７．家庭をかえりみない   ８．その他（                   ） 
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問９ 父子家庭になられたとき，あなたは仕事をしていましたか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．今と同じところで仕事をしていた  → 【問 11へ】 

２．今と違ったところで仕事をしていた → 【問 10へ】 

３．仕事をしていなかった       → 【問 11へ】 

問 10 その時していた仕事を辞めた理由について，当てはまる番号１つだけに○を付けてください。 

１．収入がよくない    ２．勤め先が自宅から遠い 

３．健康がすぐれない   ４．仕事の内容がよくない 

５．職場環境になじめない   ６．労働時間が合わない 

７．社会保険がない又は不十分  ８．休みが少ない・自由にとれない 

９．身分が安定していない   10．経験や能力が発揮できない 

11．自営業で就業していたが，離婚したため 12．子どもの世話・家事等との両立が困難 

13．その他（                                       ） 

 

 

■あなたの現在の仕事についてお聞きします。 

問 11 あなたは現在，収入を伴う仕事をしていますか｡当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．１つの仕事だけしている  → 【問 12へ】 

２．２つ以上の仕事をしている → 【問 12へ】 

３．仕事をしていない     → 【５ページへ】 

問 12 収入を伴う仕事のある方だけにお聞きします。 

（１）あなたが現在の仕事についてから何年になりますか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．１年未満    ２．１～３年未満 

３．３～５年未満    ４．５～10 年未満 

５．10 年以上 

（注）２つ以上の仕事をされている場合は，主な仕事（収入，就労時間により判断してください）について記入してください。 

（２）あなたの就労形態について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．正社員・正職員    ２．パート・アルバイト 

３．契約・登録・派遣社員（職員）  ４．自営業主 

５．家族従業者    ６．内職・在宅就業 

７．その他（                                       ） 

（３）その仕事の種類について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど） 

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上） 

３．事務的な仕事 

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など） 

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など） 

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など） 

７．その他（                                       ） 
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（４）勤務先（自営業の方は家族従業員を含む）の規模（従業員数）について，当てはまる番号１つだけに○をつ

けてください。 

１．１～４人   ２．５～９人   ３．１０～２９人 

４．３０～９９人   ５．１００～２９９人  ６．３００人以上 

（５）あなたの普段の平均的な勤務時間（残業が恒常的になっている方はその時間も含む）はどのようになってい

ますか。また，仕事が終わって帰宅するのは何時ごろですか。午前・午後のいずれかに○をしたうえで（   ）

内に具体的な時刻を記入してください。 

ア 勤務時間 

 １．定時制  

   午前・午後（   ）時（   ）分～ 午前・午後（   ）時（   ）分まで 

 ２．交代制のため一定しない 

イ 帰宅時間（定時制の方のみ記入してください。） 

   午前・午後（   ）時（   ）分ごろ 

（６）あなたの仕事上の悩みについて，当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．収入がよくない   ２．勤め先が自宅から遠い ３．健康がすぐれない 

４．仕事の内容がよくない  ５．職場環境になじめない ６．労働時間が合わない 

７．社会保険がない又は不十分 ８．休みが少ない・自由にとれない 

９．身分が安定していない  10．経験や能力が発揮できない 

11．子どもの世話・家事等との両立が困難 

12．その他（                                       ） 

（７）現在，あなたは転職の希望をもっていますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．ある  → 【（８）へ】 

２．ない  → 【６ページへ】 

（８）転職の希望がある方だけにお聞きします。 

ア 転職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○を

つけてください。 

１．正社員・正職員    ２．パート・アルバイト   

３．契約・登録・派遣社員（職員）  ４．自営業主 

５．家族従業者    ６．内職・在宅就業 

７．その他（                                       ） 

イ 転職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○

をつけてください。 

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど） 

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上） 

３．事務的な仕事 

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など） 

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など） 

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など） 

７．その他（                                       ） 
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問 13 現在，収入を伴う仕事がない方だけにお聞きします｡ 

（１）その理由は何ですか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．子どもの世話をしてくれる人がいない  ２．病気で働けない 

３．求職中      ４．職業訓練を受けたり技術習得中 

５．家族の世話をするため仕事につけない  ６．収入面で条件の合う仕事がない 

７．勤務時間の面で条件の合う仕事がない  ８．年齢的に条件の合う仕事がない 

９．その他（                                        ） 

（２）あなたは今後，就職の希望はありますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．ある  → 【（３）へ】 

２．ない  → 【問 14へ】 

（３）就職の希望がある方だけにお聞きします。 

ア 就職する場合，あなたは，どのような就労形態で働きたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○を

つけてください。 

１．正社員・正職員     ２．パート・アルバイト 

３．契約・登録・派遣社員（職員）   ４．自営業主 

５．家族従業者     ６．内職・在宅就業 

７．その他（                                        ） 

イ 就職する場合，あなたは，どのような種類の仕事につきたいと考えていますか。当てはまる番号１つだけに○

をつけてください。 

１．専門技術を生かした仕事（保育士，教員，看護師，介護福祉士，弁護士，医師，デザイナーなど） 

２．管理的な仕事（会社・官庁などの課長職以上） 

３．事務的な仕事 

４．販売関係の仕事（店員，商品配達，セールス，外交員など） 

５．接客などのサービス関係の仕事（美・理容師，飲食店員，家政婦など） 

６．技能及び労務関係の仕事（工員，職人，労務作業員など） 

７．その他（                               ） 
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■あなたがお持ちの資格や技能についてお聞きします。 

問 14 現在持っている資格など(当てはまるものすべて)と，今後とりたいと思っている資格など（主なもの３つま

で）がありますか。当てはまる欄に○を記入してください。 

 
持っている 

資格など 

持っている資格の

うち仕事（就職）に

役立っている資格 

とりたい 

資格など 

１．看護師・保健師    

２．栄養士    

３．調理師    

４．美容師・理容師    

５．弁護士・司法書士・行政書士    

６．保育士    

７．教諭    

８．パソコン    

９．簿記・速記    

10．ホームヘルパー    

11．介護福祉士    

12．医療事務    

13．歯科衛生士・歯科技工士    

14．理学療法士    

15．作業療法士    

16．大型・第二種自動車免許    

17．言語聴覚士    

18．柔道整復師    

19．鍼灸師    

20．臨床工学技士    

21．視能訓練士    

22．管理栄養士    

23．精神保健福祉士    

24．臨床検査技師    

25．放射線技師    

26．その他  （       ） （       ） （       ） 

27．特にない    
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■現在のお住まいについてお聞きします。 

問 15 お住まいになっている住宅の種類について，当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．持ち家（本人名義）  ２．公営住宅（府・市営） ３．公社・公団住宅   

４．社宅    ５．賃貸住宅   ６．間借り 

７．実家や親戚の家に同居  ８．その他(                      ) 

問 16 現在の住宅に住まれるようになったのは，父子家庭になる前からですか。それとも父子家庭になってからで

すか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．父子家庭になる前から 

２．父子家庭になってから 

問 17 公営住宅(府・市営)への転居の希望はありますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．ある      ２．ない 

 

 

 

■あなたの世帯の収入状況・生活費についてお聞きします。 

問 18 あなたの世帯の収入は，何によってまかなわれていますか。最も収入の多いもの１つだけに○をつけてくだ

さい。また，それ以外に収入のある場合，当てはまるものすべてに○をつけてください。 

 

最も収入の 

多いもの 

(ひとつだけに○） 

それ以外 

(当てはまるものす

べてに○） 

１．あなたの仕事の収入   

２．子どもの仕事の収入   

３．その他の家族や同居人の収入   

４．別居している親や他の家族からの援助   

５．財産収入（預金利子，不動産収入）   

６．年金・労災などの収入   

７．離別した配偶者からの養育費や援助   

８．児童扶養手当（特別児童扶養手当を含む）   

９．児童手当   

10．預金の引出し   

11．生活保護費   

12．その他（                ）   

（注）「あなたの世帯」とは，あなたと住居及び生計を共にしている世帯員すべてをいいます。 
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問 19 昨年（平成 24 年）１年間の収入はどのくらいでしたか。あなたの世帯全員及びあなた自身の総収入，並び

にあなた自身の就労収入について，それぞれ当てはまるもの１つだけに○をつけてください。 

（※ 年間総収入には，すべての収入（生活保護法に基づく給付，児童扶養手当等の社会保障給付金，就労収入，

別れた配偶者等からの養育費，親からの仕送り，家賃・地代の収入等）を含んでください。） 

 世帯全員の総収入 あなた自身の総収入 
あなた自身の 

就労収入 

１．50 万円未満    

２．50～100 万円未満    

３．100～150 万円未満    

４．150～200 万円未満    

５．200～250 万円未満    

６．250～300 万円未満    

７．300～350 万円未満    

８．350～400 万円未満    

９．400～500 万円未満    

10．500～600 万円未満    

11．600～700 万円未満    

12．700～800 万円未満    

13．800 万円以上    

問 20 あなたの世帯の月平均の生活費を記入してください。 

  約（      ）万円程度 

問 21 あなたの世帯の生活費の中で，特に支出額の多いものは何ですか。金額の多い順３つまで選んでください。 

１．食費     ２．住宅費（家賃・ローンを含む） 

３．光熱・水道費    ４．教育費 

５．医療費     ６．交際費 

７．税金・社会保険料   ８．ローン（借金）などの返済（住宅ローン除く） 

９．仕送り     10．車の維持費 

11．その他（             ） 12．特にかさむものはない 

 

１位 ２位 ３位 
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■離婚された方だけにお聞きします。 

問 22 あなたは，離婚した配偶者との間に「養育費」に関する取り決めをしましたか。当てはまる番号に○をつけ

てください。 

１．文書で取り決めをしている    → 【問 23へ】 

２．文書以外で取り決めをしている  → 【問 23へ】 

３．取り決めをしていない      → 【問 24へ】 

問 23 養育費に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

（１）支払いは取り決めどおりに行われていますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．支払われている               → 【（２）へ】 

２．支払われたり，支払われなかったりしている  → 【（２）へ】 

３．支払われていない              → 【問 24へ】 

４．受け取りは終わった             → 【問 24へ】 

（２）取り決めによる養育費の月額を記入してください。 

１．月額   約（          ）円  ２．決まっていない 

問 24 あなたは，離婚した配偶者との間に「面会交流」に関する取り決めをしましたか。当てはまる番号に○をつ

けてください。 

１．文書で取り決めをしている             → 【問 25へ】 

２．文書以外で取り決めをしている           → 【問 25へ】 

３．取り決めをしていない               → 【問 26へ】 

問 25  面会交流に関する取り決めをした方だけにお聞きします。 

（１）面会交流の状況について，当てはまる番号に○をつけてください。 

１．現在，面会交流を行っている            → 【（２）へ】 

２．過去に行ったことがあるが，現在は行っていない   → 【（２）へ】 

３．面会交流を行ったことがない            → 【問 26へ】 

  （２）面会交流の頻度のうち，当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．月２回以上   ２．月１回程度   ３．２～３箇月に１回 

４．４～６箇月に１回  ５．長期休暇中   ６．その都度協議して決める 

７．その他（                                        ） 

問 26 父子家庭になった直後のお気持ちはどうでしたか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったし，不安もなかった 

２．すでに気持ちの整理がついていたので困惑しなかったが，今後のことを考えると不安な気持ちになった 

３．気持ちの整理がつかず困惑し，今後のことは何も考えられなかった 

４．なんとかなると深く考えなかった 

５．その他（                                        ） 

６．わからない 
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問 27 父子家庭になった直後の生活状況はどうでしたか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．自立して生活できる状況にあった（自立できる自信があった） 

２．自立して生活できる状況になかったが，周りの人の理解や援助があって生活の目途はすぐに立った 

３．自立して生活できる状況になく，また，周りの人の理解や援助もなかったので，非常に困った 

４．その他（                                       ） 

５．わからない 

 

 

 

■お子さんの育児や教育についてお聞きします。 

問 28 お子さんにはどこまで進学してほしいと思っていますか。当てはまる番号に○をつけてください。（お子さ

んが複数いて進学希望先が異なる場合は，当てはまる番号すべてに○をつけてください） 

１．中学校      ２．高校 

３．高等専門学校     ４．短大 

５．大学・大学院     ６．専修学校・各種学校 

７．その他（                                       ） 

問 29 お子さんについて現在どのようなことで悩みをお持ちですか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．育児      ２．教育・進学 

３．しつけ      ４．会話が少ない 

５．預け先がない     ６．病気 

７．衣服・身の回り     ８．食事・栄養 

９．友人関係     10．いじめ 

11．非行化      12．就職 

13．その他（                 ） 14．今のところ悩みはない 

 

 

■小学校入学前のお子さんがおられる方にお聞きします。 

問 30 日常，昼間お子さんの世話を中心となってしているのはどなたですか。当てはまる番号すべてに○をつけて

ください。 

１．あなた自身     ２．同居の家族 

３．実家や親戚など     ４．近所の人 

５．友人や知人     ６．ベビーシッター・家政婦 

７．保育園（所）        ８．幼稚園 

９．勤務先の事業所内保育施設   10．認可外保育施設 

11．その他（                                     ）  
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■小学校１年生から３年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問 31 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。当てはまる番号１つだけに○をつ

けてください。 

１．あなた自身    ２．同居の家族 

３．実家や親戚など    ４．近所の人 

５．友人や知人    ６．ベビーシッター・家政婦 

７．認可外保育施設    ８．学童クラブ・放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ） 

９．児童館（８以外での利用）  10．学習塾・習い事 

11．その他（              ） 

 

■小学校４年生から６年生までのお子さんがおられる方にお聞きします。 

問 32 放課後，又は小学校長期休暇中，そのお子さんをどなたがみていますか。当てはまる番号１つだけに○をつ

けてください。 

１．あなた自身    ２．同居の家族 

３．実家や親戚など    ４．近所の人 

５．友人や知人    ６．ベビーシッター・家政婦 

７．認可外保育施設    ８．児童館 

９．学習塾・習い事    10．その他（              ） 

問 33 お子さんを学習塾や習い事に通わせていますか。当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．通わせている  → 【問 34へ】 

  通わせていない（２．必要がない  ３．時間の確保が困難  ４．経済的に困難）→ 【問 35へ】 

■学習塾や習い事に通わせている方だけにお聞きします。 

問 34 どのようなところに通わせていますか。また，１箇月の月謝はどのくらいですか。お子さんごとに生年月を

記入してお答えください。 

１．学習塾    ２．そろばん教室・習字教室 ３．音楽・絵画教室 

４．スポーツ教室   ５．英会話   ６．その他（       ） 

 

 生年月 番号（複数可） 月謝の額（合計） 

１ 平成  年  月 生  （        ）円 

２ 平成  年  月 生  （        ）円 

３ 平成  年  月 生  （        ）円 

４ 平成  年  月 生  （        ）円 

問 35 あなたの最終学歴について，当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．中学校    ２．高校   ３．高等専門学校 

４．短大    ５．大学・大学院  ６．専修学校・各種学校 

７．その他（                                       ） 
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■お子さんや近所の人等との関係についてお聞きします。 

問 36 家族・親戚以外で，あなたが日頃からお子さんをみてもらったりすることのできる人はどなたですか。当て

はまる番号すべてに○をつけてください。 

１．近所の人 

２．職場・仕事に関係のある人 

３．お子さんを通じての友人（保育園（所）などの保護者会やスポーツ少年団など） 

４．あなたの趣味やスポーツなどを通じた活動の仲間 

５．あなたの社会的活動を通じた活動の仲間 

６．学生時代の友人 

７．その他（                                       ） 

８．特にいない 

 

 

 

■日頃の悩みや相談のことについてお聞きします。 

問 37 あなたが，父子家庭になった当時，困ったことは何ですか。また，現在困っていることがありますか。当て

はまるすべての欄に○をつけてください。 

 当 時 現 在 

１．生活費   

２．借金の返済   

３．子どもの養育・教育   

４．家事   

５．あなたの就職や仕事   

６．住居   

７．病気や医療   

８．相談相手がいないこと   

９．勤務先や近所とのつき合い   

10．家族や親戚とのつき合い   

11．異性とのつき合い・再婚のこと   

12．老後のこと   

13．父子家庭に対する差別や偏見   

14．その他（                   ）   

15．困っていることはない   
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問 38 あなたが，父子家庭になられた当時，困った問題が起きた場合，どなたに相談しましたか。また，現在どな

たに相談しますか。当てはまるものすべてに○をつけてください。 

 当 時 現 在 

１．自分で解決   

２．自分の子どもに相談   

３．両親・親戚などに相談   

４．友人・知人に相談   

５．近所の人に相談   

６．職場の上司・同僚に相談   

７．公的な機関に相談   

８．前の配偶者に相談   

９．その他（                    ）   

10．相談相手がいない，方法がわからない   

（７に○をつけられた方は問 39へ） 

問 39 あなたが，これまで悩みごとなどを相談したことがある公の機関等はどれですか。当てはまる番号すべてに

○をつけてください。 

１．民生・児童委員・主任児童委員 

２．市政協力委員や町内会長など 

３．市会議員・府議会議員 

４．福祉事務所（子ども支援センター） 

５．児童福祉センター（児童相談所・発達相談所） 

６．京都市ひとり親家庭支援センターゆめあす 

７．市民相談・区民相談 

８．保健センター 

９．京都市男女共同参画センター（ウイングス京都） 

10．京都府男女共同参画センター（らら京都） 

11．公共職業安定所（ハローワーク） 

12．京都ジョブパーク（京都テルサ内） 

13．交通事故相談所 

14．家庭裁判所 

15．警察署 

16．保育園（所）・幼稚園 

17．児童館 

18．学校  

19．弁護士会の法律相談センター 

20．日本司法支援センター（法テラス） 

21．その他（                                       ） 
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■現在行われている福祉施策等についてお聞きします。 

問 40 あなたが知っている，又は利用したことのある制度・施策について，当てはまるすべての欄に○をつけてく

ださい。 

 知っている 

利用している・ 

利用したことが

ある 

１．児童手当 

１５歳に達して以後，最初の３月３１日までの子どもを扶養している家庭に支給される手当 

  

２．児童扶養手当 

１８歳に達して以後，最初の３月３１日までの子どものいるひとり親家庭に支給される手当 

  

３．ひとり親家庭等医療費支給制度 

ひとり親家庭等の親と子がお医者さんなどにかかったときに，窓口で支払われる医療費を助成す

る制度 

  

４．生活保護 

病気や事故のため収入がなくなったり，働いても収入が少なく一家の生計を維持できないとき，

家庭の状況に応じて，最低限生活費の援助を行う制度 

  

５．ひとり親家庭日常生活支援事業 

ひとり親家庭の方が，自立促進のために必要な事由や傷病や冠婚葬祭など一時的に家事・育児に

お困りの場合に家庭生活支援員を派遣する事業 

  

６．ショートステイ 

保護者が，一時的な傷病や出張，冠婚葬祭などのため，家事・育児に困ったとき，子どもを乳児

院，児童養護施設，母子生活支援施設でお預かりする事業 

  

７．トワイライトステイ 

保護者が，仕事や通院などのため，帰宅が遅くなるときに，夜間に子どもを児童養護施設や母子

生活支援施設でお預かりする事業 

  

８．公営住宅の優先入居 

住宅に困っているひとり親家庭の方が公営住宅に優先的に入居できる制度 

  

９．職業訓練手当支給制度 

ハローワークを通じて職業訓練を受ける場合に訓練手当が支給される制度 

  

1０．自立支援教育訓練給付金事業 

厚生労働大臣指定講座等を受講し，修了した場合に支払った入学金及び受講料の 2割に相当する

額が支給される事業 

  

1１．高等技能訓練促進費事業 

2年以上のカリキュラムを必要とする看護師等の対象資格を取得のため，専門学校等で修学して

いる場合に，修業期間中に訓練促進費を支給する事業 

  

問 41 京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすについてお聞きします（京都市ひとり親家庭支援センターゆめあ

すは，京都市が，ひとり親家庭の相談や交流を始め，自立に向けた支援事業に総合的に取り組む拠点として設置し

ている施設です。）。 

（１）京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすを知っていますか。 

１．利用したことがある 

２．知っているが，利用したことがない 

３．知らない 
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（２）下表の１から１１の京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすの事業を知っていたり，これまでに利用した

ことがありますか。また興味がありますか。該当するものすべてに○をつけてください。 

 知っている 
これまでに利用し

たことがある 
興味がある 

１．就業の相談    

２．仕事に役立つセミナー 

（就職準備セミナー） 
   

３．自立支援プログラム 

ハローワークと連携しつつ，自立支援計画に沿った自立，

就職支援を行う。 

   

４．パソコン講習会    

５．パソコン自習支援 

京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすのパソコンを

使用して，自習等を行う。 

   

６．無料法律相談    

７．養育費・子どもとの面会交流などの相談    

８．日常生活の相談    

９．親と子の交流会 

（バーベキュー等） 
   

10．生活に役立つセミナー 

（育児，クッキング，健康づくりに関する講習等） 
   

11．着物の貸出し    

（３）京都市ひとり親家庭支援センターゆめあすでのひとり親家庭の方のみを対象としたイベントや，参加者同士

での情報交換や意見交換ができる場に参加したいですか。 

１．参加したい 

２．父子家庭だけが対象なら参加したい 

３．参加したくない 

４．わからない 

（４） （３）で「３．参加したくない」，「４．わからない」と答えた方にお聞きします。参加したくない，わか

らない理由について当てはまる番号１つだけに○をつけてください。 

１．参加する時間がない 

２．参加する必要性を感じない 

３．参加するのが面倒 

４．自分の家庭の事情を他人に知られたくない 

５．その他（                                        ） 
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■行政施策等についてお聞きします。 

問 42 下記の問いについてあなたの実感に近いものに○をつけてください。（項目ごとに○は１つ） 

 そう思う 

どちらか

というと

そう思う 

どちらと

もいえな

い 

どちらか

というと

そう思わ

ない 

そう思わ

ない 

１．乳幼児健診でのアドバイスやアフターフォロー

が充実している  
１ ２ ３ ４ ５ 

２．身近に小児医療が受けられる環境が整っている

ので安心できる 
１ ２ ３ ４ ５ 

３．必要な時に保育施設等や学童クラブ等を利用で

きる環境である 
１ ２ ３ ４ ５ 

４．保護者の用事（冠婚葬祭，保護者・家族の病気

等）の時に，必要な支援を受けられる環境である 
１ ２ ３ ４ ５ 

５．障害や，保護者の養護が足りないなど，配慮を

要する子どもの状況に応じた支援が行われている 
１ ２ ３ ４ ５ 

６．子どもがいても仕事と生活は両立できる環境で

ある 
１ ２ ３ ４ ５ 

７．子育てに不安を感じたとき気軽に相談できると

ころがある 
１ ２ ３ ４ ５ 

８．子どもへの教育環境は充実している １ ２ ３ ４ ５ 

９．青少年が健全に育つ環境である １ ２ ３ ４ ５ 

10．身近に，自宅以外の子どもの居場所や遊び場が

ある 
１ ２ ３ ４ ５ 

11．世間には，ひとり親家庭に対する偏見があると

思う 
１ ２ ３ ４ ５ 

12．子どもがいなかったら生活が楽になると思うこ

とがある 
１ ２ ３ ４ ５ 
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問 43 父子家庭の自立・安定を図るため，あなたが市や国に要望したいことは何ですか。当てはまるもの５つまで

に○をつけてください。 

１．職業訓練の場や働く機会を増やすなど安定的な就業の支援を充実する 

２．市営住宅などの公営住宅を増やすなど居住の確保がしやすい環境を整備する 

３．年金・手当など経済的支援を充実する 

４．健康診断や保健相談・指導を充実する 

５．医療や介護サービスを充実する 

６．保育園（所）を整備する 

７．学童保育の場を増やす 

８．生活上の悩みの相談窓口を充実する 

９．学習や教養などを身につける機会を増やす 

10．スポーツやレクリエーションに参加できる機会を増やす 

11．いろいろな施設や制度のＰＲを充実する 

12．民間ボランティアや社会福祉団体を育成する 

13．父子家庭に対する偏見のない世の中をつくる 

14．子どもの居場所づくりや学習支援 

15．養育費確保のためのアドバイス 

16．その他（                                ） 

17．特に要望はない 

問 44 父子家庭ということで，これまで何かつらい思いをされたことがありましたら，お聞かせください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

問 45 父子家庭に対する福祉行政施策全般について，何かご意見がありましたらお聞かせください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

お忙しいところ，アンケートにご協力いただきありがとうございました。 

この調査票は，平成 25 年 11 月 13 日（水）までに，  

同封の返信用封筒に入れて，ポストに投かんしてください。  
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